
 

１ 

平成２１年（判）第６号ないし第９号 

 

審       決 

 

大阪市北区西天満二丁目４番４号 

被審人 積水化学工業株式会社 

同代表者 代表取締役 根 岸 修 史 

同代理人 弁 護 士 長 澤 哲 也 

同          吉 村 卓 輝 

同          村 上   寛 

同          宮 本   聡 

上記被審人代理人長澤哲也復代理人 

弁 護 士       寺 井 一 弘 

同          藤 井 範 弘 

同              

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 

 被審人 三菱樹脂株式会社 

  同代表者 代表取締役 姥 貝 卓 美 

  同代理人 弁 護 士 岩 下 圭 一 

  同          志 田 至 朗 

  同          佐 藤 水 暁 

  上記被審人代理人岩下圭一復代理人 

  弁 護 士       森   一 生 

 

公正取引 会 上記被審人らに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条の規定

によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下「独占禁止法」とい

う。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判事件に い 私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の に う公

正取引 会関 規則の に関する規則（平成２ 年公正取引 会規則第２号）

による 止前の公正取引 会の審判に関する規則（平成１ 年公正取引 会規

 ２

則第 号）（以下「規則」という。）第 条の規定により審判 西 一及び審

判 井 ら され 事件記 に基づい 同審判 ら ら され 別紙

審決案を し のとおり審決する。 

 

        

１ 被審人三菱樹脂株式会社に対する平成２１年２ １

付 の課徴金納付命令（平成２１年（納）第２号）のう

１０４１ を 納付を命 部 を取り

す。 

２ 被審人三菱樹脂株式会社の の の審判 及び被審

人積水化学工業株式会社の 審判 をい れ す

る。 

 

理        

１ 会の 定し 事 判 及び法令の 別紙審決案の９

目 ら 目に の「取引の 的 」を「 の 的 」

に改 る い れ 別紙審決案の理 第１ないし第 と同一 る ら

これらを引 する。 

２ よ 被審人らに対し 独占禁止法第６６条第２ 及び第 びに規則

第 条第１ の規定により のとおり審決する。 

 

平成２ 年２ ２４  

 

            公 正 取 引   会 

 

                長    本  和   

 

                    田      

 

                     田     

 

 



別 紙 

１ 

平成２１年（判）第６号ないし第９号 

 

審   決   案 

 

大阪市北区西天満二丁目４番４号 

被審人 積水化学工業株式会社 

同代表者 代表取締役 根 岸 修 史 

同代理人 弁 護 士 長 澤 哲 也 

同          吉 村 卓 輝 

同          村 上   寛 

同          宮 本   聡 

上記被審人代理人長澤哲也復代理人弁護士 

           寺 井 一 弘 

同          藤 井 範 弘 

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 

被審人 三菱樹脂株式会社 

同代表者 代表取締役 姥 貝 卓 美 

同代理人 弁 護 士 岩 下 圭 一 

同          志 田 至 朗 

同          佐 藤 水 暁 

上記被審人代理人岩下圭一復代理人弁護士 

          森   一 生 

 

上記被審人らに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一

部を改正する法律（平成２５年法律第１００号。以下「平成２５年改正法」とい

う。）附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正

前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

（以下「独占禁止法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付

 

２ 

命令審判事件に い 公正取引 会 ら独占禁止法第５６条第１ 及び私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の に

う公正取引 会関 規則の に関する規則（平成２ 年公正取引 会規則

第２号）による 止前の公正取引 会の審判に関する規則（平成１ 年公正取

引 会規則第 号）（以下「規則」という。）第１２条第１ の規定に基づ

審判 に 定され 本 ら 審判の のとおり審決すること

ると 規則第 条及び第 ４条の規定に基づい 本審決案を 成する。 

 

        

１ 被審人三菱樹脂株式会社に対する平成２１年２ １

付 の課徴金納付命令（平成２１年（納）第２号）

のう １０４１ を 納付を命 部

を取り す。 

２ 被審人三菱樹脂株式会社の の の審判 及び被

審人積水化学工業株式会社の 審判 をい れ

する。 

 

理        

第１ 審判 の  

１ 被審人積水化学工業株式会社 

 平成２１年（判）第６号審判事件 

平成２１年（措）第１号排除措置命令の取 しを る。 

 平成２１年（判）第 号審判事件 

平成２１年（納）第１号課徴金納付命令の取 しを る。 

２ 被審人三菱樹脂株式会社 

 平成２１年（判）第 号審判事件 

平成２１年（措）第１号排除措置命令の取 しを る。 

 平成２１年（判）第９号審判事件 



 

 

平成２１年（納）第２号課徴金納付命令の取 しを る。 

第２ 事案の （ 事者 に い ない事 及び公 の事 ） 

１ 排除措置命令（平成２１年（判）第６号及び第 号 審判事件） 

公正取引 会 被審人積水化学工業株式会社（以下「被審人積水化学

工業」という。）及び被審人三菱樹脂株式会社（以下「被審人三菱樹脂」と

いう。） 平成１６年１ ２ 及び同年 ２５ に株式会社

（以下「 」という。） 化成株式会社（以下「 化

成」という。）及び 化成株式会社（以下「 化成」という。）と

平成１ 年 ２５ 及び平成１ 年５ １１ に

株式会社（以下「 」という。）と れ れ 同し 別紙記

の 化 及び 化 （以下 者を 「 化

」という。）の を引 上 る を することにより 公 の

に し 化 の にお る を 的に し

い の これ 独占禁止法第２条第６ に規定する な取引

に し 同法第 条の規定に する の るとし 平成２１年２

１ 被審人らに対し 排除措置を命 （平成２１年（措）第１号。

以下 この を「本件排除措置命令」という。）。この排除措置命令 の

本 同 １９ 被審人らに対し れ れ され 。 

これに対し 被審人積水化学工業 同年４ １ 被審人三菱樹脂

同 １６ れ れ 本件排除措置命令の取 しを 審判 を

し 。 

２ 課徴金納付命令 

 被審人積水化学工業（平成２１年（判）第 号審判事件） 

公正取引 会 本件排除措置命令に る 独占禁止法第

条の２第１ 第１号に規定する の対 に る の るとし

平成２１年２ １ 被審人積水化学工業に対し ９ ６５ ２

の課徴金の納付を命 （平成２１年（納）第１号。以下 この を

「本件第１号課徴金納付命令」という。）。この課徴金納付命令 の 本

 

４ 

同 １９ 被審人積水化学工業に対し され 。 

これに対し 被審人積水化学工業 同年４ １ 本件第１号

課徴金納付命令の取 しを 審判 をし 。 

 被審人三菱樹脂（平成２１年（判）第９号審判事件） 

公正取引 会 本件排除措置命令に る 独占禁止法第

条の２第１ 第１号に規定する の対 に る の るとし

平成２１年２ １ 被審人三菱樹脂に対し ２１ の

課徴金の納付を命 （平成２１年（納）第２号。以下 この を「本

件第２号課徴金納付命令」という。）。この課徴金納付命令 の 本

同 １９ 被審人三菱樹脂に対し され 。 

これに対し 被審人三菱樹脂 同年４ １６ 本件第２号課徴

金納付命令の取 しを 審判 をし 。 

第  前 となる事 （ に を 記し 事 ら

定される事 り の の事 事者 に いのない事 公

の事 る。） 

１ 被審人らの  

 被審人積水化学工業及び積水化学北 株式会社 

被審人積水化学工業 に本 を置 化 の

業を 者 る。 

積水化学北 株式会社（以下「積水化学北 」という。） 北

岩 市に本 を置 化 の 業を 者 る。

被審人積水化学工業 積水化学北 の 決 の を し いる。 

 被審人三菱樹脂 

被審人三菱樹脂 に本 を置 化 の

業を い 。し し 被審人三菱樹脂 平成２４年１２ １

化 の 事業を被審人積水化学工業に し 。以

被審人三菱樹脂 同事業を いない。 

 化成及び  



 

５ 

大阪市に本 を置 化成 東京都 区に本

を置 れ れ 化 の 業を い 者 る

平成１ 年４ １ 同 により を し

同社に対し 同 付 化 の に る事業を れ

れ さ 以 同事業を いない。 

大阪市に本 を置 化 の

業を 者 る。 上記のとおり 平成１ 年４

１ 及び 化成による 同 により され 会

社 り 同 付 及び 化成 ら れ れ 化

の に る事業を し 。 

 化成 

化成 東京都 区に本 を置 化 の

業を 者 る。 

２ 化  

化 化 樹脂 を とする成 る（ 化

樹脂 る を し する の一

ら される。）。 化 を する の水 の

一部を 成する の り 化 の 部 に され

化 化 と 化 を ない 水 の を

るな の をする。 の 上水 下水 業 水

に おり れらの く 本工業規 （ ） 本水

会規 （ ） 本下水 会規 （ ） の規 とな

いる。（ 第１号 第２号 第 号 ） 

 化 の 業者 

にお る 化 の 業者（以下「 」

という。）のう 本件 る平成１６年ないし平成１ 年

の （同社 前 ） 被審人

積水化学工業 被審人三菱樹脂の 社 市 占 の おお ５０

 

６ 

を おり 大 と され い 。（ 第

号 第２４号 第２５号 第 ２号 第４６号 第１１４号

第１１ 号 第１１ 号 の２） 

４ 化 に る取引 

れ れ 一 と する 業者 二 と す

る 業者 者に対し 化 を し い 。 

一 二 と する 業者に 二 及び 二 者に

れ れ 化 を すること 一 的 。 

なお 一 に納 される の 化 の

り 一 と れること 。 二 に納 される

の 化 の 二 と れ い 。 し 二 に

納 される の 化 の り二

。 

（ 第４号 第５号 １５ 目 ） 

５ 化 の  

化 のう 排水 に いられる １００と する 化

びに下水 に いられる １５０及び ２００と れ

れ する 化 （以下 これら の 化 を「 」

という。） と の し いる る。 

１００ １００ 長さ ４ の排水

る。 内 ら公 に至る部 に れる 水 る。 

１５０ １５０ 長さ ４ の下水

る。 を おり 下水 本 に される。 

２００ ２００ 長さ ４ の下水

る。 １５０と う る。 

（ 第 号 第４号 ） 

６ 化 の 上  

 平成１６年２ の 上  



 

 

平成１６年２ 被審人ら 化成及び 化成

化 の を引 上 （以下 この の引上 を

「第１ 上 」という。）。 

 平成１６年９ の 上  

平成１６年９ 被審人ら 化成及び 化成

化 の を引 上 （以下 この の引上 を

「第２ 上 」という。）。 

 平成１ 年１０ の 上  

平成１ 年１０ 被審人ら及び 化

の を引 上 （以下 この の引上 を「第 上 」

という。）。 

 平成１ 年５ の 上  

平成１ 年５ 被審人ら及び 化

の を引 上 （以下 この の引上 を「第４ 上 」と

いう。）。 

 樹脂 の の な取引 事件の の  

平成１ 年１１ １４ 公正取引 会 平成１９年（措）第１ 号

及び同第１４号により措置を命 事件におい 被審人ら及び

を 樹脂 の の 業者の 業 に

独占禁止法第４ 条第１ 第４号の規定に基づく を とこ

上記の 社 同 以 社の本社の事業部長 の者らによる会 を

いない。（ 第１５４号 田 樹 人審 記 也 人審

記 ） 

第４  

１ 被審人ら の事業者との 化 の を引 上

る の をし 同し に の事業 を し （ １） 

 第１ 上 に る の成  

平成１６年１ ２ 被審人ら 化成及び

 

 

化成との 化 の を引 上 る の をし

。 

 第２ 上 に る の成  

平成１６年 ２５ 被審人ら 化成及び

化成との 化 の を引 上 る の をし

。 

 第 上 に る の成  

平成１ 年 ２５ 被審人ら との 化

の を引 上 る の をし 。 

 第４ 上 に る の成  

平成１ 年５ １１ 被審人ら との 化

の を引 上 る の をし 。 

（以下 第１ ないし第４ 上 に る を し 「本件 」

という。） 

２ 本件 一定の取引 にお る を 的に する （ ２） 

 被審人らの する 独占禁止法第 条の２第１ 定の「

」に する （ ） 

第５ に い の の  

１ １（被審人ら の事業者との 化 の を

引 上 る の をし 同し に の事業 を し ）に

い  

 審 の  

 第１ 上 に る に至る事  

被審人ら 化成及び 化成 ら

社の本社の事業部長 の者ら（以下「 の 者」という。）の会

（以下 及び におい 「 の会 」という。）を し 化

の に い を い 化 の 上

の内 に い し 上 の に れ れの社



 

９ 

内におい 区の 者に に基づく 上 を し 区

におい の の 区の 者と の上 区の

を 区にお る 上 の目 を決定さ るな の

により 上 を い （以下 被審人ら及び

同社 を「 社」といい 前の

社 びに 化成及び 化成を「５社」という。）。 

 第１ 上 に る の成  

 社による会  

くと 平成１６年１ 上 化 樹脂の 同年２

以 に引 上 られる しとな 。 

この 化 樹脂の の引上 と 化 樹

脂の 業者（以下「 化 樹脂 」という。）

化 樹脂の 決定 式を 従 の「 決 式」と される

決定 式（ 化 樹脂 ら 化 樹脂の を

に に を決定する 式） ら「 決

式」と される 決定 式（ 化 樹脂 ら 化

樹脂の を る前に を決定し に 事

の ない 式）に することを し とこ

とし 化 樹脂の 定的な を る

ら これを れ るを なくな 。 決 式におい

化 の を下 とし の

を 大し 化 樹脂の を すこと によ

化 樹脂 と事 に し を る

ことにより 的に を確保すること 決 式

の れ以 のような 確保の を され

化 樹脂の 引 上 られ 社の を

確保する に 化 の 上 を確 に し 上

上 し を すること にな 。 

 

１０ 

このようなこと ら 社の の 者 る被審人積水化学工

業の田 （以下「被審人積水化学工業の田 」という。） 被審

人三菱樹脂の 正 （以下「被審人三菱樹脂の 」という。）及

び の 田 樹（以下「 の 田」といい

の 「 の 田」と いう。 人とし

の同人を す の に 「 の 田」 「

の 田」という。） 平成１６年１ ら 化

の 上 に い を い 同 ２１ 東京本

社の におい 社の会 を し 。 

社 くと このと に 平成１６年 １

ら 化 の に い ら１５

以上 化 の に い 同 く１０

以上引 上 ること の 上 の を確 にする に

１本 りの二 を １００ ９５０

１５０ ２ ４００ ２００ ４ ０００ とすることを

決定し 上 の公表に い に被審人積水化学工業

うこととし 。 

し 被審人積水化学工業の田 被審人三菱樹脂の 及び

の 田 この 社による会 におい 決定し 内 のとおり

上 することを５社 する ５社による会 を すること

とし 。 

 ５社による会  

被審人積水化学工業の田 被審人三菱樹脂の の 田

化成の田 （以下「 化成の田 」という。）及び

化成の （以下「 化成の 」という。） 平

成１６年１ ２ 被審人積水化学工業東京本社 くの 「

」の会 におい ５社による会 を し 。 し

５社 社による会 決定され 内 のとおり 上 を うこと



 

１１ 

を決定し 上 の公表に い に被審人積水化学工

業 同年２ ４ に い い 同 ９ に うことを確

し 。 

 第２ 上 に る の成  

 社による会  

くと 平成１６年 に 化 樹脂の 同年

９ 以 に引 上 られる しとな こと ら 被審人積水化

学工業の田 被審人三菱樹脂の 及び の 田 同年

に ら 化 の 上 に い を

い 社 くと 記 の５社による会 に 同年１０

１ ら 化 の に い ら１

０ 以上 化 の に い 同 く

以上引 上 ること の 上 の を確 にする

に １本 りの二 を １００ １ １

００ １５０ ２ ００ ら ０００ ２０

０ ４ ５００ とすることを決定し 上 の公表に い

に 同年９ に い い 被審人積水化学工

業 同 ９ に うことを確 し 。 

 ５社による会  

被審人積水化学工業の田 の とし 平成１６年１０ ら

同社の 排水 事業部長となり

同社の の 者となること 決 い 同社の西村 （以下

「被審人積水化学工業の西村」という。） 被審人三菱樹脂の

の 田 化成の 及び同年 ら 化成の田

の とし の 者とな 化成の大 則（以下

「 化成の大 」という。） 同年 ２５ 被審人積水化

学工業東京本社 くの 「 ら の 」におい ５

社による会 を し 。 し ５社 社による会 決定さ

 

１２ 

れ 内 のとおり 上 を うことを決定し 上 の公表に

い に 同年９ に い い 被審人積水

化学工業 同 ９ に うことを確 し 。 

 の 及び の  

平成１ 年４ １ 及び 化成による 同 に

より され 同社 同 付 及び

化成 ら れ れ 化 の に る事業を し 。

同 以 及び 化成に代 第１

上 に る びに第２ 上 に る に し の

田 の市 部長とし 引 の 者を

。 

 第 上 に る の成  

 社による会  

くと 平成１ 年 に 化 樹脂の 同年

１０ 以 に引 上 られる しとな こと ら 被審人積水

化学工業の西村 同年４ ら被審人三菱樹脂の の とし

の 者とな 被審人三菱樹脂の 本和 （以下「被審人三菱樹

脂の 本」という。）及び の 田 同年 ２５

東京本社の におい 社による会 を し

。 し 社 同年１０ １１ ら 化

の に い ら 以上 化

の に い 同 く５ 以上引 上 ること

の 上 の を確 にする に １本 り

の二 を １００ １ ２００ １５０ ２

００ ２００ ４ ００ とすることを し

上 の公表に い に 同年９ に い

い 被審人積水化学工業 うことを確 し 。 

 化成 本件 に しなくな こと 



 

１  

被審人積水化学工業の西村 被審人三菱樹脂の 本及び

の 田 平成１ 年 ０ 被審人積水化学工業東京本社

の におい 社による会 を し の会 に

化成を さ ない 決定し 同 以 化成 本件 に

し いない。 

 第４ 上 に る の成  

 にお る 上 の決定 

化 樹脂の 平成１ 年６ 以 に引 上 られる

しとな こと ら 同年４ ２６ 同 １ ら

の 田の とし の 者とな 同社の 也

（以下「 の 」という。） 同社社長の 部

（以下「 の 部」という。） ら に 化

の 上 を するように を 。 

こ の 同 ２ の

田 の同社の役 と をし 同年６ １２ ら 上

を すること 上 の公表 を同年５ １ とすること を

決定し 同社の 部の を 。 

の 同 １０ に同人の前 者

同社の 田を 社内 を い の二 上

の を することとし 。 

 の成  

の 独占禁止法 の いを られ

のことを なくと の 上 の公表 社

ること の 法により 社 するという を

し いくことにし 以下のとおり 同社の 上 を被審人積水

化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本に 別に し 平成１

年５ １１ に 被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹

脂の 本 ら の 上 の に 化

 

１４ 

の 上 を することの同 を ことにより 社

の 上 に 上 することを し 。 

なお の 社の 上 を する

に 被審人積水化学工業の西村に対し 被審人三菱樹脂の 本に

被審人三菱樹脂の 本に対し 被審人積水化学工業の西村に

同 内 を るい る を し い 。 

 平成１ 年５ の 被審人積水化学

工業東京本社に同社の西村を の 化

の 上 に い 前記 の同年４ ２ の役 との

決定し 上 の の 化 の の上

に い ら１ 以上 化

の の上 に い 同 く１０ 以上とす

ることを 上 第４ 上 にな

上 を するの 被審人積水化学工業 の

上 に 化 の 上 を するよう

とこ 被審人積水化学工業の西村 これを し 同社にお

い 上 の内 を決定し に これを の

に する を 。 

なお 前記 のとおり の の二

上 の に い 同年５ １０ の社内

決定する 定 こと ら 同社におい の二

を決定し 上 を し に 別

する を 被審人積水化学工業の西村 これを し 。 

 平成１ 年５ １０ の 同社の 田ら

と 社内の におい れ に決定し い 上

を一部 し 同年６ ２１ ら 化 の

に い ら１５ 以上 化

の に い 同 く１０ 以上引 上 る



 

１５ 

こと の 上 の を確 にする に １

本 りの二 を １００ １ ４００ １５

０ ００ ２００ ５ ２００ とすることを決定

するとと に 上 の公表 同年５ ２５ に し 。 

 平成１ 年５ １０ の 被審人積水

化学工業の西村に を 前記 の 社の 上 を

し とこ 西村 これを し 。 

 平成１ 年５ １１ の 被審人三菱樹

脂本社に同社の 本を 前記 の 上 を

にな 上 を するの 被審人三菱樹脂

の 上 に 化 の 上 を

するよう とこ 被審人三菱樹脂の 本 これを し

同社におい 上 の内 を決定し に これを

の に する を 。 

 の被審人ら及び の  

 の 前記 の し の

二 に い し １５０の二 を

００ ら ５００ に すること ると

るに至り 平成１ 年５ １５ 被審人積水化学工業の西村及び

被審人三菱樹脂の 本に れ れ を １５０の二

を ５００ に する を し 被審人積水化学工業

の西村及び被審人三菱樹脂の 本 これを し 。 

 被審人積水化学工業の西村 平成１ 年５ ２２

の に を 社の 上 に い 同年

ら 化 の に い ら１

０ ないし１２ 化 の

に い 同 く 引 上 ること の二

と同 とすること 第４ 上 の公表 を同

 

１６ 

年６ とすることを し 。 

 被審人三菱樹脂の 本 平成１ 年６ １

の に を 社の 上 に い 同年 １０

ら 化 の に い ら１２

ないし１５ 化 の に

い 同 く 引 上 ること の二

と同 とすること 第４ 上 の公表 を同年

６ １２ とすることを し 。 

 被審人積水化学工業の西村 被審人三菱樹脂の 本及び

の の 平成１ 年６ 「 」

の会 におい 社による会 を し 被審人ら 前記 の

に基づい 上 することを改 確 するとと に

的に 社による会 を し 第４ 上 の を

に し いくことを確 し 。 

 引上 に い の公表 

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社） 第１ 上 ないし第４ 上 れ れ 化

の 上 を公表し いる の内 社と 本件 の内

に の 。 

 を確保する の  

 の に対する 上 の  

社の の 者 し 本件 に し いない の

のう 株式会社 （以下「 」

という。） 本 工業株式会社（以下「 本

工業」という。） 工業株式会社（以下「 工業」

という。） 前澤化成工業株式会社（以下「前澤化成工業」という。）

株式会社（以下「 」という。）

株式会社（以下「 」という。）及び 本



 

１  

株式会社（以下「 本 」という。）の 社（第

上 に る 及び第４ 上 に る におい 化成

を 社）に対し 化 の 上 に するよう

し い 。 

 区にお る 上 目 の決定 

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の の 者 社の 区の 者に対し 本件

に基づく 上 を し 区におい の の

区の 者と の上 区の を 化

の とに 区におい 目 とする二 の

を決定さ 。 

 二 の引上  

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の 区の 者 れ れ 取引 る一 に対し

二 の を引 上 るよう し 。一 の 者

に同 し 二 を る者 い 。 

 の  

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の の 者 おお １ の の会 を

し 本件 に基づく 上 の に い を い

上 に され いないとい に い いに

正を 上 の を に し い 。 

  

独占禁止法第２条第６ に規定する な取引 成 する

に 事業者 対 を引 上 るに の に「

の 」 と られること る。 し ここにい

う「 の 」と 事業者 に同内 同 の対 の

引上 を することを ないし し これと を る

 

１  

ることを し 一 の対 引上 を に するの

りない 事業者 し うことを し する

こと なく に の事業者の対 の引上 を し

のう に すること りると するの る（東京

判 平成 年９ ２５ 判決 公正取引 会審決 第４２

９ 東 株式会社による審決取 事件 ）。 

前記 ないし とこ によれ 本件 同し

化 の を引 上 る を する の る。 

本件 成 れ れ 平成１ 年１１ １

し い 。 

し 第１ 上 及び第２ 上 に ５社 第

上 及び第４ 上 に 社 本件 により 同し

に の事業 を し い 。 

 被審人積水化学工業の  

 第１ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

被審人積水化学工業 平成１５年１２ ら い

化 樹脂の 内にお る の対 とし 審

の する平成１６年１ ２１ の 社の会 及び同 ２ の

５社の会 より 前に 化 樹脂の 定 を ることを

とし 化 樹脂 との な関 を する

社に 化 樹脂の 上 決 式 の

の に るとの を決定し の 被審人積水化学工

業 独 の判 上 を決定し の る。 

なお 独 の判 上 を決定し こと 同 る。 

 審 する平成１６年１ ２１ の 社の しな

いこと 

平成１６年１ ２１ に審 の する 社の れ



 

１９ 

事 ない。 の 田 同 ２０ 区の 業 者

に対し を し １００ の目 とする二

に関する を同 ２ に るよう おり 同人

同 ２１ の 審 するような の二

の 上 の 的内 に い する前 となる を し

いな 。 

なお 審 の を 付 る の 田の （ 第１５号

第１ ６号 田 樹 人審 記 ） 社の会 の

に関する し おり ない。 

 審 する平成１６年１ ２ の５社の しな

いこと 

５社 化 会の 会を する

とし 人事 の に る案件を し り 会を

し りし い の り（５社の会 「 ５社会」

と されること 。） 平成１６年１ ２ に「

」 され ５社の会 のような 会にす 第１

上 に る を う に の ない。 

 の 決定 式の 化 の を す

る になる ないこと 

審 化 樹脂の 決定 式 「 決 式」 ら「

決 式」に され ことを 化 の に び付

する 「 決 式」の下におい に

の と の し い

ない ら 上記の 決定 式の 化 の

を する になる ない。 

 第２ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

被審人積水化学工業 平成１６年 に により被 を

 

２０ 

会社の 積水工業株式会社 らの 化 樹脂の の

内の 化 樹脂の の対 とし 化

樹脂の 定 を ることを 事 とし 化 樹脂

との な関 を し 化 樹脂を確保する

社に 化 樹脂の 上 を する を決定し 同

年 １９ に 化 の 上 を決定し の

被審人積水化学工業 同 ２５ の５社による会 より

前に 社の事 により 独 の判 上 を決定し の る。 

なお 独 の判 上 を決定し こと 同 る。 

 審 する 社の しないこと 

社 化 の 上 を決定し ことに い

的 ない。 

これを する の 田の （ 第２ 号 第１

６号 ） 成 し 及び 者に い の

り ない。 

 審 する５社の の  

 平成１６年 ２５ の「 ら の 」 され

５社の会 ５社会の 会（被審人積水化学工

業の事業部長を同社の田 ら引 こと 内定し い 同社

の西村の 会） り 第２ 上 に る を う に

の ない。 

 平成１６年９ の 業会 におい 化

の 上 を社内に し 上 を 化 に い

１２ 化 に い １０

とし 公表し 化 の 上 の し 化

に い １２ 以上 化 に い

以上とな おり これらの の 上 の 定

上 を 化 に い １０ 化



 

２１ 

に い とし い の４社と な

いる ら この事 第２ 上 に る しないこ

とを す の る。 

 第２ 上 におい 化成 平成１６年１０ １

ら 上 する を公表し のに対し の４社 同

ら 上 する を公表し いる。 らの 上

による すく 上 を ら る

に く 上 法 るとされ いるとこ 化成の

独 式を取ることにより 的に 上 の

を ら こと ５社の に第２ 上 に る し

な ことを し いる。 

 し 審 する５社の しない。 

 ５社による会 の 及び の の 社による会 の の理  

 ５社会 と 化成の により

の 田及び 化成の ら れることにな

り 被審人三菱樹脂の 平成１ 年 を

ら れることにな こと ら 同 を る会

し 。 

 平成１ 年６ 以 被審人積水化学工業の西村 被審人三菱樹

脂の 本及び の 田 び び 社の会 を

これらの会 の目的 ことに のとおり

化成の 会 の 会 の事業

者 の の 案事 事 に い をする

ことによる。 

 化成の 会 の 会  

の事業者 る 会 被審人ら及び

の 会 化成 会を し

い 平成１ 年４ １０ の 会の 理事会

 

２２ 

におい 化成の 会 下される の 化成

の 会に 対する被審人らと 化成に対し の

を し い との 化成の

会 の 会 に い をする 。 

 の事業者 の  

の事業者 被審人らを とし 水

会と を とし 水

会（ 「 」。以下「

」という。） り れ れ独 の規 を い （なお

化成 及び同 を し おら

上記 のい れに し いな 。）。平成１ 年１

ら上記 の の し 平成１ 年 ６ の

の 理事会 被審人らの 会 され 同年５  

２９ の の 会 水

会の 規 及び同 の 規 化 決 さ

れ 同年６ ２ の 理事会 される 上記 の

に い をする 。 

 第 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

化 樹脂 の の により

に対する 化 樹脂の 上 を 被審人

積水化学工業 平成１ 年 １ の 同 １ に 独

の判 により 社に 化 樹脂の 上 の 及び

化 の 上 を決定し 。 

なお 独 の判 上 を決定し こと 同

る。 

 審 する 社の しないこと 

社 平成１ 年 ２５ に審 する をし 事



 

２  

ない。 の事業者 の に い れ

被審人積水化学工業と との をし

被審人三菱樹脂を することになり 同 社の会

れ の る。 

なお の 田 同 の 社の会 におい 第

上 の 上 の し の二 を し と

する（ 田 樹 人審 記 第 １号 第１ ６号 ）

会 の に い の し おり ない。 

 と 平成１ 年 ２５ の 社の会

の事業者 の と 付 的に 社の 上 に

１００の二 とな こと られる

１００ の二 る

の ない ら 社の を確保する上

し いるの 二 なく 一 に

する のい る「 れ 」 る。し に

を うの れ れ に い するの

理的 る 本件におい れ に い の こ

の さ され おら 社 れ を し

い とこ このこと れ を に

ことを し いる。 

 第４ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

平成１ 年の に 化 樹脂の 上 の

い の 公 工事 の 公

を とし おり 公 の 件取引 の の 上 を

成 さ る に する より前に 上 を し

上 を に り ること ること ら 公

事業の 本 化する より前に 上 を さ な れ なら

 

２４ 

ないという同社 の事 ら 被審人ら 上 の 的な に

する前に独 の判 化 樹脂の 上 の と 化

の 上 を決定し 。 

被審人積水化学工業 と なり 代理

を 化 の を う取引を とし いるとこ

代理 くの を い ら の 上 をすること

に 。 の 平成１ 年の 前

の 化 の 上 を する すらなく

ら 上 の 上 を

との を し い 。 し 同年５ ２５ の

化 の 上 に関する し い のの 上 の

的な 決定し いない 業 大 る

同 ２６ に 化 の 上 を 表し こと

により 被審人積水化学工業とし 上 を し 化

の 上 を るを ないと判 し 同 に 上 を 表し

。 

このように 被審人積水化学工業 同 １１ の 上

を決定 る になく 同 ２６ の による

化 の 上 の 表を なく 上 るを な

いと判 し これを決定し の る。 

 審 する 社の の  

のとおり 審 する 社の しない。 

 平成１ 年 ６ の の 理事会 被審人らの

会 され ことにより の事業者 の

し 被審人積水化学工業 事業者 の の条件とし

い 及び同 の 規 化 の 田

根 しをしな に の同年４ １ の 会

の決 られ い 化成



 

２５ 

の 会 の 会 同 １０ の 会の

会 被審人らの 対 下され 被審人らと

対 し おり 第４ 上 に る をすること

る にな 。 

 平成１ 年５ に被審人積水化学工業の西村と

の し の の 被審人積

水化学工業の西村に対し の 上 に従

上 することを 被審人積水化学工業の西村 これを

。 

なお の 被審人積水化学工業の西村

の 上 に従 上 することを し

する（ 第１４５号 第 号 也 人審 記

） れらの の に関する し おり

ない。 

 審 するとおり の 被審人積水化

学工業の西村に対し 平成１ 年５ １０ の

上 を し 同 １５ の 上 内

の一部を する し という事 るとし れ

に の に しない 一 的に られ にす

れに 被審人積水化学工業 上 を決定し の

ない。 

同 ２２ に被審人積水化学工業の西村

の に対し 審 の をし 事 ない。 

 平成１ 年５ ０ の 化 会の定 会 の

会におい 被審人積水化学工業の西村 の

部 ら「 上 を くし 」 「さ さと 」と さ

れ 審 するように 同 ２２ に の

被審人積水化学工業の西村 ら同社の 上 の内 を い

 

２６ 

い の れ の 部 上記 をする

なく し 同人の上記 の 被審人

積水化学工業の西村に を のの同人 これを

り 同社の 上 ら にされない にいら を

のと るの る。 

 第４ 上 にお る 上 化

１５ 化 １０ 以上 るの

に対し 被審人積水化学工業 化 １２ 以上

化 以上 り の 上 に

ること ら 第４ 上 に る しないこと う

れる。 

 し 社 第４ 上 に る をし 事 ない。 

  

第１ ないし第４ 上 におい 被審人積水化学工業

独 の判 上 の を決定し い の

る。 

確 に 第１ ないし第４ 上 の に被審人積水化学工業

（ ）らと を い 上 に関する

とし れ い れ公表される の の い

社の決定 を事前に し い にす の事業者を す

る の の ない。 

平成１ 年４ 以 化成 社の会 に し いな

い この事 化成 し い 第１ 上 及び第２

上 の に し ５社の会 におい の る 上 の

され いな ことの る。 

 被審人三菱樹脂の  

 第１ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 



 

２  

化 樹脂の 本 ら の 的に 大し

本 内にお る の し 化 樹

脂の の 内 より くな 化 樹脂

の 決 式を 決 式に改 （ 決 式にお

い 化 樹脂の 上 の 化 の

の 大に な る。） 化 樹脂の を り 化

樹脂の 上 を に し こと ら 被審人三菱樹脂 化

樹脂 な におい より の確保を

的に るを ないこと ら 化 樹脂の 上 の れと

化 の 上 を決定し 。し 被審人三菱樹脂

独 の判 上 を決定し の る。 

なお 審 ５社 平成１６年 １ ら 上 する

ことを し と する 被審人三菱樹脂 同 １５

ら 上 し おり 「 」 上 を し

「 」 上 を し に大 く を

れる る ら 第１ 上 に関する しない

こと され なくと 被審人三菱樹脂 第１ 上 の を

く ることなく 上 の 決定をし いること る。 

 審 する 社の しないこと 

確 に平成１６年１ ２１ に 東京本社におい の

田 被審人三菱樹脂の 及び被審人積水化学工業の田 会 し

いる ら に関する に し の り 化

の 上 に い し 事 ない。 の 田

同 ２０ 区の 業 者 に対し を し

１００ の目 とする二 に関する を同 ２

に るよう おり 同人 同 ２１ の 審

するような の二 の 上 の 的内 に

い する前 となる を し いな 。 

 

２  

審 する 社の を 付 る の 田の

（ 第１５号 第１ ５号 第１ ６号 田 樹 人審

記 ） る これらの同人の 課徴金 を

事業者の従業 の るとと に 社の会 の

及び に い の し おり とし な

い。 に 人審 にお る の 田の る

とし れ 被審人積水化学工業との 的な

上 の をし ことの に なり 被審人三菱樹脂を

社の 的な 上 の をし ことの に ならない。 

 審 する５社の しないこと 

平成１６年１ ２ の５社の会 ら を目的とし

会 る。確 に の に の 田 ら 化 の

上 の こと 事 る ５社 れに い し

事 ない。 

審 の を 付 る 前記 記 の の 田の

る 同人の 課徴金 を 事業者の従

業 の る上 同人の 人審 にお る の内 審

の を 定するに る。 

 第２ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

第２ 上 の 内にお る 化 樹脂の

する い いる 化 樹脂 な

上 を し ことを 被審人三菱樹脂 第１ 上

の と同 に 化 樹脂の確保を に 化 樹

脂 による 化 樹脂の 上 の れと 化

の 上 を決定し の る。し 被審人三菱樹脂

独 の判 上 を決定し の る。 

なお 審 ５社 平成１６年１０ １ ら 上 す



 

２９ 

ることを し と する 化成 同 ら 上

し おり 審 する第２ 上 に る と なる

上 を いる ら 同 ら 上 することを し と

する第２ 上 に関する しないこと される。 

 審 する 社の しないこと 

被審人三菱樹脂の 平成１６年 ２５ に され

会に し 以 に 同 に ら の 田及び被審人積

水化学工業の田 と一 に会し を 事 ないし 同

人らと 別に を こと ない ら 審 する

社の しない。 

審 する 社の を 付 る の 田の

（ 第２ 号 ） る 同人の 課徴金 を

事業者の従業 の るとと に 社の会 に い

的な を 定することなく 社 し ことを 的

と るにと おり ない。 の を

おくとし の 田の 被審人積水化学工業

との をし ことの に なり 被審人三菱樹脂を

社の をし ことの に ならない。 

 審 する５社の しないこと 

平成１６年 ２５ に され ５社の会 被審人積水化学

工業の 排水 事業部長 同社

の田 ら同社の西村に代 る され 会

の一 とし 化 の 上 の の 事

る 「 の 上 うしよう な」な という の な

い内 り 的な 上 の二 に

い ５社 し 事 ない。 

審 の を 付 る の 田の （ 第２ 号

田 樹 人審 記 ） る これ 課徴金

 

０ 

を 事業者の従業 の る上 の内 ら 第２

上 に る を するに りる の ない。 

 第 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

の の大 な上 により 化 樹脂 平成

１ 年 のお にな 化 樹脂の 上 を と

し こと ら 被審人三菱樹脂 化 樹脂 上 され

に の 上 を 化 の に る

を ないと 化 樹脂の を に し 上

独 に 上 を決定し 。 

 審 する 社の しないこと 

審 の 社の を 付 る の の 田の

（ 第２６号 第 １号 第 号 第 ４号 田 樹

人審 記 ） る の 社の会 の

会 を 者 会 会役を 者 の に い

的な金 を 案し 者に関する し おり

ない。 

被審人三菱樹脂 平成１ 年 ２５ の の 上

な ら 化 の 上 の

い のの 上 の 的な 上 の内

に い 決 いな 。し 被審人三菱樹脂の

本 同 に 化 の 上 に関する をし り 第

上 に る をし りすること る な 。 

なお 被審人三菱樹脂の 本 平成１ 年４ １ ら本社

事業部長とな の り 同部 同社の の

なく 同人 ら 社との会 の に関する引 いない

ら 同人の とし の 者にな という事 ない。被

審人三菱樹脂の 本 れ の 田と く



 

１ 

な ら 前 者 らの引 を に ない

とし 第 上 に る をすること る。 

 第４ 上 に る の  

 上 独 の判 による の ること 

平成１ 年の 前 に 化 樹脂

い 化 樹脂の 上 を し 被審人三菱

樹脂 第 上 な に り に

し 同年４ の ２年 し 前年 ０ に

するという に こと ら れを れられる

な 。 こ 被審人三菱樹脂 化 樹脂の 上

しに の ことにし

に市 とし 化 の る

化 の 上 の を いるという

こと ら 被審人三菱樹脂とし 化 樹脂の

上 を れ るを なくな の事 に 化

の 上 に い を社内 い とこ 同年５  

２６ に 化 の 上 を公表し 市

とし 被審人積水化学工業 化 樹脂の 上 を れ

る い いるとの らされ ことな ら 被審人三

菱樹脂とし 化 樹脂の 上 を れ るを なくな

り 独 の判 化 の 上 を決定し の る。 

 審 する 社の の  

のとおり 審 する 社の しない。 

 上記 を 付 る の の （ 第

号 ） る 平成１ 年５ １１ に の

被審人三菱樹脂の 本と し 及び同人に 化

の 上 の内 の 被審人三菱樹脂

の 本 ら同社の 上 の を に関し

 

２ 

し いる ら ない。 

 の 人審 におい 平成１ 年５

１１ の 第４ 上 に る 的な 上 と の

に い し いないことを し いる。 

 被審人三菱樹脂の の り 第４ 上 の に同社に

おい 化 の 上 の基本的な を 成し に

をする 的な に 平（以下「被審人三菱樹脂

の 」という。） 平成１ 年５ １２ の 業 に

対し の 上 の し いるの

れ するよう る を し いる これ

同 １１ に 被審人三菱樹脂の 本 の ら

同社の 上 の 的な内 を い 上 の 上 に

化 を 上 することを し という事 ない

ことを し いる。 

 被審人三菱樹脂 平成１ 年５ １１ の 化 樹

脂 し 化 樹脂の 上 に の

おり 化 樹脂の 上 の決 ない に

おい 化 の 上 を決定すること り ない。 

 に 化 の 上 の 表をし

いるに ら 被審人三菱樹脂 らの 化

樹脂の 上 し れに の いる を

し らの 化 樹脂の 上 れに対し

社 上 を れる 上 を

れないという対 を いる に審 するとおり

第４ 上 に る 成 し い の れ に

らの 化 樹脂の 上 を れ れによ

化 の 上 し すい を に するという

の 理的な の上記



 

 

成 し いる 事者の と られない。 

 平成１ 年５ ２５ に され 被審人積水化学工業の

排水 業 長会 におい 化 に い １

０ 同 に い ６ という 上

され いる 同 １１ に 化 に い １５

以上 同 に い １０ 以上という

の 上 に従 化 を 上 すること

を し い の れ これと ら に する り 第

４ 上 に る しないことを 的に す の る。 

 平成１ 年５ ０ の 化 会の 会 の

会におい の 部 被審人積水化学工業の西村に

対し 人 の 「 く 上 し さ さと 」な と

い し いる このような の 部

の 第４ 上 に る 成 し い とすれ り

ない。 

 し 社 第４ 上 に る をし と られ

ない。 

  

以上のとおり 社 ５社 第１ ないし第４ 上 に る

をし 事 ない。 

２ ２（本件 一定の取引 にお る を 的に する ）

に い  

 審 の  

 本件にお る一定の取引  

独占禁止法第２条第６ にいう一定の取引 の れる

を し 一定の 者 と 者 と ら 成され の範 取

引の対 に とされる 対 とし いる

取引及び れにより を る範 を し の 的に

 

４ 

される範 を 定されるとされ いる（公正取引 会平成 

１５年６ ２ 審判審決 公正取引 会審決 第５０ １４ 株

式会社東 及び 本 株式会社に対する件 ）。 

これを本件に い ると のとおり る。 

第１ 上 に る ないし第４ 上 に る のい

れにおい 同一の 会に 同一の 事者によ 化 及

び 化 の を対 に本件 れ いる。 

し 者に い ると 化 及び 化

い れ 化 樹脂 を とする成 り 本件

の 者らを な の く 化 及び

化 のい れ し おり 化 及び 化

の 者 同一 り 化 及び 化

される の 化 の

を する 者 化 の を する 者 一

的に すること ない ら 化 及び 化

の 者 同一 り 本件におい 化 と 化

の 者 と 者 れ れ同一 る。 

い 化 及び 化 の取引の を るに

化 と 化 ること 社会的

られ されること る ら 同一

の 会におい 取引されること 一 的 ら

化 及び 化 の に い れらの

者に すること 者におい 取引に し 化

及び 化 に い 同一の の を 定するこ

と な ら ること らすれ 一 の の を る の

の の を る の に に する のと

られ 化 と 化 の れ れに し

一定の取引 を 定す 事 らない。 



 

５ 

本件 の 者らを な する

化 会におい 化 及び 化

を に関する 化 の の事

業 れ いること 化 及び 化

を一 とし 事業 を い ことを す の

る。 

し 本件にお る一定の取引 「 にお る 化

の 」 ると られる。 

 本件 一定の取引 にお る を 的に する  

独占禁止法第２条第６ の「一定の取引 にお る を 的に

すること」と の事業者 の により

対 とする一定の取引 におい する 者 と 者

との の な によ の の取引条件 決定される

を 取引 （市 ）を すること る （市

的 の 成 化）を らすこと すな 一定の取引

におい する の 保 れ いる （

）に対し 上記のような を及 すこと る。 

本件におい 平成１ 年 以前にお る４社（う

に 同年 以前に 及び 化成）の 化

の 金 の の にお る 化

の 金 の大部 を占 おり 同年９ 以 にお る

被審人積水化学工業 被審人三菱樹脂及び の 社の 化

の 金 の の にお る 化

の 金 の を占 い （ 第１１ 号 ）。 

なお 本件 の 者の 化 及び 化 の

を し れ れに い 金 による

及び による を すると 化 の

の平成１ 年 の に を下 る以 い れの年

 

６ 

におい を おり（ 第１１ 号 の２） とし 本

件にお る一定の取引 との関 本件 の 者の 化

の い れの年 におい を いる。 

し 本件 の 成により 化 の にお

る とし し ５社 社 の る

に にお る 化 の の取引条件を する

ことによ 化 の という市 を すること

る に至 い と られる ら 本件 化

の という「一定の取引 にお る を 的に 」し

い こと ら る。 

 被審人積水化学工業の  

一定の取引 を 定する上 前 となる な 対

の代 り の対 う ということを 判 する

ない。 化 と 化 との に 代 ない。

化 されれ 化 的に さ

れるという関 に ないし の に 化

を 的に取り う の し いる。さらに 化

別 別に く 者 化 を取り う

なること ら 定の の 化 に い の市

に な範 の 上 を するの る。これらの事 を

し の内 を 一的に一定の取引 を 定する審

の る。 

 被審人三菱樹脂の  

 本件にお る一定の取引  

被審人ら う と 独占禁止法第２条第４ 第１号の「同一の

者に同 の 役 を すること」 る。 

化 一本の の り 化

を する に される の り 者 の 法及び



 

 

く な おり の に 代 ない ら 者 同

の ない。 の 者を 化 を

し いる 化 を し いない事業者

いる。 化 及び 化 の 者 な い

る 独占禁止法上の の ら く別の る 化

と 化 に い の独 し 者 る。 

し 同一の 者に対する 化 の に い の

と 化 の に い の く別の のとし

し いるの り 化 という に い の 者を

定し の者に対する を る 者 の を すること

ない ら 化 の という取引 を 定すること

理 る。 

 本件 一定の取引 にお る を 的に する  

 審 化 に い 金 による を す

る のとおり る。 

審 化 に い の を し いる

化 と 化 に代 のない る

ら これらを を し り の

を正確に すること る。 

審 金 による を し いる 本件にお

い 社の とし の の より

的 取引され おり 金 により を 定すると 社の

上の を 大に し し う ら 金 により を

定すること なく により を 定す

る。 

審 の 化 の 金 による の

第１１ 号 を根 とする の るとこ 同号 の前 と

なる関 人の に関し の をし いない

 

 

に い 定により を し いる の

の の の を に を 定し

おり る。 

 なお に 化 に い のとおり すること

る。 

審 化 と 化 とに

による と 金 による を ら にする に し

第１１ 号 の２ の をし いない

の を 定する に の の の を

を し のう 一部の

の に いという るの を

理的に 正し 化 の による を

すると 社の 平成１ 年 本件 の対

に る のの内 な「 の 」 記 の を 除しな

い ４ ４ 「 の 」 記 の を 除し

４ １ 平成１ 年 「 の 」 記 の

を 除しない ４ ０ 「 の 」 記

の を 除し ４ ５ にと る。このよ

うに 本件におい 化 市 におい に本件

し とし 被審人ら 社 市 にお る市

な し ない に 。 

本件におい 化 の にお る な

事業者 る前澤化成工業 化成 る

り これらの事業者 し 上 を うような に な

。 

し 第 上 及び第４ 上 く市 に し おら

に 社の とし れによ 市 にお る

の 的 らされ と る



 

９ 

こと ない。 

 （被審人らの する 独占禁止法第 条の２第１ 定の

「 」に する ）に い  

 審 の  

 独占禁止法第 条の２第１ にいう「 」と

る の対 る すな の対 の範

うに する る を のをいう

と す る の対 の範 うに する に

い 一定の に を 事業者 事業者

的 的に の対 ら除 するな

る ら除 され いることを す の事

られない り による 及 いる のとし 課徴金 定

の対 となる に れ 者 に の

対 の範 うに する を引 し 対 の 課徴金

の 定の基 となる 上 となると す る（東京 判 平

成２２年１１ ２６ 判決 公正取引 会審決 第５ 第２ １

９４ 株式会社による審決取 事件 ）。 

 本件におい 化 樹脂 を とする 化

及び 化 のう 同 に 置される

を保護する に いられる の（以下「 保護

」という。） 会社 事業者 の一定の範 の事業

者 とし 関 の を う 業者を さ

れ 改定 年 とに れ おり 上 の 化

と 別に れ い こと ら本件 の対 ら除 され い

のの 社 ５社 本件 に関する れ れの いにおい

上 の対 となる 化 及び 化 に い

の 定を付さ に いをし に対 を除 することなく 上

を定 い の る ら 化 樹脂 を とする

 

４０ 

化 及び 化 のう 保護 を

除 し 「 化 」 く本件 の対 とな い 。 

し 本件 の対 化 り の

範 うに する 者 的 的に本件

の対 ら除 するな る ら除

され いることを す の事 られない り 本件

による 及 いる のと される。 

 被審人ら する い れ 化 に る ら

本件 の対 の範 うに し 本件 る

ら除 され いることを す の事 られない

ら 本件 による 及 いる。 

し 被審人ら する い れ 「 」に

する。 

 被審人積水化学工業の  

化 樹脂の 上 するの 化 樹脂を る

とする 化 及び 化 に られる ら 本件

の対 る 化 化 樹脂を る と

する のに られる。 化 独 し 別

の市 に する 定の 者との関 の との

関 しない の 本件 の対 の範 うに

さない。 

し 別表１の 本件 の対 の範 う

に さないし に本件 の対 の範 うに するとし

本件 る ら除 され いることを す の

事 る ら い れ に しない（上記 に い の

被審人積水化学工業の 別の 記第６の 記 のとおり

る。）。 

れらの の平成１６年 １ ら平成１ 年１ の



 

４１ 

及び同 ４ ら同年１１ １ の の 上 別表１の

の に記 され とおり る ら れらの 上 課徴金

定の基 となる 上 ら 除される る。 

 被審人三菱樹脂の  

の 田の 第１ 号 の にお る な

ら 本件 の対 「 化 樹脂を とする

の ること」 「一 的な を いる の ること」 「

ること」という の条件を満 すこと るとこ 別表２

の れらのい れ を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないし に本件 の対 の範 う

に するとし 本件 る ら除 され いるこ

とを す の事 る ら い れ に しない（上記

に い の被審人三菱樹脂の 別の 記第６の 記 のとお

り る。）。 

れらの の平成１６年 １５ ら平成１ 年１ の

及び同 ４ ら同年１１ １ の の 上 別表２の

の に記 され とおり る ら れらの 上 課徴

金 定の基 となる 上 ら 除される る。 

第６ 審判 の判  

１ １（被審人ら の事業者との 化 の を

引 上 る の をし 同し に の事業 を し ）に

い  

 定事  

 第１ 上 に い  

 化 樹脂の の引上  

化 樹脂 化 の る 化

樹脂の の の し こと にお る 化

樹脂の 大し くな 大し 本

 

４２ 

内にお る 化 樹脂の し ことを

とし 平成１５年 ら平成１６年 に

に対し 化 樹脂の の引上 を く 同年１ 上

に 化 樹脂の 同年２ 以 に引 上 られる

しとな 。 化 樹脂 化 樹脂

の 決定 式を 決 式 ら 決 式に すること

し 。これに対し 化 樹脂の 定的な

を る ら 化 樹脂 の を れ

るを なくな 。 

の 化 樹脂の 引 上 ら

れ 社の を確保する に 化 樹脂の 引

上 を 化 の に すること となり の

に 化 の 上 を確 に し 上 の を

すること とな 。 

（ 第 号 第１４号 別紙 第１５号 第１６号 第

１ 号 審 第４ 号 田 樹 人審 記 ） 

 社の 者による会  

前記 の を 被審人積水化学工業の田 被審人三菱

樹脂の 及び の 田 平成１６年１ ら 化

の 上 に い を い 同 ２１ 東京本

社の におい 会 を し 。 し 社 くと こ

のと に 同年 １ ら 化 の に

い ら１５ 以上 化 の

に い 同 く１０ 以上引 上 ること の 上

の を確 にする に １本 りの二

を １００ ９５０ １５０ ２ ４００

２００ ４ ０００ とすることを決定し 上 の公表

に被審人積水化学工業 うこととし 。なお このように 社



 

４  

の二 を決定し の 二 の れ 一

の れに な ること とこ の

化 と れを こし す こと ら

の二 を 社の会 におい 決定すること 化

の 上 の を確 にする 。 

被審人積水化学工業の田 被審人三菱樹脂の 及び

の 田 上記会 の ５社 上記会 におい 決定し 内 の

とおり を引 上 ることを する 会 を することと

し 。 

（ 第 号 第１５号 第１ 号 第１９号 田 樹

人審 記 ） 

 ５社の 者による会  

前記 の会 を 平成１６年１ ２ 被審人積水化学

工業の田 被審人三菱樹脂の の 田 化成の田

及び 化成の 被審人積水化学工業東京本社 くの

「 」の会 におい 会 を し 。 

この会 におい 被審人積水化学工業の田 前記 の決定

内 に い し とこ 化成の田 及び 化成

の これを し れ れ 同 の内 の引上 を

する ５社 前記 の決定のとおり 平成１６

年 １ ら 化 の に い

ら１５ 以上 化 の に い 同

く１０ 以上引 上 ること の 上 の を確 に

する に １本 りの二 を １０

０ ９５０ １５０ ２ ４００ ２００ ４ ０

００ とすることを し 。 

５社 第１ 上 の公表に い 平成１６年２

４ に被審人積水化学工業 い に同 ９ に うこと

 

４４ 

を確 し 。 

（ 第１５号 第１６号 第２０号 第２１号 第２２号

第４ 号 第１２ 号 第１６１号 の４ 田 樹 人

審 記 西村 人審 記 ） 

 ５社の 引上 に い の公表 

 被審人積水化学工業 

被審人積水化学工業 平成１６年２ ５ 同年 １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ないし２０  

 化 １０  

 関 １０  

（ 第４ 号 ） 

  

平成１６年２ ９ 同年 １ ら の

とおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ 以上 

 化 １０ 以上 

 の 化 関 １０ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 化成 

化成 平成１６年２ １２ 同年 １ ら

のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ 以上 

 化 １０ 以上 

 化 １０ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 被審人三菱樹脂 

被審人三菱樹脂 平成１６年２ １６ 同年 １５



 

４５ 

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ないし２０  

 化 関 １０ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 化成 

化成 平成１６年２ １６ 同年 １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ 以上 

 化 １５ 以上 

 関 １５ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 第２ 上 に い  

 化 樹脂の の引上  

くと 平成１６年 に 化 樹脂の 同年

９ 以 に引 上 られる しとな （ 第１４号 別紙

第２ 号 ）。 

 社の 者による会  

こ 被審人積水化学工業の田 被審人三菱樹脂の 及び

の 田 平成１６年 に ら 化

の 上 に い を い くと 同 ２５ の５社によ

る会 の に 同年１０ １ ら 化 の

に い ら１０ 以上 化

の に い 同 く 以上引 上 ること

の 上 の を確 にする に １本 りの

二 を １００ １ １００ １５０ ２ ０

０ ら ０００ ２００ ４ ５００ とすることを決

定し 上 の公表 に 同年９ に い い

被審人積水化学工業 同 ９ に うことを確 し 。 

 

４６ 

（ 第２ 号 ） 

 ５社の 者による会  

被審人積水化学工業の田 平成１６年１０ ら同人の とし

同社の 排水 事業部長とな

ること 決 い 同社の西村 被審人三菱樹脂の の

田 化成の 及び同年 ら 化成の田 の

とな 同社の大 同年 ２５ 被審人積水化学工業東京本

社 くの 「 ら の 」におい 会 を し 。 

この会 におい 被審人積水化学工業の田 ら ら

し 同社の西村 となること 同人 同社の の 者と

なることに い 。 

い 被審人積水化学工業の田 及び の 田 とな

前記 のとおり 社 決定し 化 の 上 の内

に い し とこ 化成の大 及び 化成の

これを し れ れ 同 の内 上 を する

５社 前記 の決定のとおり 平成１６年１０ １

ら 化 の に い ら１０

以上 化 の に い 同 く

以上引 上 ること の 上 の を確 にする

に １本 りの二 を １００ １ １００

１５０ ２ ００ ら ０００ ２００

４ ５００ とすることを し 。 

５社 第２ 上 の公表に い に 平成

１６年９ に い い 被審人積水化学工業 同 ９ に う

ことを確 し 。 

（ 第２２号 第２ 号 第２４号 第２５号 第２６号

第２ 号 ないし第２９号 第４ 号 田 樹 人審

記 ） 



 

４  

 ５社の 引上 に い の公表 

  

平成１６年９ 同年１０ １ ら

のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １２ 以上 

 化 以上 

 の 化 関 以上 

（ 第４ 号 ） 

 化成 

化成 平成１６年９ 同年１０ １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １０ 以上 

 化 以上 

 関 以上 

（ 第４ 号 ） 

 被審人積水化学工業 

被審人積水化学工業 平成１６年９ ９ 同年１０ １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １０  

 化 関  

（ 第４ 号 ） 

 被審人三菱樹脂 

被審人三菱樹脂 平成１６年９ １ 同年１０ １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １０ 以上 

 化 関 以

上 

（ 第４ 号 ） 

 

４  

 化成 

化成 平成１６年９ １５ 同年１０ １

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １０ 以上 

 化 以上 

 化 以上 

（ 第４ 号 ） 

 の  

平成１ 年４ １ 及び 化成による 同 に

より され 同社 同 付 及び

化成 ら れ れ 化 の に る事業を し 。

（ い ない。） 

同 以 及び 化成に代 第

１ 上 に る びに第２ 上 に る に し

の 田 の市 部長とし 引 の

者を 。（ 第 ０号 第 １号 ） 

 第 上 に い  

 化 樹脂の の引上  

くと 平成１ 年 に 化 樹脂の 同年

１０ 以 に引 上 られる しとな 。（ 第１４号 別

紙 第 １号 ） 

 社の 者による会  

前記 の を 被審人積水化学工業の西村 平成１ 年

４ ら被審人三菱樹脂の の とし 化 に る

業 の 者とな 同社の 本及び の 田 同

年 ２５ 東京本社の におい 会 を

し 。 

同会 におい の 田 同社 平成１



 

４９ 

年１０ １１ ら 化 の に い

ら１０ 以上 化 の に い

同 く６ 以上引 上 る 定 ることを し 。こ

れに対し 被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本

れ れ と同 ような に 化 の

に い ら 化 の

に い 同 く５ ら６ 引 上 る

定 ると し 。 の 田 同 に る水

以上の 上 を ること れ 化

の 上 に い 被審人積水化学工業及び被審人三菱樹脂と２

の るとし に ならないと 被審

人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本の上記 に対し

ら を し な 。 

の二 に い の 田

１００ １ ２００ １５０ ００ ２０

０ ４ ００ とすることを 案し とこ 被審人積水化学工業

の西村 ら １５０の二 を ００ とするの す

るの ２００ とす る の 。 被審

人三菱樹脂の 本 被審人積水化学工業の西村の上記 に 成す

る を 。 こ の 田 これに

１５０の二 を ２００ とする 。 

社 平成１ 年１０ １１ ら 化

の に い ら 以上 化

の に い 同 く５ 以上引 上 る

こと の 上 の を確 にする に １本

りの二 を １００ １ ２００ １５０

２００ ２００ ４ ００ とすることを し 。 

社 第 上 の公表に い に

 

５０ 

平成１ 年９ に い い 被審人積水化学工業 うこ

とを確 し 。 

なお 第１ 上 及び第２ 上 の に 社による会 の

５社による会 を し い 化成 とと

に とな 化成に対し改 る

なくな こと ら る 化成に い のように う

とな これに い 同 に 決 らな 。 

（ 第２６号 第 １号 第 号 第 ４号 目

田 樹 人審 記 ） 

 ら 化成 の  

平成１ 年 ２９ の 田 化成の大

に対し 前記 の の内 を 化 の 上 に

するよう し 。（ 第 １号 第 ５号 田 樹

人審 記 ） 

 ５社による会 の による 化成の取 い 

平成１ 年 ０ の 田 被審人積水化学工

業の西村及び被審人三菱樹脂の 本 会 を

の事業者 の を するとと に 第 上 にお る

化成の取 いに い し 。第１ 上 に る 及び

第２ 上 に る におい し い 社による会

化成 に され こと ら 事 上 ４社による会

とな おり 改 化成を する ないこと

被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本

におい 化 の 大を し いくことな を

表 し 化成に対する 第 上 の に

化成を さ ることに 対し 化成を上記

に さ ないこととし 。同 以 化成 本件 に

し いない。 



 

５１ 

（ 第 ５号 田 樹 人審 記 ） 

 社の 引上 に い の公表 

  

平成１ 年９ 同年１０ １１

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １０ 以上 

 化 ６ 以上 

 の 化 関 ６ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 被審人積水化学工業 

被審人積水化学工業 平成１ 年９ 同年１０

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 ないし１０  

 化 関 ５  

 及び関 ５ないし１０  

（ 第４ 号 ） 

 被審人三菱樹脂 

被審人三菱樹脂 平成１ 年９ １２ 同年１０ １１

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 平 １０ 以上 

 化 関 平 ６

以上 

（ 第４ 号 ） 

 第４ 上 に い  

 社の 者による会  

平成１ 年４ １ の市 部長 同社の 田

ら同社の に代 。 

同 １０ の 田 同社の 被審人積水化学

 

５２ 

工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本 被審人積水化学工業東京本

社におい 同 １ に される の 会に い 会

を し の の 田の とし 同社の

同社の の 者となることを確 し 。 

（ 第 ６号 田 樹 人審 記 也 人審

記 ） 

 化 樹脂の の引上 と にお る  

くと 平成１ 年５ 上 化 樹脂の 同年６

以 に引 上 られる しとな 。 

同年４ ２６ の 同社の 部 ら

に 化 の 上 を するように を 。 

こ 同 ２ の 同社の 田 の役

と をし 同年６ １２ ら 上 を すること

区の 者を し 上 を する 業会 を同年５ １５

に すること 上 の公表 を同 １ とすることを決定し

同決定内 を同社の 部に し とこ 同人 ら を られ 。 

の 上 の の二

に い 同年５ １０ に同人の前 者 同社の 田を

社内 を い することとし 。 

（ 第１４号 別紙 第 号 也 人審 記 ） 

 社による の成  

の 前記 の同社役 との におい

決定し 化 の 上 を する に 従 の 社に

よる会 の を し 社の に基づい 上 を する

こと ると し い のの の 上

の公表前に 社の 者 の 独占禁止法 の いを

られ に い すること ない なくと

の 上 の公表 社 ること 別に を
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取り うな の 法により 社 するという を し

いくこと よいと 。（ 第 号 也 人審 記

） 

こ 以下のとおり の 同社の 上

を被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本に 別に

し 平成１ 年５ １１ に 被審人積水化学工業の西村

及び被審人三菱樹脂の 本 ら同 に 化 の

上 を することの同 を ことにより 社

の 上 に 上 することを し 。 

（ 第 号 ないし第４２号 也 人審 記 ） 

 平成１ 年５ の の と被審人積水化学

工業の西村との  

平成１ 年５ の 被審人積水化学

工業東京本社に同社の西村を 独占禁止法 の いを ら

れないよう の 上 の公表 社 ら

に １対１ 会う を取り うという 法により

社 するという従 の を し いくことを 案し

とこ 西村 これを し 。 

し の 同社の 化 の 上

に い 被審人積水化学工業の西村に対し 前記 の同

年４ ２ の役 との 決定し 上 の 化

の の上 に い ら１

以上 化 の の上 に い 同 く１０

以上とすること 第４ 上

にな 上 を することを 被審人積水化学工業

の 上 に 化 の 上 を

するよう 。これに対し 被審人積水化学工業の西村

の の を し 被審人積水化学工業におい
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上 の内 を決定し に これを の に

する を 。 

なお 前記 のとおり の 上 の

の二 に い 同年５ １０ の社内

決定する 定 こと ら 同社におい の二

を決定し るい 上 を し に 別

する を 被審人積水化学工業の西村 これを し 。 

（ 第 号 第 号 第 ９号 ４ 目

也 人審 記 ） 

 平成１ 年５ １０ の の社内  

平成１ 年５ １０ の 同社の 田ら

と社内の を い れ に決定し い 上 を一部

し 同年６ ２１ ら 化 の に

い ら１５ 以上 化 の

に い 同 く１０ 以上引 上 ること の

上 の を確 にする に １本 りの

二 を １００ １ ４００ １５０

００ ２００ ５ ２００ とすることを決定するとと

に 第４ 上 の公表 同年５ ２５ に し 。（ 第

号 也 人審 記 ） 

 平成１ 年５ １０ の の の被審人積水

化学工業の西村 の  

平成１ 年５ １０ の 被審人積水

化学工業の西村に を 前記 決定し 社の 上

を し とこ 西村 これを し 。（ 第 号

第 号 第 ９号 目 ５ 目 第４０号

也 人審 記 ） 

 平成１ 年５ １１ の の と被審人三菱樹
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脂の 本の  

平成１ 年５ １１ の 被審人三菱樹

脂本社に同社の 本を 被審人積水化学工業の西村に対し

案し のと同 に なる く独占禁止法 の いを られない

よう の 上 の公表 社 ら に

１対１ 会う を取り うという 法により 社

するという従 の を し いくことを 案し と

こ 被審人三菱樹脂の 本 これを し 。 

し の 被審人三菱樹脂の 本に対し

前記 決定し 社の 上 を 第４ 上

にな 上 を するの 被審人三菱樹脂

の 上 に 化 の 上

を するよう とこ 被審人三菱樹脂の 本 これを

し 同社におい 上 の内 を決定し に これを

の に する を 。 

（ 第 号 第 号 也 人審 記 ） 

 の  

の 社の 上 を する に

被審人積水化学工業の西村に対し 被審人三菱樹脂の 本に

被審人三菱樹脂の 本に対し 被審人積水化学工業の西村に

同 内 を るい る を し い 。（ 第 号

也 人審 記 ） 

 成 の  

 二 の  

の 前記 の 成 し

の二 に い し １５０の二

を ００ ら ５００ に すること ると

るに至 。 
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こ 平成１ 年５ １５ の 被審

人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本に れ れ

し １５０の二 を ５００ に する を

し とこ 被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本

これを し 。 

（ 第 号 第 号 第 ９号 目 目

也 人審 記 ） 

 被審人積水化学工業の西村 ら の の  

被審人積水化学工業の西村 平成１ 年５ ２２

の に を 社の 上 に い 同年

ら 化 の に い ら１

０ ないし１２ 化 の

に い 同 く 引 上 ること の二

と同 とすること 第４ 上 の公表 を同

年６ とすることを 。（ 第 号 也 人

審 記 ） 

 被審人三菱樹脂の 本 ら の の  

被審人三菱樹脂の 本 平成１ 年６ １

の に を 社の 上 に い 同年 １０

ら 化 の に い ら１２

ないし１５ 化 の に

い 同 く 引 上 ること の二

と同 とすること 第４ 上 の公表 を同年

６ １２ とすることを 。（ 第 号 也 人

審 記 ） 

 平成１ 年６ の 社の 者の会  

の 被審人積水化学工業の西村及び被審人三

菱樹脂の 本 平成１ 年６ 「 」の会
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におい の 会に関する をするとと に

被審人ら 前記 の に基づい 上 することを改 確

し 的に 社による会 を し 第４ 上 の

を に し いくことを確 し 。（ 第 号 第

号 第４１号 第４２号 也 人審 記 ） 

 社の 引上 に い の公表 

  

平成１ 年５ ２５ 同年６ ２１

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １５ 以上 

 化 １０ 以上 

 成 ５ 以上 

 の 化 関 １０ 以上 

（ 第４ 号 ） 

 被審人積水化学工業 

被審人積水化学工業 平成１ 年６ 同年

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 １２ 以上 

 化 関 以上 

（ 第４ 号 ） 

 被審人三菱樹脂 

被審人三菱樹脂 平成１ 年６ １２ 同年 １０

ら のとおり を引 上 ることを公表し 。 

 化 平 １２ないし１５ 以上 

 化 関 平

以上 

（ 第４ 号 ） 

 上 の  
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 の の  

社の の 者 上 の に い し 本件

に し いない の のう

本 工業 工業 前澤化成工業

及び 本 の 社（第 上 に る

及び第４ 上 に る におい 化成を 社）に

対し 化 の 上 に するよう し い 。（

第１５号 第２ 号 第 １号 第 ４号 ２ 目 ４ 目

第 号 第４４号 第４５号 第４６号 田 樹 人

審 記 也 人審 記 ） 

 区 者の会  

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の 者 社の 区の 者に対し 前記第１

ら第４ の に基づい 上 をするように し れ れ

の 区におい 化 の とに 区の二

の を決定さ 。 

これを 上 の を 区の 者 区にお

い の の 区の 者と会 を するな し

社の 上 の の内 同 ること 社の 上 の

の 者による本件 に基づく の ることを確 し

上 区の を決定し い 。 

（ 第６号 第 号 第９号 第１６号 第１ 号 第

２２号 第４ 号 第４ 号 第４９号 第５０号 第５

１号 第５２号 ないし第 ２号 田 樹 人審 記 ） 

 区 者による一 二 に対する  

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の 区の 者 れ れ 一 二 に対し

の引上 を し 。一 の 者に同 し 二 を る者
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い 。（ 第 号 第５０号 第５６号 第６０号 第 ０

号 第 号 第 ４号 第 ５号 第 ６号 第 号

第 号 第 ９号 西村 人審 記 ） 

 上 の の確  

５社（第 上 に る 及び第４ 上 に る におい

社）の 者 おお １ の 会 を し

を し に 上 され いない に し 上 するよ

う し 。 

 第１ 上  

第１ 上 におい 平成１６年２ １６ 同年 １

同年４ ２１ 及び同年６ １１ に会 を し を確

し 。（ 第 号 第２５号 第 ２号 ） 

 第２ 上  

第２ 上 におい 平成１６年１０ ２０ 同年１２ １４

及び平成１ 年１ ２４ に会 され 。さらに 同年

４ に 京都の「 な 」という におい 会 を し

を確 し 。（ 第 ２号 第 ６号 ） 

 第 上  

第 上 におい 平成１ 年９ ０ 同年１０ １

同 ２５ 同年１１ ２ 及び同年１２ １ におい 社に

より会 され 。（ 第 号 ） 

 第４ 上  

第４ 上 におい 平成１ 年６ に 「 」

会 され 会 におい を確 し 。（ 第

号 第 号 第４１号 第４２号 也 人審

記 ） 

 被審人らの に い  

 第１ 上 に る に い  
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 被審人ら 一 の の 田の ないと する

の の 田の 及びこれと 対 の被審人三菱樹脂の

の の に い する（以下 及び に

お る 人審 にお る るい の

「 」と記 する。なお に い 「 」と記

する。）。 

 第１ 上 に る に関する の 田の 審

ら 人審 に至る な に い 内 一 し

おり（ 第１５号 第１２ 号 第１ ５号 第１ ６号

第１４ 号 田 樹 人審 記 ） これ 記

の関 人の と し おり の 田の上記 の

いと られる。 

なお の 田 第１５号 におい 平成１６年１

２１ の 社の会 の を 東京本社の と

する一 第１ ５号 第１ ６号 に 被審人積水化学工

業東京本社 社の会 を し の り 人審 に

おい 被審人積水化学工業東京本社 社の会 を し

し いる（ 田 樹 人審 記 ）。し しな ら

の 田の 社におい 第１ 上 の内 を決定し と

いう な に い 内 一 し いる上 年前の事

に い の 同 の会 され いること

らすれ 社による会 の に い 記 の 同 生

し ないと られることに この によ

の 田の の に 生 ることに ならな

い（なお 同 前 ４ に の 田 を

し ことを す 東京本社内の の 上 し

（ 第１５号 ２ ） の 田 第１５号 の

におい 上記 上 に基づ 同 に 社による会
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れ し いるとこ この 上記 上 に基づ

られ の り の と く 同 に

の 社による会 れ ことを る被審人

三菱樹脂の の 人審 にお る と 一 し いること

ら 同 の 社による会 の れ のと

られる。）。 

とこ 被審人三菱樹脂 の 田の 課徴金

を 事業者の従業 の る ら ないと

する 一 に のように す 理 なく 別 的に

判 される る。 

被審人三菱樹脂 の 田の 社の会 の

なく に い の ると す

る。確 に の 田 第１５号 平成１６年１   

２１ に 社の会 され し 人審 同  

２０ 前 に 社の会 され し いる これを

社の会 の に い の し ということ

ない。 

 のとおり の 田の に う関 人の の

の る。 

 第１ 上 及び第２ 上 の に被審人積水化学工業の

排水 業

長 （以下「被審人積水化学工業の 」とい

う。） 平成１６年１ １４ に され 被審人積水化学工

業の 排水 長会 におい 被審人積水化学工業

の田 上 に い と ると

し 被審人積水化学工業の田 同社の西村

長 同社の 上 とし 同年４ １

ら 化 に い １５ 化 に
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い １０ れ れ 上 し れを同年２ 上

に 表すること 上 の 表を う 定 ることを

し し（ 第１ 号 ） 被審人積水化学工業の

の に 同 の記 る（ 第１９号 ）。 

 化成の 及び被審人三菱樹脂の れ れ

におい 第１ 上 におい を ことを

る をし いる。（ 第１６号 第２２号 ） 

 本 の 事業部取締役事業本部長 り 第１

上 ないし第４ 上 の に同社の 化 の

業 者 一（以下「 本 の 」とい

う。） 平成１６年１ ０ に被審人積水化学工業の田

し 同社 同年 ら 化 に い １５

ないし２０ 化 に い １０ないし

１５ れ れ 上 し れを同年２ ４ に公表す

ること １００及び ２００の二 を１本 り

れ れ９５０ ４ ０００ とすること 及び被審人

三菱樹脂 被審人積水化学工業に し 同 ９ に

上 を公表し 被審人三菱樹脂 同 １２ に 上 を公表する

こと 前澤化成工業 同 ２０ 以 上 を すること

及び 化成 大 の 上 に

を ることにな いること 大

と の決 上 を うことを に 本

の に対し 上 に い の を し こと

を し いる（ 第４４号 ）。なお 本 の

被審人積水化学工業の田 と に関し

成され の 本 の社長 に され いる。（

第４４号 ） 

 第１ 上 ないし第 上 の に前澤化成工業の
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取締役 業本部長とし 同社の 化 の 業 者

田 志（以下「前澤化成工業の 田」という。） 第

１ 上 に し 同社 上 を決定する前に の 田

し 社の 上 上 の 及び公表 びに

の二 を 前澤化成工業 上 に し し

いと の の 田 被審人積水化学工業の 取

締役の 及び同社の田 被審人三菱樹脂の の４ 前澤

化成工業本社に同社代表取締役社長の 三及び同社の 田

を 同社 くの におい 化 の 上 に

するよう し ことを し いる。（ 第４６号 第

１６ 号 ） 

 第１ 上 の に被審人積水化学工業の

排水 事業部一 長

西村の平成１６年１ の （ 第１６１号 の４）に

同 ０ の の に 同年２ ９ に 上 を公表

する の記 と の の二 記 され いる

（ 第１２ 号 １ 第１６１号 の４ 西村 人

審 記 ）。し 被審人積水化学工業の西村 同年

１ ０ 上記記 内 を い こと られる。 

 被審人三菱樹脂の 人審 におい 第１

上 に関する をし ことを 定する をし いる（ 正

人審 記 ） 被審人三菱樹脂の 第１

上 におい を ことを る をし い の

（ 第２２号 ） 同人の 人審 にお る上記

れに する なく 前記 の関 人の に し おり

ない。 

 被審人ら の 田 平成１６年１ ２０ 区の 業

者 に対し （ 第１５号 ）を し
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１００ の目 とする二 に関する を同 ２

に るよう おり 同人 同 ２１ の 審

するような の二 の 上 の 的内 に

い する前 となる を し いな ら 審 の

する 社の れ 事 ないと する。 

し しな ら （ 第１５号 第１２ 号 田 樹

人審 記 ）によれ の 田 第１ 上 に い

を こと しないように の独 の判

上 を ことを す に とし 上記 を し

こと られる。 

なお 被審人三菱樹脂 の 田 人審 におい

「 社会 定 という ういう の な

ら 私 の う ういうの くるの というの

を ない の 社 独 すよと う に 区

に し す。」と し いるとこ 審 の によ

れ 社による会 れ の 平成１６年１ ２１

というの る ら 社による会 定 という

ことを 同 ２０ に上記 を し

という の 田の 的に に し いると

する 審 社による会 同 ２１ に され １

ると し おら の 田 平成１６年になる

ら 被審人積水化学工業の田 及び被審人三菱樹脂の と

別 し うな し 第１ 上 の内 を取り決

い と し いるの る（ 第１５号 ） ら 被審人三

菱樹脂の上記 ない。 

被審人ら 第１ 上 に関する を する

の というの れ 第２ 上 以 同 ような

の を し いる る ら 第１ 上 のと
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の を し という の 田の

ないと する の 田 上記

ことに い 審 ら審判 一 し し い

る（ 第１５号 第１２ 号 田 樹 人審 記 ）上

同人 この に い の をする理 ない。

の 田 第２ 上 及び第 上 の に の

を しな ことに い 第１ 上 に い

を こと しないように の独 の判 上

を ことを す に とし を し 第

２ 上 及び第 上 の れな の

を しな と し いる（ 田 樹 人審 記 ）

とこ の 理 ると られない。 

し 上記のとおり の 田 第１ 上 に い

を こと しないように の独 の判

上 を ことを す に とし 上記 を

し こと られる ら 上記 の を根 に

の 田 平成１６年１ ２１ の二 の

上 の 的内 に い する前 となる を し いな

ということ ない。 

なお の 田 人審 におい 第１ 上 におい

に い のような目 を 定し らよい

を い との に対し く いな し

いる（ 田 樹 人審 記 ） 上記 に 「

１００に い に し い すの 二 れ

００ 以下のとこ ９００ 以上 ００ 以上のとこ

９５０ を目 に ない と い す。」（ 第１５号

）と記 され おり １００の二 に い

ら と る 水 を記 し さらに の水
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社による会 決 １００ ９５０ 以上という 上 内

と 同 ること らすれ の 田 に い

上 の を く し いな ということ ないし

に 被審人ら するように の 田 の を

いな とし 化 の 上 を す

に る 社の事業部長 の者 化 の 上

に い を 上 上 の内 を決定し いるの

る ら 社との の を 上 の内 を決定するこ

と なの のこと 社による会 におい 第１

上 に る 上 を決定し ことを 定する事 と なら

ない。 

 被審人三菱樹脂 に の 田の 人審 にお る

るとし 同人 平成１６年１ ２１ の 社の会 に

おい 被審人積水化学工業の田 と の 田 れ れの会社

の 上 の案を 者に大 な い ないことを確 し こと

被審人三菱樹脂 会社とし の案 いないよう こと

を し いるの る ら れ 被審人積水化学工業

との 的な 上 の をし ことの になり 被審

人三菱樹脂を 社の 的な 上 の をし ことの

に ならないと する。 

確 に の 田 人審 におい 被審人三菱樹脂

するような をし いる 被審人三菱樹脂の 被審人積

水化学工業の田 と の 田の 上 に関する り取りに い

止し り を りし なく し の

田 人審 におい 被審人三菱樹脂の の二

に い に ことを し（ 田 樹 人審 記

） 第１５号 平成１６年１ ２１ の 社の会

におい 被審人三菱樹脂の の 田及び被審人積水化学
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工業の田 とと に 化成の 及び 化成の田 を

上 の を確 することを決 と し いるの る

ら 同 の 社による会 におい 社 上 の を決定し

との 定 られる の ない。 

 被審人三菱樹脂 に の 田の 人審 にお る

るとし 同人 人審 におい 平成１６年１

２ の５社の会 におい 及び被審人積水化学工業

上 案 おり 被審人三菱樹脂 化成及び

化成 ら 上 の の な と し い

るの る ら 審 の する５社の を 定すること

ると する。 

確 に の 田 人審 におい 被審人三菱樹脂

するような をし いる。し しな ら 平成１６年

１ ２ の５社による会 の 田 被審人積水化学工業

の田 及び被審人三菱樹脂の 同 ２１ に 社 さ

れ 上 の を５社 確 することを し ことに基づい

され の る（ 第１５号 田 樹 人審 記 ）。

し の 田 上記の をする のの 同 に

の 田及び被審人積水化学工業の田 の 上 の に

「 ら に 上 を に いくと に

るという うなことをし い ら 対 目になる ら お いう

く う 」というようなことを れ れ しな ら れ

れ 社の 上 の 及び を ことを し いるとこ

被審人三菱樹脂の 化成の 及び 化成の田

れを 止し り を りし なく し

化成の 被審人積水化学工業の田 及び の 田

上 上 の 及び公表 を 表し これに い れ

以 の の 者 上 の を 表し 化成の
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の 会社の 上 の 的に決 いな

の に大 社 決 上 の内 に し 同

決 る り の の 社 表し 内 に

い内 社 上 を することを このようにし 社

の 上 の内 に りないことを確 すると同 に 社 表

し 内 し り 上 を することを いに し と

し（ 第１６号 ） の 田 第１５号 におい

化成の田 と 化成の に の 上 に い

うするの い し とこ ２人と 「う 一 す 

と らなく い ないと い す 業会 ２ に

り す」と と し いる。 

し 被審人三菱樹脂 する の 田の 人審

にお る 平成１６年１ ２ の５社による会 におい

５社 第１ 上 に る をし との 定を る の な

い。 

 被審人三菱樹脂 の４社 平成１６年 １ ら 上

をし 被審人三菱樹脂 同 １５ ら 上 をし

いるとこ 「 」 上 を し 「

」 上 を し に大 く を れ

る る ら 第１ 上 に関する しないこと

され なくと 被審人三菱樹脂 第１ 上 の を く

ることなく 上 の 決定をし いること ると

する。 

し しな ら の 成 し 社内にお る

上 の におい 上 の内 し いくこと

に り ること る ら の 事者の の 上

の の内 と なること とし れを

の 定される の ないし 被審人三菱樹脂の
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事業部 成し 「 上に なう 上に い 」と

する （審第 ２号 ２ 目）の「１ 上

」の に 「  １ より ４ １

より」との記 り 被審人三菱樹脂 社の決定内 及び

５社の 内 おり 同年 １ らの 上 を し

い こと う れるとこ る。 第１ 上 ５

社にと い にし 化 樹脂の 上 り を する

を引 上 る な課 の り 化

樹脂 し の し いる 被審人三菱樹脂

化 の を し を 大する の

る ら 式の い し の い い

に な る の ない。 

し 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 被審人三菱樹脂 同社 化 の 上

に い され の 平成１６年１ ２９ の部 会

り れに 同 ２１ の 社による会 及び同 ２ の５

社による会 の 化 の 上 の い

のの 上 の 的な 上 の内 に い

決 いな ら 審 する をすること

ると する。 

し しな ら に被審人三菱樹脂におい 的な 上 の内

に い 社内 決定し いなくと 化 の 上 を

す に る 社の事業部長 の者 化

の 上 に い を 上 上 の内 を決定し い

るの る ら 社との の 上 内 を決定すること

るし 社の 案に同 する を表 することにより 社

５社の 上 の内 を決定すること る。この

に い 被審人三菱樹脂の 「同業 社の 者と し
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決 の 上 上 定 の

を社に り これに基づい 社の 上 の 案を 成し

し 。 社の社内におい 私 成し 上 案を 事

業部の部内会 に上 事業部長の決 を 上 社長に し

おり し 。」と いるとこ る（ 第２２号 ）。 

し 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 第２ 上 に る に い  

 被審人ら 一 の の 田の ないと する

の の 田の びにこれと 対 の被審人積水化学工

業の西村及び被審人三菱樹脂の の の に い す

る。 

 第２ 上 に る に関する の 田の 審

ら 人審 に至る な に い 内 一 し

おり（ 第２ 号 第 ２号 第１ ５号 第１ ６号

第１４ 号 田 樹 人審 記 ） これ 記 の関

人の と し おり の 田の上記 の

いと られる。 

なお の 田 社の の 者に い 第

２ 号 人審 の 田 被審人積水化学工業の

田 及び被審人三菱樹脂の の と する一 （ し

第２ 号 に 第２ 上 の を し いく におい

被審人積水化学工業の西村 同 し い ように記 し いる

の 取され いる。） 第１ ５号 及び第１ ６号 に

おい 上記 に被審人積水化学工業の西村を ４

と し いる 被審人積水化学工業 被審人三菱樹脂及び

の 者 し という におい 一 し いる上

被審人積水化学工業の西村 この におい な 者

な こと さらに 年前の会 の 者に い 記



 

１ 

に し いることを れ 被審人積水化学工業

の西村の の に関する の い いによ

の 田の の に を生 さ ることに ならな

い。 

とこ 被審人三菱樹脂 審 社の の根 とする

の 第２ 号 の の 田の る

れ 的な を 定することなく に平成１６年

に ら 化 の 上 に い を

同 ２５ の５社による会 の に 的な 上

内 を決定し を 的 と るにす ないとこ 上

記 課徴金 を 事業者の従業 の ると

いうことに 同人 同 の５社による会 に い 的な

を 定し 上 的な会 の内 し いる

ことと し に に ないと する。 

し しな ら 課徴金 を 事業者の従業 の

ないと す 理 ないこと 前記 のとおり

る。 の 田 第２ 号 におい 社

を 的な 定されるような し

いない のの 被審人積水化学工業の田 被審人三菱樹脂の

の 内 を 的 に 上 平成１６年 ２５

の５社による会 に 社 なされ 社 第

２ 上 の内 を決定し い ことを し おり 同号 にお

る の 田の 内 第２ 上 に の 社によ

る の とし な の る。 

し 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 のとおり の 田の に う関 人の の

の る。 

 被審人三菱樹脂の 及び 化成の れ れ

 

２ 

におい 第２ 上 におい を ことを

る をし いる。（ 第２２号 第２４号 ） 

 本 の 平成１６年 ２４ ら同 １

の に 被審人積水化学工業の田 し 大

同年９ ら同 の に 上 を公表する 定

ること 上 の 同年１０ １ り 上 の

化 １０ 化

ることを に 本 の に対し

上 に い の を し ことを し いる（ 第４４号

）。なお 本 の 被審人積水化学工業の田

と に関し 成され の 本

の社長 に され いる。（ 第４４号 ） 

 前澤化成工業の 田 第２ 上 の に 事前に の

田 ら 社の 上 上 の 及び公表 びに

の目 を られ ことを し いる。（ 第１

６ 号 ） 

 第２ 上 に関し 化成の 第２ 上

の の５社による会 におい 被審人三菱樹脂の 被審

人積水化学工業の西村に対し 区におい 被審人積水化学

工業の し いることを し の 正を

ことを し いる（ 第 号 ）。 の 田

の西 本 業部 第一課長の 田 （以下「

の 田」という。） ら 被審人積水化学工業の 区

取り決 上 の目 を らないの の とし

同人を さ るよう対 し しいと され 被審人積

水化学工業の西村に同社の の を これに被審人三菱

樹脂の 本 同 し ことを し（ 第 ２号 ） の

田 これを 付 る をし いる（ 第 ５号 ）。 し



 

 

被審人積水化学工業の 同人 区 取り決

を ら の 田 ら を れ ことを

る をし いる（ 第 ４号 ）。なお 被審人積水化学

工業の西村 人審 におい の 田及び被審人三

菱樹脂の 本との 被審人積水化学工業の の

ことを る をし いる（西村 人審 記 ）

に被審人ら及び 第２ 上 に い を

いな というの れ のう の１社の 区の 者

に関すること に こと る。 

 被審人三菱樹脂の 人審 におい 第２

上 に関する をし ことを 定する をし いる（ 正

人審 記 ） 被審人三菱樹脂の 第２

上 におい ことを る をし い の

（ 第２２号 ） 同人の 人審 にお る上記

れに する なく 前記 の関 人の に し おり

ない。 

被審人積水化学工業の西村 人審 におい 第２

上 に関する をし ことを 定する をし いる（西村

人審 記 ） 同人の上記 前記 の関 人の

に し いること ら ない。 

 被審人ら 第２ 上 におい の４社 平成１６年１０

１ ら 上 し 化成 同 ら 上

をし いる ら ５社の に第２ 上 に る しない

こと されると する。 

し しな ら 前記 のとおり の 成 し

の 事者の の 上 の の内 と

なること とし れを の 定され

る の ない。 の 化成の 工 事業部長

 

４ 

とし 化 の 業を する に 同社の

第２ 上 におい を ことを る をし い

る。（ 第２４号 ） 

し 被審人らの上記 ない。 

 被審人積水化学工業 平成１６年９ の 業会

におい 化 の 上 を社内に し 上 を

化 に い １２ 化 に い

１０ とし 公表し 化 の 上 の し

化 に い １２ 以上 化

に い 以上とな おり これらの の 上

の 定 上 を 化 に い １０

化 に い とし い の４社と

な いる ら この事 第２ 上 に る しな

いことを す の ると する。 

し しな ら 前記 のとおり の 成 し

の 事者の の 上 の の内 と

なること とし れを の 定され

る の ない ら 被審人積水化学工業の上記 ない。 

 被審人三菱樹脂 に 第２ 号 にお る の 田の

の を措くとし 同 にお る同人の 的な

上 の二 さらに 上 の公表 に い ら

被審人積水化学工業の田 と し 内 を する 被審

人三菱樹脂の との の 的な いの内 に い く

れられ おら し 被審人三菱樹脂 「定 上 の

を いないような い り」 「 さ 三菱の

表 に い い い にすると し い し 。」と

し さらに 「三菱の 上 業 紙に るくらいの

にし なら を同 くし 上 を し くれさ すれ
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よく 取り決 る の 社 一番に

表する るい 積水 一番に 表する し 。」と

いるの る ら このような の 田の

と被審人積水化学工業の を との に なり

被審人三菱樹脂 社の し ことを 付 る

に なり ないと する。 

し しな ら の 田 第２ 号 におい 平成１６

年 ２５ の５社による会 に 社の 者 を取り

い 第１ 上 と同 に 上 の に い 基本となる を

決 い こと 被審人三菱樹脂の 同社 定 上 の

を いないような い り 「う のくら

い す」と 及び被審人積水化学工業に する内 の

をし こと の 田 被審人積水化学工業の田 及び被審人

三菱樹脂の 第２ 上 におい 上 に い

らとすることを取り決 こと の に対し

第１ 上 の に取り決 おりに を すること

にし ことを し いるの る ら 被審人三菱樹脂 する

第２ 号 にお る の 田の 部 社 第２ 上

に関する をし ことの 定を る の ない。 

 被審人三菱樹脂 の 田 人審 におい ５社に

よる会 に い 「 う の す １ う

れになるようなとこ なの しい し い れ

１ 上 う 年前に り す ら う

し り う ということ こ こ と い と。 と

の 会 いな 社の人事 と ういう 上 と

関 のない に し という うに い す。」と し

化成に事前に第２ 上 に関する をし う 記

にないと し おり 化成 第２ 上 に る を
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し い 事 られない ら 化成 ５社の

審 の する と 定すること ないと す

る。 

し しな ら 第２ 号 によれ の 田 ５社によ

る会 に 化成の 及び 化成の大 に対し

第２ 上 の基本となる と の二 を い

こと られ これにより５社の 者 ５社による会 の

に第２ 上 の基本となる と の二 を

し い の るし 年 り前に第１ 上 を

ら 第２ 上 の の５社による会 におい

な をする し と られる ら 被審人三菱樹脂の

上記 ない。 

 第 上 に る に い  

 被審人ら 一 の の 田の ないと

するの の 田の びにこれと 対 の

被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本の の

に い する。 

 第 上 に る に関する の 田の

審 ら 人審 に至る な に い 内

一 し おり（ 第 １号 第 ６号 第１２９号 第１

５号 ないし第１ 号 第１４ 号 田 樹 人審

記 ） これ 記 の関 人の と し いること

ら の 田の上記 の いと られ

る。 

なお の 田 第 １号 同人 被審

人積水化学工業の西村に 社の会 の を こと 社

の会 され こと 社の会 におい

の 田 会を るな し ことを する一



 

 

第１ ６号 におい 被審人積水化学工業の西村

の 田に 社の会 の を こと 社の会

被審人積水化学工業東京本社 され こと 社の会 にお

い 被審人積水化学工業の西村 会を るな し ことを

する。し しな ら 社におい 第 上 の内 を決定し

という な に い 内 一 し いる上 年前の

事 に い の 同 の会 され いる

こと らすれ 社による会 の に い

記 の 同 生 し ないと られることに ると こ

の によ の 田の の に

生 ることに ならない。 

の 田 人審 におい 平成１

年 ２２ に被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の

本と会 を 化成の に され

に関する を られ 化成の 大

にされ と する 化成の

され 同年５ ２ ら上記会 の 同年 ２２ に

化成の に関する

され いない（ 第 ５号 審 第１１６号 の１及び２）

ら この の 田の上記 に り る。

し し の 田 審 ら 同年 ２２

に被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本と会 を

に 化成の 大 にされ ことに

い 一 し し いるの 被審人積水化学工

業の西村 同 ２１ に 本 の 被審人積水化学

工業を れ 同人に対し の の 化成の

ることに い 社 一 し いる いるの

る（ 第 １号 ） ら 同 ２２ の 社の会 におい

 

 

化成の に こと に り るとこ る。

し この によ の 田の

の に 生 ることに ならない。 

さらに の 田の 同年 １ に被審

人積水化学工業の西村との会 され 理 同 ０ に

社による会 され 理 に い にお る

人審 にお る を すると一 しないとこ る

こと 定 ない 会 の目的 一 と ら の 社

の の事業者 の 案事 とされ

い こと 被審人ら るとこ るし の

被審人ら 第 上 を公表する 前の

こと ら 同 １ の会 に い の 田

と被審人積水化学工業の西村 の事業者 の

と第 上 に い する に会 を こと

同 ０ の会 に い 同 ２５ の第 上 の

をし に同 ０ の会 を に 定し に ら

の理 定され い 同 の会 の を し 化成の

取 い 第 上 を の に関することを

することとし こと される ら の 田の

の に を生 る の の ない。 

なお 被審人三菱樹脂 の 田 第 ５号

におい 被審人積水化学工業の西村に な

化成の取 いに い 同年 ０ に会 を

うことにな と する 同 ２５ の会 の に被審人積

水化学工業の西村と被審人三菱樹脂の 本 東京 内 事を

し おり 被審人積水化学工業の西村の に 同 の

定 記 され おら 同人 同 の 定 なく の

化成の取 いに い を う 的な に



 

９ 

の り れに ら 同 化成の取 い

に い の５ に 会 を し 化成の

排除を し という の 田の

ると する。 

し しな ら 同 ２５ に被審人積水化学工業の西村と被審人

三菱樹脂の 本 事をし とい 東京 内の

事をし という の り（審 第５０号 ） の す

る に東京 に こ を という のこと

る ら れ 被審人積水化学工業の西村に 化成の取

いに い する 的 ということ ないし

同人の に の 定 記 され いな らとい

事上の の の 事 私的な 事 な と い ない。

に被審人積水化学工業の西村 同 に 化成の取 いに

い する 的 とし 化成に対する

と被審人らとの な おり 被審人積

水化学工業の西村 第 上 にお る 化成の取 いを

被審人三菱樹脂の 本と する に ないことを に

同 の会 を り上 定 ない ら

の 田の の に を生 る の の ない。 

とこ 被審人三菱樹脂 の 田 第

１号 同年 １ に被審人積水化学工業の西村を し

化 樹脂の 上 を れ るを ない にな

ことを 化 の 上 の の 社による会

を 案し こと の 同 ２５ り ことを し

いる 同 １ 化 樹脂 化 樹脂

の 上 の をよう く る ら

の 田の上記 ると する。 

し しな ら 被審人積水化学工業 化 樹脂

 

０ 

の の により に対する 化

樹脂の 上 を 同 １ の 同 １

に 独 の判 により 社に 化 樹脂の 上

及び 化 の 上 を決定し し い

るとこ る ら の 田の上記

ると い ない。 

被審人三菱樹脂 の 田 人審

におい 化成を さ ないことにし の の会

り 区の会 に 従 おり さ い と する

化成を の会 に さ ないことを決定し 化成

を ら排除し というの れ を

する に れ いる 区の会 に 化成を さ

ない り れに ら ら排除し

化成 を する の 区の会 に し

ということ 化成を排除し という

の 田の と すると する。 

し しな ら 第１ 上 及び第２ 上 におい ５社

区 れ以 の に 上 に い の

を い の るし 第 上 社の に

化成を さ な のの れを するに

化成の を ないこと 決定し の ないし

の 田 別に 化成の大 に 上 の を

し い の る ら 第 上 の に 化成 従前 お

り し い らとい れ 第 上 の に の会

に 化成を さ ないことにし の の

田の の に を る の ない。 

 のとおり の 田の に う関 人の

の の る。 



 

１ 

 本 の 平成１ 年 ２９ に被審人積水

化学工業の西村 し 被審人積水化学工業 同年１０

ら 化 に い ないし１０

化 に い ５ の 上 をすること

のことを同年９ に公表すること 同年

１０ １１ ら 化 に い １０

化 に い ６ の 上 をするこ

と のことを同年９ に公表すること 被審人三菱樹脂

同年１０ １ ら 上 を すること の二

１００ １本 り１ ２００ ２００ １本

り４ ００ １５０ １本 り ２００ とす

ることを に 本 の に対し 上 に い

の を し ことを し いる（ 第４４号 ）。なお

本 の 被審人積水化学工業の西村と

に関し 事 成され 同年 ０ 付 「事業部

」と する とと に 本 の社長 に され

いる（ 第４４号 ）。 

 前澤化成工業の 田 第 上 の に 事前に

の 田 ら 社の 上 上 の 及び公表

びに の目 を られ ことを し い

る（ 第１６ 号 ）。 

 被審人積水化学工業の西村の平成１ 年 の （ 第 ４

号 ）に 同 ２ ら同 ２５ の の に 社 れ

れの 化 及び 化 の 上 上 の

及び公表 と される記 と の二 と さ

れる記 る。 

なお 被審人積水化学工業 の 業会 同

年９ ２９ なく同年 ２９ ること 被審人積水化

 

２ 

学工業の 上 同年１０ １ なく同

ること 被審人三菱樹脂の 上 同 １ な

く同 １１ ること 被審人三菱樹脂の 上

化 に い ないし１０ 化

に い ４ないし６ なく 化 に

い 平 １０ 以上 化 に い 平

６ 以上 ることな と事 との に 大

な い い し いると する。 

し しな ら の 業会 と される「９

２９」の記 被審人らの 業会 の と される記

と対 し ると 「 ２９」とす とこ を 記

し い。 社内にお る 上 の に

おい 上 の内 し いくこと に

り ること る ら の 上 な

い とし 社 第 上 に る をし ことを 定

する根 と ならない。 

 被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本

第 上 にお る を する をする 前記

の関 人の に し いること ら ない。 

 被審人積水化学工業 平成１ 年 ２５ の 社による会

の事業者 の と 付 的に 社の

上 に １００の二 とな こと

られる １００ の二

る の ない ら 社の を確

保する上 し いるの 二 なく

一 に する のい る「 れ 」 に

を うの れ れ に い するの

理的 る 本件におい れ に い の



 

 

こ の さ され おら 社 れ を

し い の る ら れ を に

ことを し いると する。 

し しな ら 社 化 の 上 に い し い

るとこ の対 ら を除 し こと う れない

ら の れ に い ということ な

いし 前記 及び のとおり 社及び５社 第１

上 及び第２ 上 におい の二 を決定し

い の る ら 被審人積水化学工業の上記 ない。 

 被審人三菱樹脂 平成１ 年 ２５ の の 上

上 の 的な 上 の内 に い

決 いな ら 被審人三菱樹脂の 本 同 に

化 の 上 に関する をし り 第 上 に る

をし りすること る な と する。 

し しな ら 第１４号 によれ 同 ２５ の

な 化 樹脂 ５社のう 株式会社 及び大

株式会社 上 を公表し い こと られ 被審人三菱

樹脂 同 以前に上記２社を な 化 樹脂

５社 ら 上 の を い の る（これ 被審人三菱樹脂

いる。） ら 被審人三菱樹脂の 本 同 に 化

の 上 に関する をし り 第 上 に る をし

りすること る な ということ ない。 し

前記 のとおり に被審人三菱樹脂におい 的な 上

の内 に い 社内 決定し いなくと 化 の 上

を す に る 社の事業部長 の者 化

の 上 に い を 上 上 の内 を決

定し いるの る ら 社との の 上 内 を決定する

こと るし 社の 案に同 する を表 することによ

 

４ 

り 社の 上 の内 を決定すること る。 

し 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 第４ 上 に る に い  

 被審人ら の の ないと す

るの の の びにこれと 対 の被審人

積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本の の に

い する。 

 第４ 上 に る に関する の の

第４ 上 に し の

の 上 の公表 社 ら に １対１ 会う

を取り うという 法により 社 するという従

の を し いくことを被審人積水化学工業の西村及び

被審人三菱樹脂の 本に 案し ら を こと

の 被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹

脂の 本に の 上 内 を し これに

上 を するよう とこ ら を 被審人積水

化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本 社におい 上

の内 を決定し に の に する

こと の し の

上 を被審人積水化学工業の西村及び被審人三菱樹脂の 本

に し を こと 被審人積水化学工業の西村及び被審人

三菱樹脂の 本 の に 社の 上 に

い し こと の 社の 上

を する に 被審人積水化学工業の西村に対し 被審人

三菱樹脂の 本に 被審人三菱樹脂の 本に対し 被審人積水

化学工業の西村に 同 内 を るい る を し

い こと 平成１ 年６ に 社による会 を し 第４

上 に る に い 確 するとと に 社による



 

５ 

会 を し 第４ 上 の を に確 し いくこ

とを確 し ことに い 審 ら 人審 一

し おり（ 第 号 第 ０号 第１４５号 也

人審 記 ） これ 記 の関 人の と し

おり の の上記 の いと られ

る。 

なお の 第 号 におい 平成

１ 年５ の被審人積水化学工業の西村との会 の

を被審人積水化学工業東京本社と する一 第１４５号 に

東京本社 の り 人審

におい 東京本社 被審人積水化学工業の西村

と 会し し いる。（ 也 人審 記 ） 

し しな ら の の

の 被審人積水化学工業の西村に対し の 上

を 上 第４ 上 に い

にな 上 を するの 被審人積水化学工業

の 上 に 化 の 上 を す

るよう とこ 被審人積水化学工業の西村 これを し

同社におい 上 の内 を決定し に これを

の に る を という な に い 内

一 し いる上 年前の事 に い の 同

の会 され いること らすれ 会 の

に い 記 の 同 生 し ないと られる

ことに れ この によ の の

の に 生 ることに ならない。 

の 被審人三菱樹脂の 本に

の 化 の 上 の内 に い 第 号

におい １５ 以上と する一 第１４５号

 

６ 

に 「私 西村さ 本さ に 社の 上 案 確

（ ） 上 １

（ ） り」との記 る 前記 のとお

り 同年５ １０ に社内の を い

化 に い １５ 以上の 上 を うことを

決定し の る ら の の に

し 被審人三菱樹脂の 本に対し の内 を と る

の り 第１４５号 の上記 のう 被審人三菱樹脂

の 本に 内 に関する部 り ると れる これ

の 被審人積水化学工業の西村との と

被審人三菱樹脂の 本との の に の上記

ことを し い ると られる ら

の の の に 生 ることに

ならない。 

 のとおり の の に う関 人の

の の る。 

 被審人積水化学工業の西村 人審 におい 平成１

年５ に の し 被審人積水化学工

業の西村に対し におい 上 を うの 被審

人積水化学工業 上 し しいと し ことを る

をし 被審人三菱樹脂の 本 人審 におい 同   

１１ の し 被審人三菱樹脂の 本

に対し におい 上 を うの 被審人三菱樹

脂 上 し しいと し ことを る をし いる。 

 被審人積水化学工業の西村の （ 第 号 ）の平成１

年５ に 「１  」 同 １ 及び同 １４

に 「 ６ ２１   １５  １０」 同 の

の の に 上 ら「    」「２



 

 

００ ４ ００ ４５００」「 ２００ ５００ １２００」

「１５０ ５００ ００ ０００」 「１００ 上 上

２５ 」という記 をし 上 し こと られる（ 第

９号 の 定 ）。これらのう 「１  」との記

に い 同 ５ に に関する 定

こと う れる。 に 「 ６ ２１   １

５  １０」に い 同 １０ に の

同社の 田との社内 を 被審人積水化学工業の西村

に し 上 の内 すな 同

年６ ２１ ら 化 の に い

ら１５ 以上 化 の に

い 同 く１０ 以上引 上 ることと一 し

おり し これら 同年５ の の に記 され いる

こと らし のこ 被審人積水化学工業の西村 これらを

い と られる。このこと すな

１００ ２００及び １５０に い

ら を被審人積水化学工業の れ を

し のような の の の記 ら う

れるとこ る。 

 被審人積水化学工業の西村 平成１ 年５ １２ に し

に 同 １５ に課長会 を う

こと 同 ２５ 同 ２６ に 上 を公表すること 上

同年６ ２１ ら されること 上 １０

ないし１５ ること 記 され いる。（ 第４０

号 ） 

 本 の 平成１ 年５ １１ に 同社の

下 業部長とと に被審人積水化学工業東京本社を れ 同社の

西村と を 同人 上 を

 

 

く い いと いること 被審人積水化学工業

に 従しようと いること 第４ 上 に い

に 被審人ら 同 に を こ 成

すると うと ことを し いる（ 第 １号 ）。な

お 本 の 被審人積水化学工業の西村と

に関し 事 成され の 本 の社

長 に され いる（ 第 １号 ）。 

 被審人積水化学工業の西村 人審 におい 平成

１ 年５ に の と し に

の ら におい 上 を うの 被

審人積水化学工業 上 し しいとの こと

の を こと 社の 上 の内 を事前に

の に いないことを し いる 前記

の 本 の の の内 を記し 事 の

内 に し おり 被審人積水化学工業の西村の に前記

の記 ること これ され ことに い 理的な

をし おら 被審人積水化学工業の西村の上記

ない。 

 被審人三菱樹脂の 本 人審 におい 平成１

年５ １１ に の と し に

の ら におい 上 を うの 被審人

三菱樹脂 上 し しいとの こと の

を こと 社の 上 の内 を事前に

の に いないことを し いる。し し 被

審人三菱樹脂の 本 の （審 第５０号 ）におい

平成１ 年５ １１ に の と 上 の 一

し いないことを 確に し い に ら 上記のと

おり 人審 におい 同 に の と



 

９ 

し に の ら におい

上 を うの 被審人三菱樹脂 上 し しいとの

ことを る をし いるとこ 同業 社の 者 ら

の を これを というの れ れ に

的な 事 り し 被審人三菱樹脂の

本 するとおり 同 の 同社 化 樹脂

の 上 に 的に する とすれ 同人

の の に く する り の におい

の の 被審人三菱樹脂の 本にと

に 的な 事 り 本件におい

さに第４ 上 に る の れ いるの る

ら 被審人三菱樹脂の 本 上記のとおり と 人審 と

を さ こと 理 り 同人 のように

を さ の 同人に し れ 被審人積水化学工業の

西村に対する 人審 におい 同人 同 に

の と し に の ら

におい 上 を うの 被審人積水化学工業 上

し しいとの こと る をし こと ら これ

と 生 ないように上記 にお る を し のと

るの る。 

し 被審人三菱樹脂の 本の ない。 

 被審人積水化学工業 平成１ 年５ １１ の 上

を決定 る な と する。 

し しな ら 審 第６４号 の （同 ）に

「 定 り す の を す

と なり な し れ ると され す」「  

上 を れ り 取り を確保 るよう

い す」と記 され おり 化 樹脂の 上 を れ る

 

９０ 

を ない に ることを し い と るの る。

し 被審人積水化学工業の西村 本 の に対し

同 １１ に し に 前記 のとおり おり 被審

人積水化学工業の西村 に 上 を

し 被審人ら すること 第４ 上 成 すると

い の る ら 被審人積水化学工業の 事 に する。 

 被審人積水化学工業 会（以下「

会」という。） の 化成の 会

の事業者 の を 被審人らと 対

し い ら 第４ 上 に る をすること る

な と する に 会 の 化成の 会

の事業者 の を 被審人らと

対 し い とし 化 の 上 の

れと 別の り 関 な いるの る ら

と被審人ら 第４ 上 に る をすること

る な ということ ない。 

 被審人ら 平成１ 年５ ０ の 化 会の定

会 の 会におい 被審人積水化学工業の西村

の 部 ら「 上 を くし 」 「さ さと 」

と され このような の 部の 第４

上 に る 成 し い とすれ り ないと する。 

し しな ら 被審人ら するように 第４ 上 に る

し おら 上 を する 上 を する

とし の 上 の 上 の 的な内 を

社の判 に基づい 決定し い というの れ

の 部 者の 上 に する のような

をする なく く 上 を 表するよう るというの

い。 に 被審人らの するような内 の
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の 部 ら というの れ の事 し

の に 上 をするという第４ 上 に

る し らこ のような をし と るの

る。 

し の 部 ら被審人積水化学工業の西村

に対し 上 の を るような とし る

こと 第４ 上 に る し いな

ことの根 と ならない ら 被審人らの上記 ない。 

 被審人積水化学工業 第４ 上 にお る 上

化 １５ 化 １０

以上 るのに対し 被審人積水化学工業 化 １２

以上 化 以上 り の

上 に ること ら 第４ 上 に る しな

いこと う れると する。 

し しな ら 社内にお る 上 の におい 上

の内 し いくこと に り ること る ら

の 上 な い とし 社 第４ 上 に る

をし ことを 定する根 と ならない。 

 被審人三菱樹脂 の 人審 におい

平成１ 年５ １１ の 第４ 上 に る 的な 上

と の に い し いないことを し いると

する。 

し しな ら 本件排除措置命令 社 の

に を引 上 ることを し とし おり 本件審判

にお る審 の 同 社 第４ 上 に

る 的な 上 と の に い し とし いる

の ない ら 被審人三菱樹脂の上記 とな いない。 

 被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂の 平成１ 年５ １２
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の 業 に対し の 上 の し

いるの れ するよう る を し

いる これ 同 １１ に 被審人三菱樹脂の 本

の ら同社の 上 の 的な内 を い 上 の 上

に 化 を 上 することを し という

事 ないことを し いると する。 

し しな ら 前記 のとおり の

平成１ 年５ １１ 被審人三菱樹脂の 本に対し

の 上 の内 を いるの る ら 被審人三菱樹脂の

のことを同社の 本 ら され いない され いな

ら 上記 を し とし され い れに よ

被審人三菱樹脂の 上記 を し いる らとい

れ 被審人三菱樹脂の 本 上記 をし 事 ないことを

す の ない。 

し 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 被審人三菱樹脂 審 第 号 を引 しな ら 平成１ 年５

１１ の 化 樹脂 し 化

樹脂の 上 に の おり 化 樹脂の 上

の決 ない におい 化 の 上 を決定す

ること り ないと する。 

し しな ら 審 第 号 の （同年５ １ ）

内に 化 樹脂 の 上 に い 「 至の 」と

し 「 の との に い 上記 を に置

い 上 い く に前 の 上 積 し に い

に 上 の をお いし す。」と社内に し 上 対

に対する とし 「 第４ 上の 定 ない

上 に い 定 る と い く」と記 し いる

とこ 化 樹脂の 上 を れる に に対し
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の 上 （すな 第４ 上 ）という する

ること ら 第４ 上 を う前に 第 上 の積 しを

する り これを し と るの り 化

樹脂 との し い に よ 同 を

し におい 化 樹脂 の 上 を れ る

を ないと し い らこ 第 上 の を「 に」

と と るの 理的 る。 対 の りに

い 第４ 上 に い を のとな いるこ

と ら 同年５ １ におい 被審人三菱樹脂 する

ような「 」の と い に第４ 上 を うこと

を に れ 社内 れ い こと ら る。 

被審人三菱樹脂 にな 市

とし 化 の る

化 の 上 の を いるという

と し いるとこ う るなら し 被審人三菱

樹脂 の に 化 樹脂

の 上 を れ るを ない を 定し い と るの

り 審 第 号 のとおり 同年５ １２ の

上 の 上 の 付 を 的 上

され いる。このこと らすれ 同 １１ の

化 樹脂の 上 に対し 「 」の い と

い ないし 化 樹脂 との 上

し いることと の 上 を とする 化 の 上

に い 定し 社による第４ 上 に る の に に

な 上 の をし ことと しないという

化 樹脂の 上 の決 な れ 化

の 的な 上 の に い 社 を うこと

という 理 ない。 
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 被審人三菱樹脂 に 化 の

上 の 表をし いるに ら 被審人三菱樹脂

らの 化 樹脂の 上 の れに の

いる を し らの 化 樹脂の 上

の れに対し 社 上 を れる

上 を れないという対 をと いる に審

するとおり第４ 上 に る 成 し い の れ

に らの 化 樹脂の 上 を れ れに

よ 化 の 上 し すい を に すると

いうの 理的な の上記

成 し いる 事者の と られないと する。 

し しな ら 被審人三菱樹脂 する の 上

表 の を 付 るとする 被審人三菱樹脂の 本の

ないし （審 第５０号 本和 人審 記 ） びに審

第 ９号 及び第５４号 る 被審人三菱樹脂の 本の

前記 のとおり 審 第 ９号 及び第５４

号 成し い なる る ら なく 上記

ら被審人三菱樹脂の する の 上 表 の

を ること ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 被審人三菱樹脂 平成１ 年５ ２５ に され 被審人積水

化学工業の 排水 業 長会 におい 化

に い １０ 同 に い ６ という

上 され いる 同 １１ に 化 に い

１５ 以上 同 に い １０ 以上という

の 上 に従 化 を 上 するこ

とを し い の れ これと ら に する り 第

４ 上 に る しないことを 的に す の ると
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する。 

し しな ら 社内にお る 上 の におい 上

の内 し いくこと に り ること る ら

の 上 な い とし 社 第４ 上 に る

をし ことを 定する根 と ならない。 

  

前記 の 定事 によれ 被審人ら の事業者との 化

の を引 上 る を し こと（本件 をし こと）

られる。 

し 本件 により 者の事業 事 上 される

となること ら る ら 本件 独占禁止法第２条第

６ の「 の事業 を し」の 件を する。 

本件 の成 により 者の に 本件 の内 に

基づい をとることを いに し し を るという

の 成され のとい る ら 本件 同 の「 同し

に」の 件 する。 

なお 被審人積水化学工業 平成１ 年４ 以 化成

社の事業部長 の者 る会 に し いないことを 第１

及び第２ 上 の の を 定する 前記 及び のとお

り ５社 上記 に を引 上 い こと

の により 社による会 事 上４社による会 とな こと

ら 改 ５社 する なくな 化成に 内

を し いること う れ 前記 のとおり な

的 り 化成 し いること らする

と ５社の の を 定することに ならない。 

し 被審人ら の事業者との 化 の

を引 上 る の をし 同し に の事業 を

し と られる。 
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２ ２（本件 一定の取引 にお る を 的に する ）

に い  

 独占禁止法第２条第６ にいう「一定の取引 にお る を 的

に する」と 取引に る市 する を なうことを

いい 本件のような の に の 事者 る事業者ら

の 市 にお る を る に すること

る を らすことをいうと される（ 判 平成２４年２ ２

０ 判決 公正取引 会審決 第５ 第２ １４ 株式会社

井 による審決取 事件 ）。 

 本件にお る一定の取引  

 「一定の取引 」 こにお る 同 によ 的

に され いる を判 する に 定する の るとこ

な取引 にお る 同 定の取引 にお る の

的 を らすことを目的及び内 とし いる の るし

の対 とし な範 市 を 定するという ら

同 の対 る 役 の の代 に い な を

う しい ら の の 同 対 とし いる取

引及び れにより を る範 を し 一定の取引 を 定

すれ りると される（東京 判 平成５年１２ １４ 判決

公正取引 会審決 第４０ ６ 株式会社

に対する独占禁止法 被 事件 ）。 

本件 化 及び 化 の の引上

に関する の り 本件 対 とし いる取引 れらの

に関する取引 り れにより を る範 同取引 る ら

化 の という一定の取引 を 定し このような

取引 におい 的に され いる を するの

り れ りるという る。 

 これに対し 被審人ら 化 と 化 との に
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代 ない ら これらを 化 の とい

う取引 を 定すること 理 ると する。 

し しな ら 本件におい 化 及び 化

い れ 化 樹脂 を とする の るとこ 社

５社 化 樹脂の し こと ら の を

の に する目的 化 及び 化 の

を引 上 る の本件 を の る。 し 化

及び 化 い れ 化 樹脂 を とす

る成 り 及び 法におい する部 いこと

本件 の 者らを な の く 化

及び 化 のい れ し おり 上記

のとおり 及び 法におい する部 く 化

及び 化 金 を し 成 り 金 を

ることにより の を すること ること（ 第５号 ）

らすれ 化 及び 化 のい れ 一 を

し いる の を すること 的

り 的な を ると の 者 同一 るという

こと ること 化 及び 化

される の 化 の を する 者 化

の を する 者 一 的に すること な

い ら 化 及び 化 の 者 同一 ること

化 と 化 ること 社会的

られ されること る ら 同一

の 会におい 取引されること 一 的 （ 第１０１号 及び

第１０２号 ） ら 化 及び 化

の に い れらの 者に すること 者

におい 取引に し 化 と 化 と 同一の

の を 定すること な ら る（ 第 号
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也 人審 記 ） ら 一 の の を る の

の の を る の に に する のと られるこ

とを すれ 化 及び 化 に の

代 ない の るとし れらを１ の取引 とし 定

することに い に 都 らない。 し 化

及び 化 を１ の取引 とし 定することにより

者に する 上 る 化 樹脂の を とし 本

件 れ という本件の社会的 に し 取引の 的

の判 になる の る。 

し 化 の という１ の取引 成

し るの り この に関する審 の る。 

 本件 一定の取引 にお る を 的に する 。 

 本件におい 平成１ 年 以前にお る４社（う

に 同年 以前に 及び 化成）の 化

の 金 の の にお る 化

の 金 の大部 を占 おり 同年９ 以 にお る

被審人積水化学工業 被審人三菱樹脂及び の 社の 化

の 金 の の にお る 化

の 金 の を占 い 。（ 第１１ 号 ） 

社と の の との に 生 規

におい り 社以 の れ れ市 に

お る さい （ 第 号 ） さらに 本件

の成 以前 ら 化 の 上 に し 以下の

の大 社 る 及び被審人２社に

より 化 の 上 に するよう を 上 に

一丸とな 上 を し いくという

れに （ 第１５号 第２４号 第４６号 ）の り 大

の の 上 に の する
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り 社の の 者 本件 の 本件 に し

いない の に対し 化 の 上 に す

るよう し いる。 

し 本件 の成 により 化 の にお

る とし し ５社 社 の る

に にお る 化 の の取引条件を する

ことによ 化 の という市 を すること

る に至 い と られる ら 本件 化

の という一定の取引 にお る を 的に し い

こと ら る。 

 なお 被審人三菱樹脂 による な れ の

的 らされ ことの根 り ない のような をす

る 者の市 の 的 の の判 に

り されるの 一 的に 者の市 大 い に

者の 引上 に対する 者の くなると

られる ら り このような におい 者と の

者との な の を するに りる の れ 金

による の による の の 的 らされ

ことを根 付 る り る。 し 第１１ 号 を れ 本

件 の 者らの くなる平成１ 年 におい

の ５９ ４ り これに対し の

者 のう い を する 化成におい

の を するにす ない。 

このように 金 による の とし 本件

の 者らと の 者との なくと な

すること ら となるの 本件 の 者ら 本件

に基づい を引 上 ることとし に の 者の

く く に ると られない。 
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この 被審人三菱樹脂 による の より市 の

を正確に すると する のと れる 上記のとおり

による を しな れ の 的 の 判

ない なく 金 による に いことに な

らない。 一定の を の る 第１１ 号 の２

の別紙１ ５及び同１ ６によれ による の

第１１ 号 の と大 く なる の なく の ら 本件

におい 本件 の 者らの を により しな

れ ならない事 う ない。 

 被審人三菱樹脂 本件にお る一定の取引 化 と

化 とに れ れ 定されることを前 に 化

の におい 社の 化 の

を下 いる し 本件 により の 的

らされ い ことを 定する。 

し し 本件 の 者らの 化 の によ

る 化成 本件 に し い におい ら

に るし（ 第１１ 号 の２） 化成 本件 に

しなくな におい に被審人三菱樹脂 する によ

る を前 とし 被審人２社及び の 社の

の ５０ に い い水 る。これに対し の

の く １０ り

の 規 の者 く 社に対 し るような を す

る 事業者の を る に ないし の

前記 のとおり 大 の の 上 に する に り

社の の 者 本件 の 本件 に し い

ない の に対し 化 の 上 に するよ

う し いる。 

し に 化 の市 に とし 本件



 

１０１ 

により 市 的 成 化され 市 にお る

の 的 らされ い こと ら る。 

 （被審人らの する 独占禁止法第 条の２第１ 定の

「 」に する ）に い  

 に い  

独占禁止法の定 る課徴金の 昭和５２年法律第６ 号による

独占禁止法改正におい の に う を 大さ

の 的 を さくし の を 化することを目的と

し の 事 の定 による を 復する の

に られ の り 禁止の 確保の

の 上の措置とし 的に るようにし の る（

判 平成１ 年９ １ 第三 法 判決 判 事判例

第５９ 号１９５０ 公正取引 会審決 第５２ ２ 東京

上 保 株式会社 １ による審決取 事件 ）。 

独占禁止法第 条の２第１ 事業者 の対 に る な取

引 をし と に の にお る「 」の 令

定 る 法により 定し 上 に法定の を に す

る の課徴金の納付を命 ることとし おり これを 私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律 令（昭和５２年 令第 １ 号。

以下「独占禁止法 令」という。） 第５条第１ におい の

上 の 定 法を い る引 基 により におい 引

し の を する 法によることとするとと に 上 ら

除 られる とし 同条第１ 第１号ないし第 号の を

いる。 独占禁止法 令第６条 引 基 によ 上 を

定すると締 し により定 られ の対 の の と

しい を生 る事 ると られると 例 とし 上

の 定 法を い る 基 により におい 締 し

により定 られ 対 の を する 法とすると定 る の
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の 上 ら 除 られる とし 同 令第５条第１ 第

号 を し いる。 

以上によれ 独占禁止法 課徴金の 定 法を 的な法 に

よる 的な 的 の のと り し 上 に一定の

を 一律 一的に することとし 禁止の

確保の の 上の措置とし 的に ることを

のと す る。 

し 独占禁止法第 条の２第１ にいう「 」と

る の対 る すな の対 の

範 うに する る を の

をいうと す る 上記のような課徴金 の 及び課徴金

の 定 法に ら の対 の範 うに する に

い 一定の に を 事業者 事業者

的 的に の対 ら除 するな

る ら除 され いることを す の事

られない り による 及 いる のとし 課徴金

定の対 となる に れ 者 に

の対 の範 うに する を引 し 対 の

課徴金の 定の基 となる 上 となると す る（前記東京

判 平成２２年１１ ２６ 判決 ）。 

 本件にお る  

 本件におい 第１ 上 及び第２ 上 におい 被審人積

水化学工業 被審人三菱樹脂 化成及び 化成の

５社 第 上 及び第４ 上 におい 被審人積水化学工

業 被審人三菱樹脂及び の 社 上 に関する を

の るとこ 前記１ 定し とおり 社 ５社

本件 に関する れ れの いにおい 上 の対 となる

化 に い の 定を付さ に いをし に対
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を除 することなく 上 を定 い こと られる。 

と の 田の （ 第１ 号 ）に

本件 の対 被審人三菱樹脂 するような の

のような記 る におい 上記 に 本件

に れ いな の と

な の との記 り

の 田 第１０ 号 の におい

と を除く の 化 及び 化

本件 による 上 の対 とな い こと の の

に部 とし する 化 及び 化 に い

本件 による 上 の対 とな い ことを し いるの

し の 田とし

と を除く の 化 及び 化

本件 の対 るとの を し い のと られる。 し

上記のとおり 社 ５社 本件 に関する れ れの

いにおい 上 の対 となる 化 に い の 定を

付さ に いをし に対 を除 することなく 上 を定

い の る上 化 樹脂 上 りすれ れを と

する の を引 上 る ること 「 化 樹脂

を とする の ること」 「一 的な を いる の

ること」 「 ること」という被審人三菱樹脂 する 条

件 満 され る によ い る なく

本件におい これらの 条件を満 すこと るとの

社 ５社の に し い ことを る ない ら この

条件を満 すこと 対 の 件とし るとする被審人

三菱樹脂の ない。 

 し 化 樹脂 を とする 化 及

び 化 のう 保護 除 され い の
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の（ 第 号 第１０ 号 田 樹 人審 記 也

人審 記 ） れ以 の 化 樹脂 を とする 化

及び 化 （すな 化 ） く本件

の対 とな い と られる。 

 よ 本件 の対 化 り の範

うに する 者 的 的に本件

の対 ら除 するな る ら除

され いることを す の事 られない り 本件 に

よる 及 いる のと される。 

 被審人ら に しないと する に い  

 （金 ）（別表１の１番の 別表

２の４２番及び４ 番の ） 

 被審人らの  

（金 と いう。以下「

」という。） 金と 化 樹脂を とする の

る 金 におい れ以上を占

におい 化 樹脂を大 く る の る（ 的に

被審人積水化学工業 金の 平 し を占

の 化 樹脂の の４ 以上 ると し 被審人

三菱樹脂 代表的な る の の

金の １

り 同 く 水 の の 金の

６０ ６２ ると し い

る。） ら 金を る とする

る。 の の 上 を するに し 一

の 化 と なり 成におい 大の を占 る

金の な とされ い 。

に い 化成及び前澤化成工業 大 な を し
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おり 一 の 化 と 大 く な い 。

平成１ 年の の 上 の に 被審人積水化

学工業におい 被審人三菱樹脂におい 金の により

化 に の 上 を し お

り の 上 化 に 大 な の 。 

し 本件 の対 の範

うに さないし にこれ 定されるとし 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

 定事  

 の 水 に 化 を止水

な の金 水 の 水 と する に さ

れる 化 （一 の 化 と する

より に れ と する に

れ れ される。）のう 水 の 水 を する

の部 に 金 の （金 ）を し

る。 の 水 に される な水

ること ら に水 の しい水 の 水 を

する の部 に金 を し れること

い。 

金と 化 樹脂を とし さ

れ おり 金 におい 化 樹脂を

る。 

（ 第１５ 号 審 第２ 号 審 第５９号 ） 

 上 の  

社 第１ ないし第 上 の を 上

の対 とし い 。（ に 第１０ 号 別

紙 第１２ 号 １ 第１２９号 １ 田
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樹 人審 記 被審人積水化学工業に 第９２号 ない

し第９４号 被審人三菱樹脂に 審第５９号 ） 

し し 社 第４ 上 の に のとおり の 化

の 上 に 独 上 の

公表ないし を 。なお のとおり

独 の 上 を し のの の

の 上 を公表し れに い 化 の第４

上 を公表すること の の理 を られない

とし れらの 上 を同 に うこととし 。（ 第１５ 号

審 第 号 審 第５９号 ） 

 被審人積水化学工業 

公  表 平成１ 年５  

上 ２０ないし ０  

平成１ 年５ ２２ ら 

 被審人三菱樹脂 

公  表 平成１ 年５  

上 ２５ 以上 

平成１ 年６ １２ ら 

  

平成１ 年４ ２０  

上 ５ 以上 

平成１ 年５ ２２ ら 

 金と 化 樹脂の の の  

金と 化 樹脂の の に い すると

金の 平成１６年１ を基 とし 同年 （第２

上 ）に １ ２１ 平成１ 年 （第 上 ）

に １ ５ 平成１ 年５ に ２０ にな いる

のに対し 化 樹脂の 平成１６年１ を基 とし
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同年 （第２ 上 ）に １ ０ 平成１ 年

（第 上 ）に １ ２６ 平成１ 年５ に １

５ とな い （審 第２ 号 ）。 

  

 本件 の対 の範 うに する

 

前記 定し とおり のう

金の 化 樹脂に対し いとい 化

樹脂 を とする 化 る ら 化

に る。し 本件 の対

の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「 化 樹脂を

とする の ること」という 件を満 さない ら 本件

の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審人三

菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

前記 のとおり にお る

金 化 樹脂を る の によ なる

の り（審 第２ 号 ） に に関する被審人らの

を前 とし とし 化 樹脂の 決し

る の なく 化 樹脂の 上 れ の

を 上 する くること 一 の 化

と同 る。 前記 のとおり に 第１ ないし

第 上 の 社 を 上 の対 とし い

。 

第４ 上 におい 社と の 化 の

上 に 独 上 の公表ないし

 

１０  

し おり の 上 の 化 より大 に大

の る これ 金の の という別の 上

とな いる らにす これによ 社

に い 本件 による ら され に

を決定し と られない。 

し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いる

ことを す の事 ると られない ら に

する。 

 に対する （別表１の２１番及び２２番の

別表２の４０番及び４１番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 を 株式会社 （以

下「 」という。）及び 事株式会社（以下「

事」といい と 事を 「 」という。）

に対し を し い の長さ 一 の

化 より い り の 化 と 番を

区別し 理するとと に を り付 し り

を にするな 一 の に ない 別な対

をし い 。 被審人積

水化学工業と を を決定し

い 業 しいこと ら

に 上 を さ ること な 。 

このように

の に 別 の の り 被審人積水化学工
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業と し 決定し おり 被審人積水化学工業の

上 の 社内

の 上 に関する記 なく 上 の 及び に い

本件 との に な 。 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

 被審人三菱樹脂の  

に する 化 一 の 化 と

なり 長さ １ ないし２ の り

に する 化 を

付し いるな 一 に することのない な り 「一

的な を いる の」及び「 ること」という 件を

満 さない ら 本件 の対 の範 うに さない。 

に に する 化 本件 の

対 の範 うに するとし に する

化 一 の 化 の と なり を

の となる 年定 的な 下 よ

の市 の 化 ない り 上 れ 平成１６年 ら

年 下 を され い の る ら に

する 化 本件 による ら除 され

いることを す の事 る。 

  

 に対する 本件 の対 の範

うに する  

被審人積水化学工業 に し い の

化 （ ）及び水 化 （

） びにこれらに対 する る ら
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化 に る（ 第２号 審 第２１号 第２２号

）。 被審人三菱樹脂 に対する

ると する のの 化 樹脂 を とする

化 及び 化 ること いない。し

被審人らの に対する 本件

の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 に する 化

一 に することのない な り 「一 的な

を いる の」及び「 ること」という 件を満 さ

ない ら 本件 の対 の範 うに さないと す

る 前記 のとおり のような 件を する の ない

ら 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人ら に対する な り

を の を う に

上 をすること な と する。 

し し に対する な ると

い 長さを くし を 付し に

する の にす ないし の 上 の

の の にす ない ら これ 本件 の対

という根 に ならない。 

被審人積水化学工業の 上 の 社内

に する の 上 に関する記

ないと する に 定しない の 記 され

おり（ 第９１号 ないし第９ 号 審 第２ 号 ）

被審人積水化学工業 第１ 上 ないし第４ 上

におい 対 を一 定 に 上 を う を公表し いるの

る（ 第４ 号 同 同１２及び同１５ ） ら
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本件 の対 という根 に ならない。 

し の に する

化 を し いるとこ の本件

に基づく 上 に関する社内の ら 対 に

に する 化 れ い こ

と ら り（ 第１２９号 第１５ 号 ） 被審

人三菱樹脂 に する 化 を の

の 化 と同 に 上 の対 とし い こと ら

（ 第１６５号 ） に する 化

本件 の対 こと ら る。 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られ

ない。 

  

以上のとおり に対する 本件

の対 の範 うに し 本件 の ら

除 され いることを す の事 ると られない

ら に する。 

 及び （別表１の２５番及び２６番の

別表２の１番及び２番の ） 

 被審人積水化学工業の  

及び （以下「 同 」とい

う。） 一 の 化 と な の

り 定 一 の 化 と 大 く なる。

同 を する 社 ら

を 被審人ら及び （ ）の

社 し おり の規 定 及 化

会 なく 会 いる。
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同 上 の 一 の 化 との に

ない。 

し 同 本件 の対 の範

うに さないし にこれ 定されるとし 本件

の ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

 被審人三菱樹脂の  

同 る の代 とし

を する 社 ら を 被審人ら

及び （ ） し いる しい

り 規 定 及 化 会 なく

会 いる。 同 と

な の り 定 一 の 化

と 大 く な いる。し 同

「 ること」という 件を満 さない。 

審 保護 を除 し の 本件 の対

と するとこ 化

会と 別の業 の ること 業者 被審人ら

の られ 会社 ること 及び 決定さ

れる の におい 本件 の対 ら除 され いる

と同 事 関 に る ら 本件

の対 ら除 され い というの れ 本件

の対 ら除 され い という る。 

し 同 本件 の対 の範

うに さない。 

に 同 本件 の対 の範 うに

するとし 同 の 一 の 化

の 上 との なく る 化 樹脂の
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に占 る に 化 樹脂の 上 を さ る

法によ 決定され おり これ 前記東京 判 平成２２年

１１ ２６ 判決にお る 式に する の る

ら ら除 され いることを す の事 る。 

 定事  

同 の に と れる を

付 ることにより の さを すことなく を ること

な 化 り 一 の 化 と

なる。 し 同 化 会

なく 会におい 規 定され いる（ 第 号 ）。 

同 被審人積水化学工業の 社内

の 業 者 に 上 対 とし 記 され（ 第９

２号 ないし第９４号 審 第２ 号 ） 被審人三菱樹脂におい

社内の に 上 対 とし 記 され（ 第１

４号 審 第５２号 第５５号 第５６号 ）

におい 上 の 案に 上 対 とし 記 され

いる（ 第１４４号 ）。 

  

 同 化 に する  

被審人ら 同 化 樹脂 を とす

る 化 及び 化 ることを いない。

し 同 本件 の対 の範

うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 同 「 る

こと」という 件を満 さない ら本件 の対 の範

うに さないと する 前記 のとおり のような

件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 
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被審人三菱樹脂 本件 の対

ら除 され い というの れ 本件

の対 ら除 され い という ると する 前記

のとおり 保護 会社 事業者 の一

定の範 の事業者 とし 関 の を う

業者を され 改定 年 とに れ おり 上

の 化 と 別に れ い こと ら 保護

本件 の対 ら除 され い の 本件

の対 ら 保護 除 され い らとい

同 同 に本件 の対 ら除 され い

と ること ない。 

 の事 の  

被審人ら 同 の 定 一

の 化 と 大 く なること 同

社 ら を 被審人ら及び

（ ）の 社 し いること の規

定 及 を 会 いること

同 の 一 の 化 との に ないこ

とを 同 本件 の ら除 され

いることを す の事 とし する。 

し し 化 樹脂の 上 れ の を

上 する 生 ること の 化 と同 り

同 被審人ら及び におい

上 の対 とされ い の る。 社内の に

おい によ 上 の な くること り るこ

と る。し 同 本件 の対

な と い ない。 

被審人三菱樹脂 同 の の 上
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の決定 法 前記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決

にお る 式に する ら 同 に

本件 の 及 いないと する 上記判決の

事案におい 者 者との ら によ

り に し 一定の 式の下に 的に の

定される 式によることを し い こと ら の

対 ら除 され い の る 本件 被審人三菱樹脂

同 の に い 者との これと同

の を締 し い ことを るに りる ない。 

し 同 本件 の ら

除 され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 同 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 被審人積水化学工業 に しないと する に い

 

 及び （別表１の２番及び 番の ） 

 被審人積水化学工業の  

及び （以下「 同 」とい

う。） 化 化 樹脂を る とする の り

に れ いる とし に いられる 及び

るとこ 化 化 樹脂 化 樹脂を とし

し される化 り なる 化 樹脂と

法 平 大 く なる別の化 る

ら これを とする 同 一 の 化

と 別の り 本件 の を いない。 
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し 同 本件 の対 の範

うに さないし にこれ 定されるとし 本件

の ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

 定事  

同 化 化 樹脂を る とする

の り に れ いる とし に いられる

（ い ない。）。 化 化 樹脂 化 樹脂を

とし し される化 り なる 化 樹脂

と 法 なる（審 第１２号 ）。 

同 本工業規 の規 「

化 」及び「 化 」 る（

第２号 ）。 

なお 同 の 案内に

され（ 第９９号 第１０ 号 第１１０号 ） 被審人

積水化学工業の 社内の 業 者 に

上 対 とし 記 され いる（ 第９２号 第９４号

審 第２ 号 ）。 

  

 同 本件 の対 の範 うに す

る  

前記 のとおり 同 化 化 樹

脂を る とする の り 化 化 樹脂 化

樹脂と 法 なる のの 化 樹脂を

し される の り 化 樹脂 ら 生し

のにす ない の 化 樹脂の一 る（ 第１５

号 ）。 前記 のとおり 同 本

工業規 の規 「 化 」及び「
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化 」 り の 案内

におい 化 の一 とし 記 され いる。し

同 化 に ならない

ら 本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 前記 のとおり する

同 化 に り し 本工業規 の

規 ること の 案内に記 され いる

こと らすれ 化 を対 とする本件 の

的対 ると られ 前記 のとおり 被審人積

水化学工業の 社内の 業 者 に

上 対 とし 記 され いるの 本件 の

を いないということ ない。 

し 同 本件 の ら

除 され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 同 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 東 （別表１の４番の ） 

 被審人積水化学工業の  

東 株式会社（以下「東 」という。） 付 の な

化 内に 水を し れを し 化 水化し

のを 業 水 生 水とし るようにする 置

という 置の を い 水 水化 事業を し おり

被審人積水化学工業 上記 置に する の 化

（東 ）を し いる。 
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東 水化され 水 水に されること ら

定 に の金 を し ならない 美 を保 な

れ ならない 東 定 る に従 な れ なら の

化 との に代 ない。 

東 被審人積水化学工業 し

事株式会社（以下「 事」という。）及び丸 工

株式会社（以下「丸 工 」という。）の２社を し 村

株式会社（以下「村 」という。）に され 村 れに

置を取り付 るな し 東 に し いる 被審人積水化学

工業 村 との し 村 丸 工 ら す

る を決定し いる。なお の 被審人積水化学工業 被審

人積水化学工業 ら 事 の

事 ら丸 工 の を決定し れ れ 業者 一定

の を られるように し いる。 

このような におい 被審人積水化学工業 村 との

の を 事 の東 の を

平成１ 年６ に１４ ６ 平成１ 年 に２ １

同年１１ に５ ２ 引 上 この に

一 の 化 に い 上 れ いないこと らす

れ 東 の 本件 と し いない。 

このように 東 の 決定に至る 上

に れ 被審人積水化学工業 ら 事 の

本件 の を いない。 

し 東 本件 の対 の範 う

に さないし にこれ 定されるとし 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 
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 東 本件 の対 の範 うに する  

東 化 のう ２００に される

ること 被審人積水化学工業 いる（なお

化 の代表的な る 第２号 第 号 。）。

し 東 本件 の対 の範 うに

する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 東 の 決定に至る

上 に れ 東 の 事

の 本件 の を ないと する。 

確 に 東 に 被審人積水化学工業の するとおり

定 られ 被審人積水化学工業と村 し

村 の東 の を決定し いる。（審 第２５号

第２６号 の１ないし 第２ 号 ） 

し し 上水 化 の の一

り（ 第１号 第２号 ） 東 東 の に

の一部の を し のにす 被審人積水化

学工業以 の これと する を するこ

と こと ら る ら 被審人積水化学工業

する東 の 東 本件 の対

という根 に ならない。 

被審人積水化学工業 村 との の に

い を うことにより決定される

事に対する 及び 業者の る 一定の さ

れ のとなるの り 東 の の決定

法 被審人積水化学工業の するような の ること 東

本件 の対 という根 に ならな

い。 

 

１２０ 

さらに の引上 の 前記 のとおり とし

れ の の にす 東 本件

の対 という根 に ならない。 

し 東 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 東 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いる

ことを す の事 ると られない ら に

する。 

 （別表１の５番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 し

れ を するという な下水

り 一 の し い し

平成１６年以 の と を被審人積水化学工業 し い

る。 

このように の 化 樹脂

を る とする一 の 化 と なる を し

れらとの に代 なく の との に

れ とし 別 独 の市 を 成し いる。 

し 本件 の対

の範 うに さないし にこれ 定されるとし 本件

の ら除 され いることを す の事

る ら に しない。 

 定事  

下水 化

（以下「 」という。）の一 る。 



 

１２１ 

下水 に される の をし 化

本下水 会規 （ ）及び 化

会におい 化 の一 とし 規 され いる の

る（規 番号 前者 者 ６ る。）。

れ を する。 

（ 第２号 審 第２ 号 第２ 号 ） 

  

 本件 の対 の範

うに する  

の一 り 化

に る ら 本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 一 の

化 との代 なく くと 平成１６年以

の と を被審人積水化学工業 し おり の

との に しない ら

別 独 の市 を 成し いると する。 

し し 確 に

れ を する の る れ 一 の下水

化 と し の に

い 的に れ いるという のこと 一 の下水

化 と代 くない ない。 被審

人積水化学工業 平成１６年以 の の の を

する れを 定 る の ない。さらに

本下水 会及び 化 会の規 り

被審人積水化学工業 化成な の

を し い ことを いるの る

ら に平成１６年以 の と を被審人積水化学工業

 

１２２ 

し い とし 同被審人の にし ないという

理 なく の の に する

こと ると される ら に 目し とし

的な し ということ る。し

別 独 の市 を 成し いるという被審人積水化学工業

の 前 を く。 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると ら

れない。 

  

以上のとおり 本件 の

対 の範 うに し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 及び （別

表１の６番及び 番の ） 

 被審人積水化学工業の  

及び

（以下「 同 」という。）

の 引 とし される 引

化 及び同 り 金 に ない を

し いること 「 工」による の 従 を し

いること 内の 水の 下しないよう保 を し

保 を いること の を し いる。

同 このような を する 一 の

化 と 代 ない上 し いるの 被審人積水

化学工業 り の との に

れ とし 別 独 の市 を 成し いる。 



 

１２  

し 同 本件

の対 の範 うに さないし にこれ 定されるとし

本件 の ら除 され いることを す の

事 る ら に しない。 

 定事  

同 の 引

とし される 引 化 及び同

り 金 に ない を し いること

な を し いること 内の の

下 らないように保 を し 保 を いること

の を とし ことによる の 従 を し

いること の 徴を する これ 本工業規 の規

る 化 （ ）に を とする

工を し の る。（ 第２号 審 第２ 号 第 １号

） 

  

 同 本件 の対

の範 うに する  

同 及び同

に一定の 工を し の る ら 化 る。し

上記 本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

引 化 及び同 を被審人積水

化学工業 し いることを 定 る の

ない。 同 及

び同 に一定の 工を し の る のような のを被

審人積水化学工業の し ないことをう る の

なく の事業者 く ない ない ら

 

１２４ 

ないと い ない。 

し 同 本件

の ら除 され いることを す の事 る

と られない。 

  

以上のとおり 同 本件

の対 の範 うに し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると ら

れない ら に する。 

 （別表１の 番の ） 

 被審人積水化学工業の  

化 の の

され いる の 部 を目 被審人積水化学工

業 の （ ）を す

ることにより の 目 確 る。 本件の

を する 化 を するの

的に なく の を し い の 被審人積

水化学工業 り の 化 との代 なく の

との に な 。 の 本件

との に な 。 

し 本件 の対

の範 うに さないし にこれ 定されるとし 本件

の ら除 され いることを す の事

る ら に しない。 

  

 本件 の対 の範

うに する  

の 本工業規 の規 （ ６ ４  水



 

１２５ 

化 ） り（ 第２号 ）

れを にし の る ら 化

に る。し

本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 本件の の を

し い の 被審人積水化学工業 り の 化

との代 なく の との に

しな と する の を し い

の 被審人積水化学工業 ことを 定 る の

なく に う とし

被審人積水化学工業 の と することに

より 部 目 確 るという 徴 ると い 一

的な規 とし の し いる

と 同 る ら の との 関

定される の ない。 

被審人積水化学工業 北 区にお る

の 本件 と し いないと

し の の とし 北 区の１社の取引 に対す

る を記 し 表（審 第２ 号 付 ２ ）を

する。し し の一

るとこ 社内の社内 業 者 におい

上 対 とし 記 され いる ら

の対 とな い と られる。なお 上記取引

に対する 被審人積水化学工業と上記取引 との の

の の にす おりの の引上 し

な とし れを 本件 の対 と

いうこと ない。 

 

１２６ 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると ら

れない。 

  

以上のとおり 本件 の

対 の範 うに し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 化 （別表１の９番及び１０番の ） 

 被審人積水化学工業の  

株式会社（以下「 」という。）

及び を内 とし に を

するという二 を することにより に れ

及び （以下「 二 」という。）を し いると

こ 被審人積水化学工業 に対し 二

の となる 化 を し いる。

化 一 の 化 より い り

化 の 被審人積水化学工

業 との を 決定し いる 本

件 との に ない ら 別 独 の市 を 成し い

る。 

し 化 本件

の対 の範 うに さないし にこれ 定されるとし

本件 の ら除 され いることを す の事

る ら に しない。 

 定事  

被審人積水化学工業 二 を し いる

に対し 二 の となる 化 を し



 

１２  

いる。 の する 二 の長さ 規 の

化 より い 被審人積水化学工業

の定 る に従 規 より い 化 を し い

る。 

化 及び り い

れ 本工業規 にお る規 （ ６ ４１ 化

） る。 

（ 第２号 審 第２ 号 第 ４号 ） 

  

 化 本件 の対

の範 うに する  

被審人積水化学工業 化

化 樹脂 を とする 化 及び 化

ることを いない。し 化

本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 化

らの り の 被審人積水化学

工業 との を 決定し いる

ら 本件 との に なく 別 独 の市 を 成し

いると する。 

し し 化 るとし

れ の 及び り と長さ う

のこと るし 被審人積水化学工業 なく （

）及び 化成 同 に し おり（ 第１０ 号

第１０ 号 第１２ 号 ）

化 の 被審人積水化学工業

との を 決定し いること の 事者

 

１２  

とし のこと る。し 化

本件 の対 という根 に ならな

い。 

し 化 本件

の ら除 され いることを す の事 ると

られない。 

  

以上のとおり 化 本件

の対 の範 うに し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られな

い ら に する。 

 ６ の 工 （別表１の１１番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 積 表に記 のな

い を すること り 平成１６年 １ ら平成１ 年

１１ １ の におい ６ の 工 を し

れ れ を これらの の一 の 化

と なり 定の 者との される独 の な

り 者との 都 れ い の る ら

の一 の 化 の と ら 別 独 の

市 を 成し いる。 

し ６ の 工 本件 の対 の範

うに さないし にこれ 定されるとし 本件

の ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

  

 ６ の 工 本件 の対 の範 うに す

る  



 

１２９ 

被審人積水化学工業 ６ の 工 化 樹脂 を

とする 化 及び 化 ることを

いない。し 上記 本件 の対 の範

うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 ６ 工 ると す

る の 的な内 ら ない。 に６ の

工 者の に基づ される な の ると

し 化 樹脂の 上 れ の に の

上 を する くること 一 の 化

と同 るし 者の に基づ する の

に い の ないことをう る

事 られない ら ないと られない。 

し 被審人積水化学工業の する６ の 工

本件 の ら除 され いることを す の事

ると られない。 

  

以上のとおり 被審人積水化学工業の する６ の 工

本件 の対 の範 うに し 本件

の ら除 され いることを す の事 る

と られない ら に する。 

 の付 （ の 上 り に する

化 及び の 化 ）（別表１の１

２番及び１ 番の ） 

 被審人積水化学工業の  

の 上 り とし される 化 （以

下「 」という。）及び

（以下「 」といい と

 

１ ０ 

「 同 」という。） い れ

の付 とし され り

以 の に すること 定され いないし 一 の 化

を 同 の代 とし す

ること ない。 し 同

本 とと に一 とし 上 なされ の

本 の定 に を される。 

このように 同 本

と一 とし 別 独 の市 を 成し いる。 

し 同 本件 の

対 の範 うに さないし にこれ 定されるとし

本件 の ら除 され いることを す の事

る ら に しない。 

 定事  

に 置し 化 （ 水 を一

的に る ）部 表 の の 護 部

及び と を な 「 上 り 」という 化 （

） ら 成される。これに

の 化 （ ）を し

とし 市 され いる を するという

る。 

の長さ ０ ２

と 規 の 化 より く 的大 いとい

う 徴を し いる。

の部 とし 別に され の れ以 の に

されること 定され いない。なお

同 排水 に される一 的な規 る 及

び の を一部 し の る。 



 

１ １ 

（ 第２号 第 号 第１１１号 審 第２ 号 第 ５

号 ） 

  

 同 本件 の対 の範

うに する  

同 排水 に される一

的な規 る 及び の を一部 し の

り 化 る。し

同 本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人 同

の付 り の の 上 本 の

上 に する の ると する。 

し し 本 同

の 化 樹脂 る ら 化 樹脂の

上 れ れに対 し を引 上 ることになり るし

し 被審人積水化学工業の 社内の 業 者

におい 本 と

同 れる 及び 上 の対 とされ

いる（ 第９２号 ないし第９４号 審 第２ 号 ） ら

同 の 上 本 の

上 に するとし れ 本件 の対

という根 に ならない。 

し 同 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると

られない。 

  

以上のとおり 同 本件

 

１ ２ 

の対 の範 うに し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られない

ら に する（なお 本

化 化 ない ら 本

件課徴金納付命令におい の 上 課徴金 定の基 とな

いない。）。 

 （別表１の１４番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 水 の内 に

化 を （被 ）し る 水 化

を し いる 本 株式会社及び

株式会社（以下「 」という。）に対し の内 に

れる 化 る を

ら し し い とこ この 水

化 の とし され の

に い く 決 られ おり 成 る 水

化 の より さく され いる

上 と の を すること 定され おら

に な しない 水 化

以 の に すること ないこと 定の

の 一 に し おら に する

しないこと ら 一 的な 化 と

なる別 独 の市 を 成し いる。 

し 本件 の対 の範 う

に さないし にこれ 定されるとし 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

  



 

１  

 本件 の対 の範 うに する  

により 及び 決 られ い

ると い 本工業規 の規 る水 化

（規 番号 ６ ４２）を とする の る（ 第２号

審 第 ６号 ） ら 化 樹脂 を とする 化

に る。し 本件 の対

の範 うに する。 

 の事 の  

前記 のとおり 一 的な規 る水

化 を とする の ること らすれ

と の 化 と に代 的に するこ

と ないとし の との 関 定さ

れる の ない（ に 記 のとおり 被審人三菱樹脂

水 化 の内 被 に され い

る 化 を し いる。）。 

し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いる

ことを す の事 ると られない ら に

する。 

 被審人三菱樹脂 （別表１の１５番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 被審人三菱樹脂に対し の

内 に 化 を し

る水 化 の を

いるとこ 被審人三菱樹脂 する 化

 

１ ４ 

（ ）を し いるの 被審人積水化学工業

る。 の に い 上 の 生

に 被審人三菱樹脂との の都 別の を い決定し い

る。このように 被審人ら の

に基づ 別の を い取引され い の る ら の

との に なく 本件 との に ら関 ない。 

し 被審人三菱樹脂 本件

の対 の範 うに さないし にこれ 定されるとし

本件 の ら除 され いることを す の

事 る ら に しない。 

  

 本件 の対 の範 うに

する  

本工業規 の規 る

化 （規 番号 ６ ６）を とする の（

第２号 ） る ら 化 る。し

本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

本件 の 被審人三菱樹脂 する水

化 の を し い の 被

審人積水化学工業の ことを 定 る の な

く に う とし 一

的な規 る 化 を とする

の り の事業者 すること ない ない ら

ないと い ない。 被審人積水化学工業 被審人三菱

樹脂との の に い 別の

を い決定し いるとし れ 被審人積水化学工業による

の決定 法を るにす 同 の 本件



 

１ ５ 

の対 とな いないことの根 と ならない。 

し 本件 の ら

除 され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 積水 （別表１の１６番及び１ 番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 本関 を する積水 株式会社（以

下「積水 」という。）との を締 し 同社 被審人積

水化学工業の 定する （以下「 定 」という。）を

し 積水 の し に 積水 に

金を いる。この取引 式的に 被審人積水化学工業

の 定する （以下「 定 」という。）に 定 を

し 積水 定 ら する の る 上記取引

に 定 を さ いるの 定 の を する

にす 積水 の 被審人積水化学工業と積水

し 決定し 被審人積水化学工業 ら積水 に対し

金 れ いる ら この取引 とし

被審人積水化学工業 ら積水 の の と同 る

の る。なお 金を し 的な の

取引 と 大 に に 定され 定 の４０ないし６０

り の に の事 され 被審人積

水化学工業の事 を 上 されること 積水

の事 を 下 されると 。このように 被審人

積水化学工業と積水 との の に基づく 定 の取引

 

１ ６ 

化 の 上 に 的に 上 される関 にない

ら 本件 に基づく と し いない。 

し 積水 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら に

しない。 

 定事  

被審人積水化学工業 積水 との を締 し 積水

被審人積水化学工業の する 定 を し 被

審人積水化学工業 積水 に対し の に

金を うこと され い 。 

定 被審人積水化学工業 ら 定 に され

定 ら積水 に され おり にこの れによ

され い 。 

被審人積水化学工業と積水 をし 積水 の

定 の 的 を決定し い れ 金を

し の 。 

（審 第１６号 第１ 号 第 号 ） 

  

 積水 本件 の対 に する  

被審人積水化学工業 積水 化 樹脂

を とする 化 及び 化 ることを

いない。し 積水 本件

の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 積水 の取引に 定

を さ いるの 定 の を する る

と する ら を

れ れを し を さ る の り 被審人積水化学



 

１  

工業 の の を する の の取引と

るとこ ない。 

被審人積水化学工業 積水 の 定 の

被審人積水化学工業と積水 し 決定し おり

の の事 され 上 されること 下

されること と する 前記 のとおり 被審人積水

化学工業と積水 決定し い の 金を し

の り のとこ れ 被審人積水化学工業 ら積

水 に対し れる 金の水 に る事 にす

ない ら 被審人積水化学工業 ら 定 の積水

の と本件 に基づく との を

定する根 と ならない。 し 被審人積水化学工業の従業

の （審 第 号 ）におい 「 に い 上

なされると 社 ら 定 の 上 りし

い し 社の う 金の しな の

積水 定 ら する 一定のこと

よう す。」と 被審人積水化学工業の 上 される

と 同被審人 定 に する 定 の 上 し

い ことを る をし いるとこ る。 

し 積水 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 積水 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 金 金に する  

とこ 被審人積水化学工業 積水 定 ら

 

１  

定 を するようにし い の の を する

にす 金の 積水 と れ

い こと らすれ とし 被審人積水化学工業 ら積水

の の と同 る の ること 定 の

に し 積水 との 被審人積水化学工業及び積水

の れ れ る事 を し 別に決定し おり 化

の 上 に 積水 の 定 の 的

に 上 される関 にないこと ら 別表１の２ 番及び２ 番の

金 的に 独占禁止法 令第５条第１ 第 号にいう

金に すると する。 

し し 同号に定 る「 金」 課徴金の 定に り 除され

るの 「 金」 対 の のの修正ないしこれに る のと

る ら り のような対 の修正と るの

の に対し れ のに られるの

な の の に対する の 対 とならない。 

本件におい 積水 におい にお

い 被審人積水化学工業 ら 定 定 ら積水

と し おり 被審人積水化学工業の会 上 定 に

対する 上 とし 理され い の る（審 第 号 ） ら

被審人積水化学工業の 上 定 に対する 上 と る

り 積水 れ 金 課徴金 定の対

とな 上 の 金と られない ら 独占禁止法 令第

５条第１ 第 号に定 る「 金」に 課徴金 定の対

となる 上 ら 除される ない。 

し 被審人積水化学工業の上記 ない。 

 （別表１の１ 番及び１９番の ） 

 被審人積水化学工業の  

株式会社（以下「 」という。） 本



 

１ ９ 

工業規 に に を被 排水 を す

る 一 の を し いる 被審人積水化

学工業 に対し の となる の

化 を し いる。被審人積水化学工業 の

積水 ることに 市 と なる 別な

を 定するな し おり 本件 との に ない。 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら に

しない。 

  

 本件 の対 の範 う

に する  

被審人積水化学工業 化 樹

脂 を とする 化 及び 化 ること

を いない。し 本件

の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 に対し 市 と なる

別な を 定し いると する 定の に い

ら ない。 被審人積水化学工業の上記

定の に い 定の取引 と し い という に

す ないの の 本件

の を な ことの根 となる の ない。 

し 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られな

い。 

  

以上のとおり 本件 の対

 

１４０ 

の範 うに し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 積水 （別表１の２０番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 １００ 会社 る積水

株式会社（以下「積水 」という。）との

を締 し 同社 三和 株式会社（以下「三和 」という。）を

被審人積水化学工業の 部 の 化

を し 積水 の し に 同

社に 金を いる。上記 化 被審人積

水化学工業 ら三和 を し 積水 に され

いる 三和 を する に さ いるにす

取引の とし 被審人積水化学工業 ら積水

の の と同 る の り １００ 会社

の部 の る。なお 金を し 的な

の取引 に 大 に に 定され い 。このように

被審人積水化学工業と積水 との の に基づく

化 の取引に い 一 の 化 の 上 に

的に 上 される関 に なく 本件 に基づく

と し いない。 積水 被審人積水化学工

業の の 部 を の同 部 社化さ

れ 法人となり 被審人積水化学工業の１００ 会社と

な の り このような積水 の 被審人積水

化学工業と積水 との の 本関 上記 の

らし 積水 被審人積水化学工業と する

ら を すること 上 り ないの る ら 積水

の に い 生 る な 。 



 

１４１ 

し 積水 本件 の

ら除 され いることを す の事 る ら

に しない。 

 定事  

被審人積水化学工業 積水 との を締 し

積水 三和 ら する 化 のう

別 定する に い 市 と なる を 定し 上

これと積水 の の との を に

金とし 積水 に うこととし い

。 

上記 の対 被審人積水化学工業 れに な 化

を三和 に し 同社 これを 工し 上 積水

に し い 。 

（審 第１ 号 ないし第２１号 第２ 号 。三和 被審

人積水化学工業 ら し 化 を 工し 上 積水

に し い こと い ない。） 

  

 積水 本件 の対 の範

うに する  

被審人積水化学工業 積水 化

樹脂 を とする 化 及び 化 る

ことを いない。し 積水

本件 の対 の範 うに する。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 積水 の取引に三

和 を さ いるの 三和 の を する

る らにす 取引の とし 被審人積水化学工業 ら積

水 の の と同 ると する 前記

 

１４２ 

の対 におい におい 被審人積水化学工

業 ら三和 三和 ら積水 と し お

り し 三和 被審人積水化学工業 ら し 化

を 工し 上 積水 に し いるの る

ら 取引の 被審人積水化学工業 ら積水 の

の と同 る の ということ ない。 

被審人積水化学工業 前記 の対 の を決定す

ること のとこ 被審人積水化学工業 ら積水

に対し れる 金の水 に る事 にす 積水

の と本件 による

との を 定する根 に ならない。 し 被審人積水化

学工業の従業 の （審 第２ 号 ）におい 「

に い 上 なされると 社 ら三和 の

上 りし い し 社の う 金の し

し の 積水 三和 ら する

一定のこと よう す。」と 被審人積水化学工業の

上 されると 同被審人 三和 に する の

上 し い ことを る をし いるとこ る。 

し 積水 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると ら

れない。 

  

以上のとおり 積水 本件 の

対 の範 うに し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 金 金に する  

とこ 被審人積水化学工業 積水 三和



 

１４  

ら 部 の 化 を するようにし

い の の を する にす とし

被審人積水化学工業 ら積水 の の と同

る の る ら 別表１の２９番の 金 的に

独占禁止法 令第５条第１ 第 号にいう 金に すると

する。 

し し 同号に定 る「 金」 課徴金の 定に り 除され

るの 「 金」 対 の のの修正ないしこれに る のと

る ら り のような対 の修正と るの

の に対し れ のに られるの

な の の に対する の 対 とならない。 

本件におい 積水 におい

におい 被審人積水化学工業 ら三和 三和 ら積水

と し おり 積水 の と

同 に 被審人積水化学工業の会 上 三和 に対する 上 とし

理され い と される ら 被審人積水化学工業の 上

三和 に対する 上 と る り 積水

れ 金 課徴金 定の対 とな 上 の 金と

られない ら 独占禁止法 令第５条第１ 第 号に定 る

「 金」に 課徴金 定の対 となる 上 ら 除され

る ない。 

し 被審人積水化学工業の上記 ない。 

 排水 事業部以 し 化 （別表１の２

番及び２４番の ） 

 被審人積水化学工業の  

被審人積水化学工業 排水 事業部 なく

事業部におい の に付 し 一 の 化 を

すること る の 事業部 独 の の

 

１４４ 

とに決定し おり 排水 事業部と 事業部と

者 決定 法 なり さらに 排水 事業部の

命令 事業部に及 ない に 排水 事業部

におい 化 の 上 を うこととし れに従うよ

う 事業部に すること ない ら 排水 事業部

以 し 化 に い 本件 に基づく

との に ない。 

し 排水 事業部以 し 化

本件 の ら除 され いることを す の事

る ら に しない。 

  

 排水 事業部以 し 化 本件

の対 の範 うに する  

被審人積水化学工業の 排水 事業部以 の部

し 化 に い の の る ら の

本件 の対 の範 うに すること ら る。 

 の事 の  

被審人積水化学工業 対 を 定

定の事業部 とし なく「積水化学工業株式会社」とし 上

を し おり（ 第４ 号 同 同１２及び同

１５ ） 第１ 上 と同 る平成１６年４ １

付 被審人積水化学工業の 事業部長より され

の 上 に る社内 に 「

し いる に い 排水 事業部

のとおり 上 を のこと」と記 され おり（ 第１０

９号 ） 排水 事業部 事業部に対し 化

の 上 を し い こと られる ら 排水

事業部以 の事業部 する 化 に い 本件



 

１４５ 

に基づく との に ないということ

ない。 

し 排水 事業部以 し 化

本件 の ら除 され いることを す

の事 ると られない。 

  

以上のとおり 排水 事業部以 し 化

本件 の対 の範 うに し 本件

の ら除 され いることを す の事

ると られない ら に する。 

 被審人三菱樹脂 に しないと する に い  

 及び （別表２の

番及び４番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

及び （以下

「 同 」という。） 被審人ら及び

株式会社 （以下「 」という。） し

り 水田に 水する の とし される

の る これ 一 の とし され おり 一 の

業 におい され いる 化 と 法

及び 定 法 く なる。し

同 一 的に することのない な り 「一

的な を いる の」及び「 ること」という 件を

満 さない ら 本件 の対 の範 うに さない。 

同 の 上 の に れ

いる 被審人三菱樹脂の社内におい

とし 区 され い これ を

とする るし の らし ない ら

 

１４６ 

この ら 本件 の対

の範 うに さない。 

に 同 本件 の対

の範 うに するとし 被審人三菱樹脂 に対し

の 工 を い の とし 化

を し（被審人三菱樹脂 の対 を 理上 上 とし

いる。） の の 金 に 工 を上 し い

し おり 的に に対する 金 と し金

の を に 工 とし いるにす

ない ら に対する 上 のう 被審人三菱樹脂 い

し いる に い 本件 の を いない。 

 定事  

 水田にお る水 理の の 置 り

に という 排水 置と の

を な （ 水 排水 ）

を され いる。 

排水 水

水弁 水 ら 成され いる

り 排水 水 化

（ ）及び 化 （ ）

る。 （ 水 排水 ）

化 る。 

被審人三菱樹脂 の を ると のう

の を し の

る 化 （

及び ）及び を同社に し い 。 し

成すると ら れを し

い 。 



 

１４  

なお 被審人三菱樹脂 に し い

の 同社 社 ら を

の とし いられ い 被審人三菱樹脂の

理上 上 とし 理され い 。 

し 被審人三菱樹脂 の 者に対し

ら し （ 水 排水 ）

と ら し を

とし し い 。 

（審 第１号 ないし第 号 第１６号 ないし第１ 号

第 ０号 第４１号 第４ 号 ） 

 とこ 被審人三菱樹脂 公正取引 会に対し 本件

の 上 とし 「 」及び「

」の 上 を し いる（ い ない。）。 

このう 「 」 被審人三菱樹脂

の 者に対し し の 上

る（審 第４ 号 ）。 

「 」に い 被審人三菱樹脂

に対し し

の 上 るの 被審人三菱樹脂 の

者に対し し の 上 るの 上

ら ない（ に関し 審 第 ０号 第

４１号 第４ 号 の され いる 審 第

０号 の 一部 正確 るとし に され 審

第４ 号 に 「 の 成 社内の

上 理上の 理とし

とし とし

れ れ 上され おり す。」と の 者に

対し され のう 成され

 

１４  

の 上 とし 理され い

のような記 る一 「 に対する を

上 とし 上し い の 社内の 上 理上の 理とし

とし 化

及び 化 とし

れ れ 上され おり し 。」と 被審人三菱樹脂

に対し し の部 とし の

の 上 とし 理

され い のような記 り 上 のい れ る

ら ない。なお 被審人三菱樹脂 に

い の 者に対し される 成 とし

の ることを前 に する と

に の部 とし される

ることを前 に する と り

の内 一され いない。）。 

  

 同 本件 の対 の

範 うに する  

のう の

の部 る ら 化 に る。し

本件 の対 の範 うに

する。 

前記 のとおり

の 者に対し される 成 とし の

をいうの に の部 とし

される をいうの 上 ら

ない に 者 るとすれ

るし ない ら 化 に ら



 

１４９ 

ないし に前者 るとし 成 とし の

の ら ない ら 化 に

らない。し 本件

の対 の範 うに さない。 

なお とし され いる

（すな ）

と る前 独 し り 被審人三菱樹脂

理 理上 の 上 を独 し 理

し い の り 本件 に従

部 の 上 を ること ら

を本件 の対 の範 うに さないと さな

れ ならない理 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 同被審人 に対し し

化 のう い し いる 本件 の

を いないと する （す

な ） れに しない（審 第４ 号 ）。 

し に 本件 の

ら除 され いることを す の事 られない。 

  

以上のとおり 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない ら

に する。 本件

の対 の範 うに さない ら に しない。 

 及び （別表２の５番及び６番

の ） 

 被審人三菱樹脂の  

 

１５０ 

被審人三菱樹脂 二 （ 法 昭和２ 年法律第１ ６

号 による 区 に するように 化 の を

被 し を ）の る

株式会社 （以下「

」という。）に対し の する 二 （ ）

の 工 部 とし 化 及び 化 （

及び 。以下「 同

」という。）を し いる れ 同社 定する な長

さ り 一 に する 化 と 定

な いる。 化 を

二 に 工する に する成 被審人三菱樹脂の

化 の規 を に され いる ら

被審人三菱樹脂以 の ら 化

を し 二 を 工すること 事 上 ない。し

同 「一 的な を い

る の」及び「 ること」という 件を満 さない ら 本

件 の対 の範 うに さない。 

に 同 本件 の対 の範

うに するとし 被審人三菱樹脂

同 の に い る 化 樹脂の 上 り

に の 上 り の 上 を し い の

り これ 前記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に する の り 一 の 化 の

上 との ない ら 同 本件

による ら除 され いることを す の事

る。 

 定事  

二 及び 二 化 に を



 

１５１ 

及び り の となる 化

及び れらの り と の長さ い。 

二 及び 二

な 社 し いる。 

（ 第１０ 号 ） 

  

 同 本件 の対 の範

うに する  

被審人三菱樹脂 同 化 樹

脂 を とする 化 及び 化 ること

を いない。し 同 本

件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 同 「一

的な を いる の」及び「 ること」という 件を

満 さない ら 本件 の対 の範 うに さないと

する 前記 のとおり のような 件を する の

ない ら 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 同 なる

の成 の関 被審人三菱樹

脂以 の ら 化 を し 二

を 工すること 事 上 ないと する 前者に い

と の長さ いという のこと るし 者に

い これを るに りる なく に被審人三菱

樹脂の するとおり とし

成 を することによ の の 化

に対 すること る ら ないと い な

い。 
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被審人三菱樹脂 同 の

に い る 化 樹脂の 上 り に

の 上 り の 上 を し い の り これ 前

記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に すると する 被審人三菱樹脂の上記

の 上 の を る の 被審人三菱樹脂と

との ら により に

し 一定の 式の下に 的に 同 の

定される 式によることを し い ことの

と されないし に のような とし 被審人

三菱樹脂と のような を締 し

い ことを るに りる ない。 

し 同 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると ら

れない。 

  

以上のとおり 同 本件 の

対 の範 うに し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 水 及び 水 （別表２の 番及び 番の

） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 水 （ 水 に れるのを 止する

に を な の の部 被 し 化 ）の

る に対し 水 の 工部 とし

の 化 （ 水 及び 水 。以下「

水 同 」という。）を し いる れ 同社
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定する な長さの の り 一 の 化 と

定 なる 一 に すること ない ら

水 同 「一 的な を いる の」及び

「 ること」という 件を満 さ 本件 の対

の範 うに さない。 

に 水 同 本件 の対 の範

うに するとし 被審人三菱樹脂 水 同

の に い る 化 樹脂の 上 り

に の 上 り の 上 を し い の

り これ 前記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に する の り 一 の 化 の

上 との ない ら 水 同 本件

による ら除 され いることを す の事 る。 

  

 水 同 本件 の対 の範 う

に する  

被審人三菱樹脂 水 同 化 樹脂

を とする 化 及び 化 ることを

いない。し 水 同 本件

の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 水 同 「一 的

な を いる の」及び「 ること」という 件を満

さない ら 本件 の対 の範 うに さないと

する 前記 のとおり のような 件を する の

ない ら 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 水 同 ると

する 一 の 化 と の長さ う る
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し 前記 のとおり 被審人積水化学工業 に対

し 同 の 化 を し いるの る ら な

い ない。 

被審人三菱樹脂 水 同 の

に い る 化 樹脂の 上 り に

の 上 り の 上 を し い の り これ 前記

東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に すると する 被審人三菱樹脂の上記

の 上 の を る の 被審人三菱樹脂と

との ら により に し 一定

の 式の下に 的に 水 同 の 定

される 式によることを し い ことの と されない

し に のような とし 被審人三菱樹脂と

のような を締 し い ことを るに りる

ない。 

し 水 同 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られ

ない。 

  

以上のとおり 水 同 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 水 びに水 及び水 （別表２の９番

ないし１１番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 水 （ の り 水 の を 上

る の となる り の
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化 る。）の る 会社 （以下「

」という。）に対し 水 の 工部 とし 被審人三菱樹脂

独 規 の な い 化 を し 水 内部に

する 部 とし 化 を し いる

被審人三菱樹脂 上記の 化 を し され 水

を ら し 「三菱樹脂の水 」とし し いる。

このように 水 びに水 及び水

（以下「水 」という。） 一 に すること な

い な る ら 「一 的な を いる の」という

件を満 さ 本件 の対 の範 うに さない。 

に水 本件 の対 の範 うに

するとし 被審人三菱樹脂 水 の に

い る 化 樹脂の 上 り に の 上

り の 上 を し い の り これ 前記東京

判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る 式に

する の り 一 の 化 の 上 との ない

ら 水 本件 による ら除 され

いることを す の事 る。 

 定事  

水 の り 水 の を 上 る

の となる水 の 工部 る。 

被審人三菱樹脂 水 る に対し

を 水 を 工部 とし し い

る。このう 水 及び水 （以下「水

同 」という。） （ のう 水 の の）

（ 化 る のう 水 の

の） 化 及び の を とし の

る。 
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し 被審人三菱樹脂 同社 し 水 を

し され 水 を ら し に し いる。 

（審 第４号 第 号 第１９号 第 ０号 ） 

  

 水 及び水 同 本件 の対

の範 うに する  

水 の に 化 ない の る（審

第 号 第 ０号 ） 被審人三菱樹脂 本件 上 を

し 水 化 ることを いな

い。し 本件 とな いる水 本

件 の対 の範 うに する。 

被審人三菱樹脂 し 水 同 の に

前記 のとおり 化 及び の を

とし の れ いるとこ 審 化

化 を 成部 とし され り

化 に れないことを いる ら 化

本件 の対 の範 うに さない。

化 化 と

同 にし され 同 の を すること らすれ 化

と同 に 化 の

化 に れないと られる。し 上

記の 化 及び の に し

ないという る。 

とこ 被審人三菱樹脂の水 同 の 上 のう

化 及び の と れ以 の の

上 の内 る。 うすると に 水 同

のう 化 及び の 以 の

に し とし の 上 いくらとなる の
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ないことになる。 

し 水 同 の 部を課徴金 定の基 と

なる ら除く る。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 水 （及び水 同

）の に い る 化 樹脂の 上 り

に の 上 り の 上 を し い の

り これ 前記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお

る 式に すると する 被審人三菱樹脂の

上記 の 上 の を る の 被審人三

菱樹脂と との ら により に し

一定の 式の下に 的に水 及び水

同 の 定される 式によることを し い

ことの と されないし に のような とし

被審人三菱樹脂と のような を締 し い こと

を るに りる ない。 

し 本件 上 を し 水 本件

の ら除 され いることを す の事

ると られない。 

 水 （別表２の１２番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 水 （ にお る水 とし に

らない工 され ）の る株式会社 村

（以下「 村 」という。）に対し 水 の 工部 とし

村 定する の な 化 （ 水

）を し いる れ 一 に すること なく 一

の 化 と 定 なる ら 水

「一 的な を いる の」という 件を満 さ 本件
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の対 の範 うに さない。 

に 水 本件 の対 の範 うに

するとし 被審人三菱樹脂 平成１ 年４ ら 村 と

取引を し り 同社に対し し い

水 を第４ 上 の対 とし おら く 上 を

し いないの 水 の 取引

ら く いない ら 水 本件

による ら除 され いることを す の事 る。 

 定事  

水 にお る水 とし に しな

い工 され 水 の 工部 とし される 化

る。 

被審人三菱樹脂 平成１ 年４ ら 代理 る 株

式会社を 水 る 村 に対し 水

を し いる の 水 本工業規

の「 ６ ４１ 化 」に規定される 化

「 ４０」に する の り 納 により 長さ及

び 決 られ いる。 

（審 第２０号 第 ０号 ） 

  

 水 本件 の対 の範 うに す

る  

被審人三菱樹脂 水 化 樹脂 を

とする 化 ることを いない。し

水 本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 水 「一 的な を

いる の」という 件を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないと する 前記 のとおり
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のような 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 村 と 平成１ 年４ ら取引を

し り 村 に し いる 水

を第４ 上 の対 とし おら 同社に対し く

上 を いないの 水 の

取引 ら く いない ら この を

る り 水 本件 による ら

除 され いることを す の事 ると する。 

し し 被審人三菱樹脂 上記 事 の とし する審

第 ０号 （被審人三菱樹脂の従業 の ）によれ 被審

人三菱樹脂 平成１ 年４ に取引を し り るの

第４ 上 に う 上 を うと することを し 上

の れをしな こと う れるの 被審人三

菱樹脂 のような ら 上 の れをしな にす

ないと られる ら 水 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られ

ない。 

  

以上のとおり 水 本件 の対 の

範 うに し 本件 の ら除 され い

ることを す の事 ると られない ら に

する。 

 の 化 及び 化 （別表２

の１ 番及び１４番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 株式会社（以下「 」という。）
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及び株式会社 （ 号 株式会社 ）に

対し の 化 及び 化

（以下「 部 」という。）を し いる

に し いる （ 化 を 工し 定の

に ） の 定規 り 一 の 化

と 定 大 く なる り の

及び株式会社 に し いる

部 い れ 一 に すること なく 上 の 法

内 のい れ 一 の 化 の 上 と な い

る。このように 部 一 に することの

ない な る ら 「一 的な を いる の」という

件を満 さ 本件 の対 の範 うに さない。 

  

 部 本件 の対 の範 う

に する  

被審人三菱樹脂 部 化 樹脂

を とする 化 及び 化 ることを

いない。し 部 本件

の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 部 「一 的な

を いる の」という 件を満 さない ら 本件

の対 の範 うに さないと する 前記 のとお

り のような 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の

上記 ない 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 部 一 に するこ

とのない な ると する らこれを する

なく に被審人三菱樹脂の を前 とし とし
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の事業者 ない事 う ない ら ないと

い ない。 

し 部 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られな

い。 

  

以上のとおり 部 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 （別表２の１５番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 業株式会社を 株式会社東

（以下「東 」という。）に対し

の 工部 とし 化 （ ）を し

いる 東 定する な長

さ り 一 に することなく 社との し いない

一 の 化 と 定 なる

る。このように 一 に すること

のない な る ら 「一 的な を いる の」とい

う 件を満 さ 本件 の対 の範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに

するとし 上記のとおり 被審人三菱樹

脂 し いる独 る ら

本件 による ら除 され いることを す

の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに
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する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を

とする 化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な

を いる の」という 件を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないと する 前記 のとおり

のような 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 一 に しない

ると する らこれを する なく

に るとし の事業者

ない事 う ない ら ないと い ない。 

し 本件 の ら

除 され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 に し （別表２の１６番及び１ 番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 社に対し 納 の

理 により なく 社 の 化

を する る。これ ない（なお 本

件課徴金納付命令におい に る の 上 課徴金

定の基 となる 上 に れ いない。） れに
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する の （以下 このような を 的に「

」という。） におい ら決

る なく の都 積りをし をす

ること い ら る 化 の 上 を

れ に の に及 の ないこと

社に対し し いる る ら

本件 業者 者に対し 化 の

を引 上 る の れを うな し 化 の

を引 上 い という審 の を前 とする以上 本件

の 及 いないこと ら ること

者（及び の 者）との に し

い となる のような 事者（及び の 者）

する を の対 とすること 事者

の の ること らすると 本件

の対 の範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに

するとし し のとの い

する 社 する り れ以 の取引条件

ならない ら 本件 による

ら除 され いることを す の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに す

る  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を

とする 化 及び 化 ることを い

ない。し 本件 の対

の範 うに する。 

 の事 の  
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被審人三菱樹脂 に本件 の

及 いない理 とし 前記 ないし の を する。 

し し に る に基づ

い されるのに対し によ

される の の取引の な いる ら れ

らを同 に ること ない。 し 被審人三菱樹脂

する前記 の理 に い の都

積りをし をすること いとし れによ 上記

に本件 の 及 いること 定される理

ない。 に 被審人三菱樹脂 する前記 の理 に い

本件 「 化 の を引 上 る の

」（本件排除措置命令 「理 」第２ ） に

よ の対 を 定し いる の ない ら 同 く理

ない。さらに 被審人三菱樹脂 する前記 の理 に い

これをう る ない。 

し 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の

範 うに し 本件 の ら除 され い

ることを す の事 ると られない ら に

する。 

 及び （別表２の１ 番及び２９番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 及び （ の排 に す

る の 化 及び 化 。以下「 同

」という。）を独 に し 。 同 化

会の会 の 被審人三菱樹脂
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し おり（ 化 会の会 以 東都積水

株式会社 以下「東都積水」という。 し いる。）

一 の 化 と く 定され られ に

に される 一 的に すること ない ら

同 「一 的な を いる の」という 件を

満 さ 本件 の対 の範 うに さない。なお 審

成し 化 の に関する （ 第９

０号 ）の事業者 に東都積水 記 され いない ら 審

同 本件 の対 の範 うに れない

と理 し いること ら る。 

に 同 本件 の対 の範 うに

するとし 同 化 会の会

の 被審人三菱樹脂 し いる独

り 社との ない ら 同 本件 によ

る ら除 され いることを す の事 る。 

  

 同 本件 の対 の範 うに する

 

被審人三菱樹脂 同 化 樹脂 を

とする 化 及び 化 ることを い

ない。し 同 本件 の対

の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 同 「一 的な を

いる の」という 件を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないと する 前記 のとおり

のような 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

第９０号 の事業者 に東都積水 記 され いない
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らとい 同 本件 の対 の範

う ら除 される理 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 同 を独 に し す

る のの の を ら 的に ら にし いないし

ない。 被審人三菱樹脂 化 会の会

の 同 を し いるの 被審人三菱樹脂

ると する 同 会の会 以 東都積水 し いると

いうの るし の ない事 う

れない ら ないと い ない。 

し 同 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 同 本件 の対 の

範 うに し 本件 の ら除 され い

ることを す の事 ると られない ら に

する。 

 及び （ の 及び ）（別表２

の１９番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

及び の な （

な をし り れ すくする

に な をし る。）とし 被審人三菱樹脂 独 に

し 定の に対し し いる 化

一 に すること なく 社との 一 の 化

と 定 なる る。このように

及び 一 的に することのない な る ら

「一 的な を いる の」という 件を満 さ 本件



 

１６  

の対 の範 うに さない。 

に 及び 本件 の対 の範 うに

するとし 被審人三菱樹脂 に対し 上 を こ

と なく 第１ 上 ら第４ 上 のい れにおい 被審

人三菱樹脂の社内の 業会 の に 上 の対 とし

及び の記 なく の 平成１６

年以 く ら の 平成１ 年９ ら 下

し いる ら 及び 本件 による ら

除 され いることを す の事 る。 

 定事  

及び の り

を し いることを 徴とする り

に対し れ すいことを 徴とする る。（審 第２１号 ） 

  

 及び 本件 の対 の範 うに す

る  

被審人三菱樹脂 及び 化 樹脂 を

とする 化 ることを いない。し

及び 本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 及び 「一 的な を

いる の」という 件を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないと する 前記 のとおり

のような 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 の事 の  

を し いることを 徴とする

る れ すい 徴を し おら （審 第２１号 ）

一 の 化 範 の に れ いるとされ い

 

１６  

るの る（ 第１０６号 ） ら 一 の 化 との

に 定 ない。 

の ら一 の 化 との

に 定 ないこと と同 る。

に対し れ すいという におい 一 の 化

にない 徴を すると れる の に 生

ないの れ の 第 者 一 の 化

を する り ると られる ら に対

し れ すいという 徴を し いることに 目し 一 の

化 との に 定 ない。 

し の 及び と同

の のを し いる ら なく の事業

者 ない事 う ない ら 及び

に い 社との ないと られない。 

被審人三菱樹脂 第１ 上 ないし第４ 上 にお

い 対 を一 定 に 上 を う を公表し いるの

る（ 第４ 号 ４ 同９ 同１ 及び同１６ ） ら 第

１ 上 ないし第４ 上 におい 被審人三菱樹脂の社内

に 上 対 とし 及び の記 ないとし

に 上 をし いないとし に本件

の対 ないということに ならない。 

し 及び 本件 の ら除

され いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 及び 本件 の対 の

範 うに し 本件 の ら除 され い

ることを す の事 ると られない ら に

する。 



 

１６９ 

 （別表２の２０番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 株式会社（以下「 」

という。） に し いる の な 化 （被

審人三菱樹脂独 の規 ） り 一 に すること なく 社

との しない 一 の 化 と

定 なる り に 上 し こと ない。この

ように 一 的に すること ない な る

ら 「一 的な を いる の」及び「 ること」と

いう 件を満 さ 本件 の対 の範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに するとし

被審人三菱樹脂 に対し 上 を こと

なく 第１ 上 ら第４ 上 のい れにおい 被審人三

菱樹脂の社内の 業会 の に 上 の対 とし

の記 なく の 平成１６年以 く

いないし 被審人三菱樹脂 し い

る独 り 社との ない ら 本件

による ら除 され いることを す の事 る。 

 定事  

被審人三菱樹脂 し 業株式会社を

に し いる の る。

化 の内 に に４ の 部を この 部を

代 りとし の 定 を下 すこと るように

成され いる。（審 第２２号 の１ないし ） 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

化 ることを いない。し

 

１ ０ 

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を いる

の」及び「 ること」という 件を満 さない ら 本

件 の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審

人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂 独 に

し いる な ると する の

と同 の のを し いる ら

なく の事業者 ない事 う ない ら

に い 社との ないと られない。 

被審人三菱樹脂 第１ 上 ないし第４ 上 にお

い 対 を一 定 に 上 を う を公表し いるの

る（ 第４ 号 ４ 同９ 同１ 及び同１６ ） ら 第

１ 上 ないし第４ 上 におい 被審人三菱樹脂の社内

に 上 対 とし の記 ないとし

に 上 の を こと ないとし に本件

の対 ないということに ならない。 

し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範 う

に し 本件 の ら除 され いることを

す の事 ると られない ら に する。 

 （別表２の２１番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

化 を りし 工 り



 

１ １ 

を す され いる。 上 の

に「 」という れ いる 「 」と な の

に いる の を すの る ら 化

「 」に しない。 一 的に するこ

とのない な る ら 「一 的な を いる の」及

び「 ること」という 件を満 さ 本件 の対

の範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに すると

し 生 則 り 工

により る の都 積りをし

の上 決定すること く 一 の 化 の 上 を

れ に の に及 の ない ら

本件 による ら除 され いること

を す の事 る。 

  

化 を りし 工 る（ い

ない。）とこ の の に「 」という

れ いる の ない ら を 化

ということに る。 化

ない。し 本件 の対 の

範 うに すると られない ら に

しない。 

 （別表２の２２番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂 の る株式会社 （以

下「 」という。）に対し の 工部 とし 化

（ ）を し いる の

ら され 金 を し を いる な

 

１ ２ 

り 一 に すること なく 一 の 化 と

定 なる の る。このように 一 的に

することのない な る ら 「一 的な を い

る の」という 件を満 さ 本件 の対 の範 う

に さない。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を い

る の」という 件を満 さない ら 本件 の対 の

範 うに さないと する 前記 のとおり のよう

な 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂 ら

され 金 を し を いる な

ると する ら なく に被審人三菱樹脂

する事 られるとし の事業者 ら金

の を れ を すること なの

る ら 定される の ない。 

被審人三菱樹脂 一 の 化 と

定 なると する の 的な内 ら なく

ない。 

し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない。 

  



 

１  

以上のとおり 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いること

を す の事 ると られない ら に す

る。 

 及び （別表２の２ 番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

及び （以下「 」という。） 化

の に対し の 工部 とし される

な 化 る。 の内 被 に さ

れる の り を さ ることによ の内 に被

さ る の に を し な

の 被 に される の り

を さ ることによ の に被 さ る

の内 に を し な い れ

社 し いない被審人三菱樹脂独 の り り

一 の 化 の ２ とな いる。このように

定の に され いる り 一

に すること なく 一 の 化 と 定

なる る ら 「一 的な を いる の」及び「

ること」という 件を満 さ 本件 の対 の範

うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに すると

し のとおり 本件 による ら除 され い

ることを す の事 る。 

 業株式会社  

被審人三菱樹脂 業株式会社（以下「 業」という。）

に対し となる を し 化

に 工し らい 工 る 化

 

１ ４ 

の を い し いるとこ 被審人三菱樹脂の 業

に対する の 上 理上 上 とな いる の

被審人三菱樹脂 金 に 工 を上 し

い し いる のに なら 的に 業に対する

金 と し金 の を 業に対する 工 と

し いるにす ない。 

被審人三菱樹脂の 業に対する の

上 る 化 樹脂の 上 を

に し ることによ 決定される ら これ 前記東

京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に する。 

し 業 に い 本件 による

ら除 され いることを す の事 る。 

 株式会社  

被審人三菱樹脂 株式会社（ 号 本

株式会社。以下「 」という。）に対し とな

る を し 化 に 工し

らい 工 る 化 を い し

いるとこ 被審人三菱樹脂の に対する

の 上 のう 工 る 化 とし

い し いる に い 理上 上 とな いる の

被審人三菱樹脂 金 に 工 を上 し

い し いる のに なら 的に に対

する 金 と し金 の を に対する 工

とし いるにす ない。 

被審人三菱樹脂の に対する の

上 る 化 樹脂の 上 を

に し ることによ 決定される ら これ



 

１ ５ 

前記東京 判 平成２２年１１ ２６ 判決にお る

式に する。 

し に い 本件

による ら除 され いることを す の事 る。 

 菱 株式会社  

菱 株式会社（ 号 株式会社。以下

「菱 」という。） 被審人三菱樹脂の 化 の

工 の 部 とし 被審人三菱樹脂の により

され 会社 り 化 の となる

の を ら被審人三菱樹脂 ら により し 工

る 化 の を被審人三菱樹脂に

し いる ら 被審人三菱樹脂の菱 に対する

の 同一 業内にお る 工部 の の と同 し

る の る。 

し 菱 に い 本件 によ

る ら除 され いることを す の事 る。 

 被審人積水化学工業  

被審人三菱樹脂 被審人積水化学工業に対し を

し いる れ 本件 の 事者 の り のよ

うな を本件 の対 とすること の 事者 にお

い の 。なお 被審人積水化学工業 被審

人三菱樹脂 ら し を に 化

の る 金 工業株式会社な に し い

る に 被審人積水化学工業の の 上 を 課徴金

の対 にし いるとすれ く同一の に い 二 に課徴金

を課し いることになり な とい るを ない。 

し 被審人積水化学工業 に い 本件

による ら除 され いることを す の事

 

１ ６ 

る。 

 定事  

被審人三菱樹脂 業 及び菱 に

化 の を し の る

を し い （ し に対し

事 株式会社を し い の り 被審

人三菱樹脂 成 を い す 以 に し い 。）。被審人

三菱樹脂 の の対 を 理上 上 とし い 。 

被審人三菱樹脂 被審人積水化学工業に対し

を し い 。 

（審 第５号 ないし第 号 第９号 の１及び２ 第１０号

ないし第１ 号 第２ 号 ないし第 ０号 ） 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を い

る の」及び「 ること」という 件を満 さない ら

本件 の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審

人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

 被審人三菱樹脂 の内 被 に さ

れる 化 化 の に

を し な り の 被

に される 化 化 の内

に を し な い れ 社



 

１  

し いない被審人三菱樹脂独 の の 定の に

され いる り 一 の 化 と

定の なる ると する れを する

なく に のような事 とし 被審人

三菱樹脂の によれ の表 に

され いない を し いるということ るし

の ない事 う ない。 

し 被審人三菱樹脂 第１ 上 ら第４ 上 に

おい 対 を一 定 に 上 を う を公表し（ 第４

号 ４ 同９ 同１ 及び同１６ ） 第 上

第４ 上 の の 上 目 の一 表に ら

れ いること（審 第５２号 第５ 号 ） らすれ

上 の対 こと ら る。 

 被審人三菱樹脂 同被審人 業に対し し いる

工 る 化 とし

同被審人 を い し おり 同被審人

に対し し いる 工 る 化

とし 同被審人 の一部を い し

いる ら 同被審人の 業に対する の 上 及び

同被審人の に対する の 上 のう

しに る 理上 上 という 式 いる のの

の 同被審人 金 に 工 を上 し

い し いる のに なら 的に 業及び

に 工 の とし いるにす ない

ら 課徴金 定の基 となる 上 に らないと する。 

し し 被審人三菱樹脂 業及び に対

し 化 の ると い 化

を し おり 被審人三菱樹脂 の対

 

１  

を 理 理上 上とし い の る ら 課徴金 定の基 と

なる 上 ること 定される理 ない。 

 被審人三菱樹脂 同被審人の 業及び に

対する の 上 る 化

樹脂の 上 を に し ることに

よ 決定される ら これ 前記東京 判 平成２２年 

１１ ２６ 判決にお る 式に し 本件

の を る の ないと し 上記の の決

定の 法に 審 第１ 号 （ 業の従業 の ）及

び第 ０号 （被審人三菱樹脂の従業 の ）を引 する。 

し し 被審人三菱樹脂 業及び との

ら により に し 一定の 式の下に

的に の 定される 式によることを

し い ことを るに りる なく し 審 第

０号 の に 「 社 ら する 化 の 上

基本的に 三菱樹脂 上 を れ り

の を に し ること

により決 り すの 私 る りの一 の 上 と く

う 決 し す。」と記 され おり の

に い に れ の 上 の

上 されること いという のこと ること う

れる ら 被審人三菱樹脂の 業及び

に対する の 本件 の を い

ないと ること ない。 

 被審人三菱樹脂 菱 被審人三菱樹脂の 化

の 工 の 部 とし 被審人三菱樹脂の

により され 会社 り 化 の

となる の を ら被審人三菱樹脂 らの によ



 

１ ９ 

り し 工 る 化 の を被審

人三菱樹脂に し いるの る ら 被審人三菱樹脂の菱

に対する の 上 同一 業内にお る 工

部 の の と同 ると する。 

し し 菱 の会社案内（審 第 号 ）によれ 同

社 被審人三菱樹脂 の 成樹脂 の の なら れ

以 の取引 に することを目的とし 成樹脂 の

を いること う れる。 菱 被審人三

菱樹脂の の と の取引条件におい さ

れ い ことをう る事 被審人三菱樹脂 菱

に対し 本件 に基づく の 上 ない事

られない。さらに 菱 被審人三菱樹脂以 の事

業者 ら を すること ないという事

られない ら 菱 の の に い

れる ないと い ない。し 菱

被審人三菱樹脂の同一 業内にお る 工部 と同 し るよ

うな事 と られない。 

 被審人三菱樹脂 被審人積水化学工業に対する の

本件 の 事者 の り のような

を本件 の対 とすること の 事者 におい

の こと 被審人積水化学工業 被審人三菱

樹脂 ら し を に 化 の

に し いる に の被審人積水化学工業の

の 上 を 課徴金対 にし いるとすれ く同一

の に い 二 に課徴金を課し いることになり な

とい るを ないの 被審人積水化学工業に対

し し いる 本件 の ら除

され いることを す の事 られ 本件課徴金 定の

 

１ ０ 

基 となる 上 ら除 される ると する。 

し し 本件 の 事者 の に る を本件

の対 とすること の 事者 におい の

ことを るに りる なく 独占禁止法

の事業者 とに課徴金を 定する のとし いるの

る（独占禁止法第 条の２） ら 同一の することに

よ の事業者に 上 上され 事

業者の 上 に い 課徴金 定の基 とすること る

のという る（なお 者 の取引に る 上

課徴金の対 となることに い 東京 判 平成２４年２

２４ 判決 公正取引 会審決 第５ 第２ １６６

）。し 被審人積水化学工業に対し し

本件 の ら除 され いることを す

の事 ると られない。 

 被審人三菱樹脂 業 菱 及び

被審人積水化学工業以 の事業者に対し し

本件 の ら除 され いることを す の

事 を るに りる ない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範 う

に し 本件 の ら除 され いることを

す の事 ると られない ら に する。 

 （別表２の２４番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

成 により 工される に の

るとこ る 定の の

に 規 を決定する り 一 に

すること なく 一 の 化 と 定 な



 

１ １ 

る被審人三菱樹脂の り の

を し おら 社との しない る。

このように 一 的に することのない な

る ら 「一 的な を いる の」及び「 る

こと」という 件を満 さ 本件 の対 の範 うに

さない。 

に 本件 の対 の範 うに する

とし 被審人三菱樹脂 し いる独

り 社との ない ら 本件

による ら除 され いることを す の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とす

る 化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を

いる の」及び「 ること」という 件を満 さない ら

本件 の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審

人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ないと する

ら なく の事業者 ない事 う な

い ら ないと い ない。 

し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない。 

  

 

１ ２ 

以上のとおり 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いること

を す の事 ると られない ら に す

る。 

 （別表２の２５番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

し を し り の

を付 さ ることにより とし 成 し り

業 水 の される被審人三菱樹脂独 の 工 によ

り し いる 化 り 社との しない

一 の 化 と 定 なる

る。このように 一 的に することの

ない な る ら 「一 的な を いる の」及び「

ること」という 件を満 さ 本件 の対 の

範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに すると

し 被審人三菱樹脂 し おり 社

との ない ら 本件 による ら

除 され いることを す の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を い

る の」及び「 ること」という 件を満 さない ら

本件 の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審
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人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ないと する ら

なく の事業者 ない事 う ない

ら ないと い ない。 

し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範 う

に し 本件 の ら除 され いることを

す の事 ると られない ら に する。 

 （別表２の２６番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

被審人三菱樹脂独 の規 に基づく排水

り 社との し いない 一 の 化

と 定 なる る。このように

被審人三菱樹脂独 の規 に基づく な る

ら 「 ること」という 件を満 さ 本件 の

対 の範 うに さない。 

に 本件 の対 の範 うに すると

し 被審人三菱樹脂 し いる独

り 社との ない ら 本件 によ

る ら除 され いることを す の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

化 ることを いない。し
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本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「 ること」と

いう 件を満 さない ら 本件 の対 の範 うに

さないと する 前記 のとおり のような 件を

する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ないと する ら

なく の事業者 ない事 う ない

ら ないと い ない。 

し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範 う

に し 本件 の ら除 され いることを

す の事 ると られない ら に する。 

 三 及び三 下水 （別表２の２ 番及び ０番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

三 を し内 を

化 り 三 下水 同 の 化

り い れ 被審人三菱樹脂独 の により 化し な

るとこ これらの 被審人三菱樹脂 関 に対

し の を積 的に いる り 一

の 化 と なり より 及を し 定を

し いる り 社 これを し おら 社と

の しない。このように 三 及び三 下水 （以下

「三 三 下水 」という。） 被審人三菱樹脂の独

により 化し な る ら 「 ること」と
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いう 件を満 さ 本件 の対 の範 うに さない。 

に 三 三 下水 本件 の対 の範

うに するとし 三 三 下水 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ない ら 三

三 下水 本件 による ら除 され い

ることを す の事 る。 

  

 三 三 下水 本件 の対 の範 うに

する  

被審人三菱樹脂 三 三 下水 化 樹脂

を とする 化 及び 化 ることを

いない。し 三 三 下水 本件

の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 三 三 下水 「

ること」という 件を満 さない ら 本件 の対

の範 うに さないと する 前記 のとおり のよ

うな 件を する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記

ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 三 三 下水 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ないと

する ら なく に れ 被審人三菱樹脂の独

により 化し な るとし の 一

の 化 と ならないよう る ら ないと い

ない。 

し 三 三 下水 本件 の

ら除 され いることを す の事 ると られな

い。 

 

１ ６ 

  

以上のとおり 三 三 下水 本件 の対

の範 うに し 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない ら

に する。 

 （別表２の２ 番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

の 修 におい される被審人三菱樹

脂独 の規 による下水 の り 社との しな

い 一 の 化 と 定 な

る る。このように 被審人三菱樹脂独

の規 による下水 の な る ら 「 ること」

という 件を満 さ 本件 の対 の範 うに さな

い。 

に 本件 の対 の範 うに する

とし 被審人三菱樹脂 し おり

社との ない ら 本件 による

ら除 され いることを す の事 る。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とす

る 化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「 ること」

という 件を満 さない ら 本件 の対 の範 う

に さないと する 前記 のとおり のような 件を

する の ない ら 被審人三菱樹脂の上記 な

い。 



 

１  

 の事 の  

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂

し いる独 り 社との ないと する

ら なく の事業者 ない事 う な

い ら ないと い ない。 

し 本件 の ら除 さ

れ いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範

うに し 本件 の ら除 され いること

を す の事 ると られない ら に す

る。 

 

及び （別表２の １番ないし ９番の ） 

 被審人三菱樹脂の  

及び （以下「 」という。）

られ し 及び

定され な 化 及び 化

く市 に され におい と 上 を し い

ない り 一 の 化 の の 上 に

より改定する 上 上 基本的に し いない

ら 「一 的な を いる の」及び「

ること」という 件を満 さす 本件 の対 の範

うに さない。 

  

 本件 の対 の範 うに する  

被審人三菱樹脂 化 樹脂 を とする

 

１  

化 及び 化 ることを いない。し

本件 の対 の範 うに する。 

なお 被審人三菱樹脂 「一 的な を いる

の」及び「 ること」という 件を満 さない ら 本

件 の対 の範 うに さないと する 前記

のとおり のような 件を する の ない ら 被審

人三菱樹脂の上記 ない。 

 の事 の  

被審人三菱樹脂 一 的に する の なく

ると する これを する ない。

に とし れ 関 定

される ないし にこれ 一 の 化 の

と し いな とし れ の の

にす ない ら 本件 の ら除 され

いることを す の事 ると られない。 

  

以上のとおり 本件 の対 の範 う

に し 本件 の ら除 され いることを

す の事 ると られない ら に す

る。 

４ 被審人らの課徴金 定の基 となる 上  

 被審人積水化学工業 

本件第１号課徴金納付命令におい 公正取引 会 被審人積水

化学工業 命令により同被審人 し に基づい 課徴

金 定の基 となる 上 を 平成１６年 １ ら平成１ 年１

に る の ５９４ ６５４６ ６９９ 同 ４ ら同

年１１ １ に る の ２９ １５９５ ６４５２ と 定

し とこ 上記 金 ら除 す の ない ら 上記 金



 

１ ９ 

課徴金 定の基 となる 上 となる。 

 被審人三菱樹脂 

 本件第２号課徴金納付命令におい 公正取引 会 被審人三菱

樹脂 命令により同被審人 し （以下「被審人三菱

樹脂 」という。）に基づい 課徴金 定の基 となる 上 を

平成１６年 １５ ら平成１ 年１ に る の ２

６ ９６ ２ ５ １６ 同 ４ ら同年１１ １ に る

の １ ０６ ０ ４ と 定し 。 

 前記 及び のとおり 及

び い れ に しない ら れらの 上

課徴金 定の基 となる 上 ら除 され 水 及び同

前記 のとおり の一部に に しない の

れ おり の内 る ら 水 の 上 及

び同 の 上 の 部 課徴金 定の基 となる 上 ら除 さ

れることになる。 

 平成１６年 １５ ら平成１ 年１ の 上  

上記 の 上 に い の 上 １

２１６９ ２１６５ の 上 ５ ０１５ 水

の 上 ４６１ ９ ０ 及び水 の 上 ４

９９５ の １ １１５ １０ 課徴金 定の基 とな

る 上 ら除 されることになる。 

被審人三菱樹脂 被審人三菱樹脂 に記 され 上記

の 上 に の ６４６４ ６０ の 上 れ

い ことを いる ら の金 課徴金 定の基 となる 上

に されることになる。 

し 被審人三菱樹脂に対する課徴金 定の基 となる上記

の 上 本件第２号課徴金納付命令の 定し ２ ６ ９６ ２

５ １６ ら上記１ １１５ １０ を 除し れに上記

 

１９０ 

６４６４ ６０ を し ２ ６ ２９ １ ５ ２０

る。 

 平成１ 年１ ４ ら同年１１ １ の 上  

上記 の 上 のとおり る。 

の４４４２ ２ ５０ の４

２６０ 除 されることになる。 

水 に い 前記 のとおり の の を課徴金

定の基 ら除 す り に する水

の被審人三菱樹脂の る 上 る ５ ４５ ０ の 課

徴金 定の基 となる の る。なお の被審人三菱樹脂

におい に対する 上 を水 及び水

の内 な ０ １５５ とされ おり 本件第２号課

徴金納付命令 これを前 とし 課徴金の金 を 定し いるの 一

これを除 し 上記 定の水 の ５ ４５ ０

を の基 とすることになる（ ５４ ６４１５ となる。） 

水 に い 前記 のとおり の

上 の部 課徴金の対 とならない。被審人三菱樹脂 被審人三菱

樹脂 におい 上記 にお る に対する 上 を２５４

９ ０ と し おり（ い ない。） 本件第２号課徴金納付

命令 の金 を前 に課徴金の金 を決定し いるとこ の

に 化 と れ以 の の 上 れ

おり の内 ら ないの の を 定の基 となる 上

ら 除す る。 

し 被審人三菱樹脂に対する課徴金 定の基 となる平成 

１ 年１ ４ ら同年１１ １ の の 上 本件第２

号課徴金納付命令の 定し １ ０６ ０ ４ ら上記

４４４２ ２ ５０ ４ ２６０ 及び２５４ ９ ０ を 除

し れに上記５４ ６４１５ を し １ ２ ４１６ ２２
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２ る。 

５  

 本件排除措置命令に い  

被審人ら 前記１及び２のとおり の事業者と 同し 化

の を引 上 る を することにより 公 の

に し にお る 化 の にお る を

的に し い の る ら これ 独占禁止法第２条第６ に

規定する な取引 に し 同法第 条の規定に する のと

られる。 

本件 に し いる 長 に

れ い こと 被審人らを 長年に り

的関 を し い こと 被審人ら 的に本件 を

の ないこと の事 られ これらの事 を 的に 案

すれ 本件排除措置命令の におい 被審人ら 本件 と

同 の を り すお れ と られる。 

し 本件排除措置命令 法 る ら 被審人らの本件排

除措置命令に る 審判 い れ 理 ない。 

 本件第１号課徴金納付命令に い  

 前記 の 独占禁止法第 条の２第１ 第１号に規定する

の対 に る の ること 本件 の内 ら ら る。 

 課徴金の の基 となる事  

 被審人積水化学工業 化 の 業を 者

る。（ い ない。） 

 被審人積水化学工業 前記 の の とし の事業

を 第１ 上 に る に基づ 被審人積水化学工

業 に の引上 を することとし 平成１６年

１ ると られる。 被審人積水化学工業 平成１ 年

１１ １４ 以 を取り おり 同 １ に
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の とし の事業 なくな いる のと られる。し

被審人積水化学工業に い 私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１ 年法律第 ５

号。以下「平成１ 年改正法」という。）附則第５条第２ 及び第

の規定（平成２１年法律第５１号による改正前の の）により

し される独占禁止法第 条の２第１ の規定により

平成１６年 １ ら平成１ 年１１ １ となる。 

 前記 の にお る 化 に る被審人積水化学

工業の 上 独占禁止法 令第５条第１ の規定に基づ 定

す とこ 規定に基づ 定すると 前記４のとおり 前記

の のう 平成１ 年改正法の る平成１ 年１

４ （以下「平成１ 年改正法 ）という。）前に る のに

い ５９４ ６５４６ ６９９ 前記 の のう

平成１ 年改正法 以 に る のに い ２９ １５９

５ ６４５２ る。 

 被審人積水化学工業 公正取引 会による る平

成１９年 １０ ら り１０年以内に独占禁止法第 条の２第

１ の規定による命令を おり 命令に い 審判を す

ることなく独占禁止法第５０条第４ に規定する を し い

るの 命令 確定し いる（ い ない。）。し 被

審人積水化学工業 独占禁止法第 条の２第６ 第１号（平成２１

年法律第５１号による改正前の の）に する事業者 る。 

 以上によれ 被審人積水化学工業 に納付す 課徴金の

 

 前記 の のう 平成１ 年改正法 前に る の

に い 独占禁止法第 条の２第１ の規定により 前記５９

４ ６５４６ ６９９ に 平成１ 年改正法附則第５条第２

の規定（平成２１年法律第５１号による改正前の の）によりなお
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従前の例によることとされる平成１ 年改正法による改正前の独

占禁止法第 条の２第１ に規定する 上 に る る１

００ の６を  

 前記 の のう 平成１ 年改正法 以 に る

のに い 独占禁止法第 条の２第１ 及び第６ （平成２１

年法律第５１号による改正前の の）の規定により 前記２９

１５９５ ６４５２ に１００ の１５を  

を し ら 独占禁止法第 条の２第１ （平成２１年法律

第５１号による改正前の の）の規定により１ 満の を り

され ９ ６５ ２ る。 

 よ 被審人積水化学工業に対し これと同 の課徴金の納付を命

本件第１号課徴金納付命令 法 る ら 被審人積水化学工業

の上記命令に る審判 理 ない。 

 本件第２号課徴金納付命令に い  

 前記 の 独占禁止法第 条の２第１ 第１号に規定する

の対 に る の ること 本件 の内 ら ら る。 

 課徴金の の基 となる事  

 被審人三菱樹脂 化 の 業を 者 る。

（ い ない。） 

 被審人三菱樹脂 前記 の の とし の事業 を

第１ 上 に る に基づ 被審人三菱樹脂

に の引上 を することとし 平成１６年 １５

ると られる。 被審人三菱樹脂 平成１ 年１１ １４

以 を取り おり 同 １ に の とし

の事業 なくな いる のと られる。し 被審

人三菱樹脂に い 平成１ 年改正法附則第５条第２ 及び第

の規定（平成２１年法律第５１号による改正前の の）により

し される独占禁止法第 条の２第１ の規定により
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平成１６年 １５ ら平成１ 年１１ １ となる。 

 前記 の にお る 化 に る被審人三菱樹脂

の 上 独占禁止法 令第５条第１ の規定に基づ 定す

とこ 規定に基づ 定すると 前記４のとおり 前記

の のう 平成１ 年改正法 前に る のに い

２ ６ ２９ １ ５ ２０ 前記 の のう 平成１

年改正法 以 に る のに い １ ２ ４１６ ２

２２ る。 

 被審人三菱樹脂 公正取引 会による る平成 

１９年 １０ ら り１０年以内に独占禁止法第 条の２第１

の規定による命令を おり 命令に い の審判を す

ることなく独占禁止法第５０条第４ に規定する を し い

るの 命令 確定し いる（ い ない。）。し 被

審人三菱樹脂 独占禁止法第 条の２第６ 第１号（平成２１年法

律第５１号による改正前の の）に する事業者 る。 

 以上によれ 被審人三菱樹脂 に納付す 課徴金の  

 前記 の のう 平成１ 年改正法 前に る の

に い 独占禁止法第 条の２第１ の規定により 前記２

６ ２９ １ ５ ２０ に 平成１ 年改正法附則第５条第２

の規定によりなお従前の例によることとされる平成１ 年改正法

による改正前の独占禁止法第 条の２第１ に規定する 上 に

る る１００ の６を  

 前記 の のう 平成１ 年改正法 以 に る

のに い 独占禁止法第 条の２第１ 及び第６ （平成２１

年法律第５１号による改正前の の）の規定により 前記１ ２

４１６ ２２２ に１００ の１５を  

を し ら 独占禁止法第 条の２第１ （平成２１年法律

第５１号による改正前の の）の規定により１ 満の を り



 

１９５ 

され １０４１ る。 

 よ 本件第２号課徴金納付命令 被審人三菱樹脂に １

０４１ の納付を命 法 り れを 納付を命

部 法 る。 

第  法令の  

以上によれ 被審人三菱樹脂の本件第２号課徴金納付命令に る審判

被審人三菱樹脂に １０４１ を 納付を命 部 の取

しを る 理 る ら 独占禁止法第６６条第 の規定によ

り １のとおり審決すること り 被審人三菱樹脂の の の

審判 及び被審人積水化学工業の 審判 い れ 理 ない ら

同条第２ の規定により ２のとおり審決すること ると判

する。 

 

平成２ 年９ ２４  

 

公正取引 会事  

 

審判   西   一 

 

審判    井   

 

審判長審判 藤 の ない。 

 

審判   西   一 

 

１９６ 

別紙 

 

化 樹脂 を とする 化 及び 化

（ 同 に 置される を保護する に

いられる のを除く。） 

 

 



平成16年3月1日～平成18年1月3日 平成18年1月4日～平成18年11月13日

1   インサート継手 2,289,695,265 1,198,553,703

2 ＨＴパイプ 2,855,380,042 1,282,695,482

3  ＨＴパイプ継手 2,835,559,396 1,357,436,742

4 東レ用特注品 1,944,180 4,756,702

5 エスロンランケイカンＥＧＰ 103,757,743 25,438,829

6 エスロン温泉用（HT）ベル（パイプ） 56,085,794 19,567,801

7 エスロン温泉用（HT）ベル（継手） 6,916,682 3,522,998

8 エスロンＨＩ継手透明ブルー 230,217,161 141,151,514

9 フネンアクロス向け販売品（パイプ） 351,307,840 41,187,388

10 フネンアクロス向け販売品（継手） 291,353,321 149,961,558

11 ６７品種の加工品 89,879,950 20,183,548

12 マスマンホール（パイプ） 4,149,442 1,915,720

13 マスマンホール（継手） 260,147,269 106,895,052

14 ＳＶＬパイプ 34,079,156 1,499,656

15 三菱樹脂向けＨＴ－ＳＶＬパイプ 366,471,946 144,530,150

16 積水ハウス向け販売品（パイプ） 620,057,984 317,480,000

17 積水ハウス向け販売品（継手） 189,124,823 91,969,651

18 シーシーアイ向け販売品（パイプ） 54,870,357 43,990,650

19 シーシーアイ向け販売品（継手） 14,256,488 22,624,729

20 積水ホームテクノ向け販売品 67,167,478 32,115,279

21 ホームセンター向け特殊仕様商品（パイプ） 574,396,521 392,832,227

22 ホームセンター向け特殊仕様商品（継手） 299,623,640 214,396,500

23 給排水システム事業部以外が販売した塩化ビニル管等（パイプ） 3,446,613,681 1,953,340,702

24 給排水システム事業部以外が販売した塩化ビニル管等（継手） 1,063,995,311 613,422,088

25 リブパイプ 654,457,585 406,978,871

26 リブパイプ継手 181,555,186 95,149,977

平成16年3月1日～平成18年1月3日 平成18年1月4日～平成18年11月13日

27 積水ハウス向け販売品に係る販売奨励金（パイプ） 252,585,156 122,743,002

28 積水ハウス向け販売品に係る販売奨励金（継手） 34,894,066 17,083,377

29 積水ホームテクノ向け販売品に係る価格調整 28,128,429 12,584,192

番号 販売奨励金・価格調整金
金　　　額　　（円）

別表１
（被審人積水化学工業関係）

番号 商 　　  品
売　　　上　　　額　　（円）

平成16年3月15日～平成18年1月3日 平成18年1月4日～平成18年11月13日

1 リブパイプ 636,533,775 424,033,074

2 リブパイプ継手 173,074,850 102,155,830

3 プスシステム用パイプ 8,134,035 1,051,785

4 プスシステム用継手 121,692,165 44,422,350

5 タイカパイプ用 管 319,908,070 143,458,448

6 タイカパイプ用継手 247,244,897 131,790,234

7 水管用 管 142,272,675 114,521,595

8 水管用継手 366,030 0

9 水 用パイプ 16,260,510 7,584,570

10 水 用 管 4,613,970 1,538,743

11 水 用継手 4,789,953 3,725,904

12 水 用パイプ 0 1,693,440

13 ニ ト スにセ ト る 管部 （パイプ） 27,263,226 11,502,043

14 ニ ト スにセ ト る 管部 （継手） 32,174,633 10,136,853

15 トール用パイプ 9,264,990 4,791,150

16 Ｅ に 販売した 品（パイプ） 21,453,414 3,274,007

17 Ｅ に 販売した 品（継手） 8,205,000 5,301,585

18 クト管 163,635,094 82,030,190

19 管・ Ｓ管（特殊販売 のリサイクル管 特殊管） 11,455,815 15,514,800

20 パイプ 1,094,205 1,094,205

21 シ ート管 57,015 43,260

22 用 管 82,285,087 35,431,218

Ｅ管・Ｓ管 3,008,149,474 1,445,013,049

（ ）

　　 業に る売 922,354,037 493,535,375

　　 Ｅス ールに る売 684,506,082 342,133,710

　　菱 テクノに る売 84,590,613 47,435,372

　　積水化 工業に る売 212,869,850 105,184,318

　　ク タシーアイに る売 44,334,889 76,421,646

　　シーアイ化 に る売 57,868,583 0

　　 に る売 983,943,895 365,505,459

　　カシロ 業に る売 19,448 150,061

　　 ウ ーターテ クに る売 17,650,973 14,644,984

　　 工に る売 11,104 2,124

24 ブローパイプ 282,260,304 121,490,427

25 ト継手 28,615,652 15,544,403

26 Ｖ－ 3,595,908 1,858,634

27 三 水継手 15,443,715 19,762,785

28 スライ 管 509,460 256,217

29 クト継手 21,725,319 11,403,046

30 三 管 90,007,398 57,249,008

31 Ｓ 管 46,769,625 24,484,704

32 Ｖ 管 38,929,481 10,280,235

33 Ｖ 管用継手 25,095 725,760

34 ＶＴ管 40,487,461 27,548,624

35 ＶＴ管用継手 1,632,401 1,872,234

36 ＶＳ管 31,152,895 16,246,188

37 ＶＨ管 17,789,572 6,938,341

38 ＶＨ管用継手 1,332,135 1,183,773

39 ＨＩ管 7,475,895 7,308,210

40 ホームセンター（ Ｉ ）に る販売（管） 94,101,917 14,588,466

41 ホームセンター（ Ｉ ）に る販売（継手） 24,410,313 1,309,955

42 金 インサート継手（ＴＳ継手） 57,805,090 28,335,418

43 金 インサート継手（ＨＩ継手） 297,222,989 147,822,837

23

別表
（被審人 関係）

番号 商 　　  品
売　　　上　　　額　　（円）


